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第１章 介護老人保健施設とは 

 

介護保険法の定義 

 

 

第８条第２８項 

この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の

機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が

必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介

護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設

として、第９４条第１項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サ

ービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づ

いて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに

日常生活上の世話をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※指定基準は平成２５年度から熊本県又は熊本市の条例で各々定められました
が、本冊子においては基準省令の条項で記載しています。 
基準省令と異なる県・市の独自基準については、各条例を参照ください。 
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１ 人員に関する基準（介護老人保健施設・ユニット型介護老人保健施設） 

 

 従業者は専ら当該施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処

遇に支障がない場合は、この限りでない。 

医  師 
常勤換算方法で入所者の数を１００で除して得た数以上 

常勤の医師が１人以上配置されていなければならない（※１) 

薬 剤 師 実情に応じた適当数（標準：入所者の数を３００で除した数以上） 

看護職員又は 

介護職員 

 

（看護職員：看

護師若しくは准

看護師） 

①常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を増すごとに１以上

②看護・介護職員の総数の 

 ７分の２程度・・・看護職員 

 ７分の５程度・・・介護職員   が標準   

③看護・介護職員は、介護老人保健施設の職務に専ら従事する常勤職

員であることが原則（※２) 

支援相談員 

 常勤１以上(入所者の数が１００を超える場合は、常勤の支援相談

員１名に加え、常勤換算方法で、１００を超える部分を１００で除し

て得た数以上） 

理学療法士、 

作業療法士又は

言語聴覚士 

常勤換算方法で、入所者の数を１００で除して得た数以上 

栄 養 士又は 

管理栄養士 

 入所定員が１００人以上の施設は常勤職員を１以上（同一敷地内に

ある病院等の栄養士がいることにより、栄養指導等の業務に支障がな

い場合は、兼務職員でも可） 

（１００人未満の施設でも常勤職員の配置に努めること） 

介護支援専門員 

 常勤、専従で１以上（入所者１００人に１人を標準、増員分は非常

勤可）（入所者の処遇に支障がない場合は、当該老健の他の職務との

兼務可(※３)、サテライト型小規模老健の職務との兼務可） 

調理員、事務員

その他従業者 

実情に応じた適当数（適正なサービスを確保できる場合は、併設施

設との職員の兼務や業務委託でも可） 

管 理 者 

 常勤、専従で１人（当該老健の管理上支障がない場合は、当該老健

の他の職務、他の事業所、サテライト施設の職務に従事可） 
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○用語の定義 

（施設基準解釈通知第3-10）               ＜令和６年度：改定＞ 

(1)「常勤換算方法」 

当該介護老人保健施設の従業者の勤務延時間数を当該施設において常勤の従業員

が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32 時間を下回る場合は32 時間

を基本とする。）で除することにより、当該施設の従業者の員数を常勤の従業者の

員数に換算する方法をいうものである。 

この場合の勤務延時間数は、当該施設の介護保険施設サービスに従事する勤務時

間の延べ数であり、例えば、当該施設が（介護予防）通所リハビリテーションの指

定を重複して受ける場合であって、ある従業者が介護保険施設サービスと指定（介

護予防）通所リハビリテーションを兼務する場合、当該従業者の勤務延時間数に

は、介護保険施設サービスに係る勤務時間数だけを算入することとなるものである

こと。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（昭和47 年法律第113 号）第13 条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措

置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（平成３年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」という。）第23 条

第１項、同条第３項又は同法第24 条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しく

は厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿

って事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療

のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30 時間

以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数

を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 

(2) 「勤務延時間数」 

勤務表上、介護保険施設サービスの提供に従事する時間として明確に位置付けら

れている時間の合計数とする。なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入する

ことができる時間数は、当該施設において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を

上限とすること。 

(3)「常勤」 

当該介護老人保健施設における勤務時間が、当該施設において定められている常

勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合

は32時間を基本とする。）に達していることをいうものである。ただし、母性健康

管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられ

ている者については、入所者の処遇に支障がない体制が施設として整っている場合

は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能

とする。 

当該施設に併設される事業所（同一敷地内に所在する又は道路を隔てて隣接する

事業所をいう。ただし、管理上支障がない場合は、その他の事業所を含む。）の職

務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えら

れるものについては、それぞれに係る勤務時間数の合計が常勤の従業者が勤務すべ

き時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、介
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護老人保健施設、指定（介護予防）通所リハビリテーション事業所及び指定（介護

予防）訪問リハビリテーション事業所が併設されている場合、介護老人保健施設の

管理者、指定（介護予防）通所リハビリテーション事業所の管理者及び指定（介護

予防）訪問リハビリテーション事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間

数の合計が所定の時間数に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法

（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休業（以下「産前産後休業」とい

う。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業

（以下「育児休業」という。）、同条第2号に規定する介護休業（以下「介護休業」

という。）、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条

第1項（第2号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に

関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」とい

う。）を取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質を有する複

数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準を満た

すことが可能であることとする。 

(4) 「専ら従事する」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて介護保険施設サービス以外の職務に従

事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者

の当該施設における勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を

問わない。 

(5) 「前年度の平均値」  

① 基準省令第４条第２項における「前年度の平均値」は、当該年度の前年度（毎年４

月１日に始まり翌年３月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の入所者延数

を当該前年度の日数で除して得た数とする。この算定に当たっては、小数点第２位以

下を切り上げるものとする。 

② 新設（事業の再開の場合を含む。以下同じ。）又は増床分のベッドに関して、前年

度において１年未満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の

入所者数は、新設又は増床の時点から６月未満の間は、便宜上、ベッド数の90％を入

所者数とし、新設又は増床の時点から６月以上１年未満の間は、直近の６月における

入所者延数を６月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から１年以上経

過している場合は、直近１年間における入所者延数を１年間の日数で除して得た数と

する。 

③ 減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の入所者延数を延日

数で除して得た数とする。 
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（※１)①介護老人保健施設において、複数の医師が勤務をする形態であり、このうち１

人の医師が入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ場合

であって、入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、常勤の医師１

人とあるのは、常勤換算で医師１人として差し支えない。 

②上記①にかかわらず、介護医療院又は病院若しくは診療所（医師について介護

老人保健施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）と併設されている

介護老人保健施設（医療機関併設型小規模介護老人保健施設を除く。）にあっ

ては、必ずしも常勤の医師の配置は必要でない。よって、複数の医師が勤務す

る形態であっても、それらの勤務延時間数が基準に適合すれば差し支えない。

ただし、このうち１人は入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責

任を持つ医師としなければならない。なお、兼務の医師については、日々の勤

務体制を明確に定めておく必要がある。 

③介護老人保健施設で行われる（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予

防）訪問リハビリテーションの事業所の職務であって、当該施設の職務と同時

並行的に行われることで入所者の処遇に支障がない場合は、介護保健施設サー

ビスの職務時間と（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リ

ハビリテーションの職務時間を合計して介護老人保健施設の勤務延時間数とし

て差し支えないこと。 

 

（※２) 業務の繁忙時に多数の職員を配置する等により業務の円滑化が図られる場合 

及び看護・介護職員が当該介護老人保健施設に併設される介護サービス事業所の

職務に従事する場合は、次の２つの条件を満たす場合に限り、その一部に非常勤

職員を充てても可。 

       ①常勤職員である看護・介護職員が基準省令によって算定される員数の７割程度

確保されていること。 

    ②常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が常勤職員を充てる場

合の勤務時間数以上であること。 

     また、併設事業所の職務に従事する場合は、介護老人保健施設において勤務す

る時間が勤務計画表によって管理されていなければならず、介護老人保健施設

の看護・介護職員の常勤換算方法における勤務延時間に、併設事業所の職務に

従事する時間は含まれない。 

 

（※３) この場合、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤

務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができる。 

     しかし、居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は認められない。ただ

し、増員に係る非常勤の介護支援専門員については、この限りでない。 

 

●サテライト型小規模介護老人保健施設の場合 

（本体施設との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の

在宅への復帰の支援を目的とする定員２９人以下の介護老人保健施設） 
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 ・医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは

管理栄養士又は介護支援専門員については、本体老健施設の従業者により、サテラ

イト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、置かないことができる。 

 

●医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合 

（介護医療院又は病院若しくは診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的

とする定員２９人以下の介護老人保健施設で、サテライト型小規模介護老人保健施設以

外のもの） 

 ・医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士

については、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の医師、理学療法士、

作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士により、医療機関併

設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるとき

は、置かないことができる。 

 

●ユニット型介護老人保健施設の勤務体制確保 

 ・入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの

提供に配慮する観点から、次の点に注意して職員配置を行わなければならない。 

   ・昼間については、ユニット毎に常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置す

ること。 

   ・夜間及び深夜については、２ユニット毎に１人以上の介護職員又は看護職員を

夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

   ・ユニット毎に、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 ・従業者が１人１人の入居者について、個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把

握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためには、いわゆる「馴染み

の関係」が求められる為、ユニット部分の従業者は固定メンバーが望ましい。 

 ・ 

 ・ユニットリーダーについては、ユニットケアリーダー研修を受講した者を各施設に

２名以上配置する（２ユニット以下の施設の場合は、１名でよい）こと。 

  研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケア

に責任を持つ者を決めることで足りる。この場合、研修受講者は、研修で得た知識

等をリーダー研修を受講していないユニットの責任者に伝達するなど、施設におけ

るユニットケアの質の向上の中核となることが求められる。 

 

●一部ユニット型介護老人保健施設について 

 今後（Ｈ２４年度以降）行われる許可の更新の際に、ユニット型部分（ユニット型介

護老人保健施設）とユニット型以外の部分（介護老人保健施設）について、それぞれ別

施設として許可を行うことになった。 

 この場合、入所者の処遇に支障がない場合は、兼務を認める。 
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●見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和 

 要件を満たす場合は、夜間における配置人員数を１．６人以上とする。ただし、配置

人員数は常時１人以上配置することとする。（利用者の数が４０以下で、緊急時の連絡

体制を常時整備している場合は１人以上） 

 

【要件】 

 ・全ての利用者に見守りセンサーを導入していること 

 ・夜勤職員全員がインカム等のＩＣＴを使用していること 

 ・安全体制を確保していること（※） 

※安全体制の確保の具体的要件 

①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する対策を検

討するための委員会を設置 

②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮 

③緊急時の体制整備（近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等） 

④機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む） 

⑤職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施 

⑥夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施 

 

 見守り機器やＩＣＴ導入後、上記の要件を少なくとも３ヶ月以上試行し、現場職員の

意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参

画する委員会（具体的要件）において、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が

図られていることを確認した上で、届け出るものとする。 

 

 

２ 運営に関する基準 

 

◆重要事項説明 （基準省令第５条） 

 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申

込者又はその家族に対し、第２５条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制そ

の他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。 

 

◆身体的拘束等 （基準省令第１３条、第４３条） 

第４項 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入所者

又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束その他入所者の行動を制限する行為(身体的拘束等)を行ってはならない。 

第５項 介護老人保健施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間

、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない

。 
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第６項 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の

情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができる

ものとする。）を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

≪解釈通知第４－１１≫                    ＜令和６年度：改定＞ 

 （２）同条第４項及び第５項は、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘

束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。また、緊急やむを得ない理由につ

いては、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれら

の要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておく

ことが必要である。なお、基準省令第 38条第２項の規定に基づき、当該記録は、５年間保存し

なければならない。 

（３）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（第６項第１号） 

同条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体的拘

束等適正化検討委員会」という。）とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会

であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、支援相

談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、身体的拘束等

の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。 

なお、同一事業所内での複数担当（※）の兼務や他の事業所・施設等との担当（※）の兼務に

ついては、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事

業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者とし

ての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

（※） 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担

当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施する

ための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

なお、身体的拘束等適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営す

ることが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会

議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。身体的拘束

等適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。また、身体的拘束等適

正化検討委員会には、第三者や専門家を活用することが望ましく、その方策として、精神科専門

医等の専門医の活用等が考えられる。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介した

コミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとす

る。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切
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な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

介護老人保健施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の

適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して

従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

① 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

② 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとと

もに、①の様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

③ 身体的拘束等適正化検討委員会において、②により報告された事例を集計し、分析するこ

と。 

④ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生

原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

(４) 身体的拘束等の適正化のための指針（第６項第２号） 

介護老人保健施設が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を

盛り込むこととする。 

① 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

② 身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

③ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

④ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

⑤ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

⑦ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

(５) 身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修（第６項第３号） 

介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体的

拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該介護老人保健施設

における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該介護老人保健施設が指針に基づいた研修プ

ログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体

的拘束適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修施設内

での研修で差し支えない。 

 

 

 

 

 

  



 11 

◆機能訓練 （基準省令第１７条） 

 介護老人保健施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を

助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わな

ければならない。 

≪解釈通知第４－１５≫  

15 機能訓練 

基準省令第１７条は、介護老人保健施設の入所者に対する機能訓練については、医師、理学療

法士若しくは作業療法士又は言語聴覚士（理学療法士又は作業療法士に加えて配置されている場

合に限る。）の指導のもとに計画的に行うべきことを定めたものであり、特に、訓練の目標を設

定し、定期的に評価を行うことにより、効果的な機能訓練が行えるようにすること。 

なお、機能訓練は入所者１人について、少なくとも週２回程度行うこととする。 

また、その実施は以下の手順により行うこととする。 

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、入所者ごとのリ

ハビリテーション実施計画を作成すること。リハビリテーション実施計画の作成に当たって

は、施設サービス計画との整合性を図るものとする。なお、リハビリテーション実施計画に相

当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション

実施計画の作成に代えることができるものとすること。 

ロ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、  

作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーションを行うとともに、入所者の状態を定期的に記

録すること。 

ハ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該 

計画を見直すこと。 

ニ リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護職員、介 

護職員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護

の工夫等の情報を伝達すること。 

 

◆栄養管理 （基準省令第１７条の２）       ＜令和６年４月より義務化＞ 

介護老人保健施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を

営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければなら

ない。 

≪解釈通知第４－１６≫ 

16 栄養管理 

基準省令第 17 条の 2は、介護老人保健施設の入所者に対する栄養管理について、管理栄養士

が、入所者の栄養状態に応じて、計画的に行うべきことを定めたものである。ただし、栄養士の
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みが配置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施設については、併設

施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。 

栄養管理について、以下の手順により行うこととする。 

イ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援

専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄

養ケア計画を作成すること。栄養ケア計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性

を図ること。なお、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、

その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ロ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状

態を定期的に記録すること。 

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこ

と。 

ニ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、別途通知（「リハビリテーション・個別機能

訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）において示しているので、参考とされた

い。 

 

◆口腔衛生の管理 （基準省令第１７条の３）     ＜令和６年４月より義務化＞ 

介護老人保健施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むこ

とができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管

理を計画的に行わなければならない。 

≪解釈通知第４－１７≫ 

17 口腔衛生の管理 

基準省令第 17 条の３は、介護老人保健施設の入所者に対する口腔衛生の管理について、入所

者の口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。別

途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）

も参照されたい。 

(１) 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士（以下「歯科医師

等」という。）が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導

を年２回以上行うこと。 

(２) 当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に１回程度の口腔の健康

状態の評価を実施すること。 

(３) (１)の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体

制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、

口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はそ
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の記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができるものとするこ

と。 

イ 助言を行った歯科医師 

ロ 歯科医師からの助言の要点 

ハ 具体的方策 

ニ 当該施設における実施目標 

ホ 留意事項・特記事項 

(４) 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る

技術的助言及び指導又は(３)の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪

問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

なお、当該施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科

医師等においては、実施事項等を文書で取り決めること。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月２６日）」 

【問８０】口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を

受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行

う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。 

（答）協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握して

いる歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 

 

◆ 看護及び医学的管理の下における介護（基準省令第１８条）  

看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなけれ

ばならない。 

２ 介護老人保健施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ

、又は清しきしなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、

排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り

替えなければならない。 

５ 介護老人保健施設は、 褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その

発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容

その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

javascript:void(0);
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７ 介護老人保健施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護老人

保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

 

≪解釈通知第４－１８≫                      ＜令和６年度：改定＞ 

（１）・（２）略 

（３）「介護老人保健施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予

防するための体制を整備しなければならない。」とは、褥瘡の予防に関わる施設における整

備や褥瘡に関する基礎的知識を持ち、日常的なケアにおいて介護職員等が配慮することによ

り、褥瘡発生の予防効果を向上させることを想定している。例えば、次のようなことが考え

られる。 

① 当該施設における褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が低い入所者等）に対し、褥瘡

予防のための計画の作成、実践並びに評価をする。 

② 当該施設において、施設内褥瘡予防対策を担当する者（看護師が望ましい。）を決めて

おく。なお、同一事業所内での複数担当（※）の兼務や他の事業所・施設等との担当（※）

の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に

兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者な

ど、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

（※） 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対

策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を

適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切

に実施するための担当者 

③ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等からなる褥瘡対策チームを設置する。 

④ 当該施設における褥瘡対策のための指針を整備する。 

⑤ 介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育を実施する。 

また、施設外の専門家による相談、指導を積極的に活用することが望ましい。 

 

◆食事の提供（基準省令第１９条、第４５条） 

 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとする

とともに、適切な時間に行われなければならない。 

２ 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われる

よう努めなければならない。 
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◆管理者による管理 (基準省令第２３条)          ＜令和６年度：改定＞ 

 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の

者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設（介

護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。）に従事する場合であって、当該

本体施設の管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテラ

イト型特定施設（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この条において「指定地域密着型サービ

ス基準」という。）第百十条第四項に規定するサテライト型特定施設をいう。）又は

サテライト型居住施設（指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定する

サテライト型居住施設をいう。）の職務に従事することができるものとする。 

≪解釈通知第４－２１≫                    ＜令和６年度：改定＞ 

21 管理者による管理（基準省令第 23 条） 

介護老人保健施設の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該介護老人保健施設の管理

業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、当該介護老人保健施設の管理業務に

支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。 

(１) 当該介護老人保健施設の従業者としての職務に従事する場合 

(２) 同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に

従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事す

る時間帯も、当該介護老人保健施設の入所者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時

かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに、当

該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事

業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別

に判断される場合や、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該介護老人保

健施設に駆け付けることができない体制となっている場合などは、一般的には管理業務に支

障があると考えられる。） 

(３)、(４)略 

 

◆管理者の責務  （基準省令第１４条、第２４条）               

・介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

・従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならな

い。 

・従業者に運営に関する基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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≪解釈通知第４－２２≫                  ＜令和６年度：改定＞ 

22 管理者の責務 

基準省令第 24 条は、介護老人保健施設の管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた

利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時か

つ適切に把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、当該介護老人保健施設の

従業者に基準省令の第４章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものであ

る。 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月１５日）」 

【問１８４】管理者に求められる具体的な役割は何か。 

（答）「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」（平成11

年９月17日付け老企第25号）等の解釈通知においては、管理者の責務を、介護保険法の基本

理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握

しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させ

るために必要な指揮命令を行うこととしている。 

 具体的には、「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」等を参考にされたい。 

≪参考≫ 

 「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」（抄）（令和元年度老人保健健康増進等

事業「介護事業所・施設における管理者業務のあり方とサービス提供マネジメントに関する

調査研究」（一般社団法人シルバーサービス振興会）） 

第１章第２節管理者の役割 

１．管理者の位置づけ及び役割の重要性 

２．利用者との関係 

３．介護にともなう民法上の責任関係 

４．事業所・施設の考える介護職員のキャリアイメージの共有 

５．理念やビジョン、組織の方針や事業計画・目標の明確化及び職員への周知 

６．事業計画と予算書の策定 

７．経営視点から見た事業展開と、業績向上に向けたマネジメント 

８．記録・報告や面談等を通じた介護職員同士、管理者との情報共有 

 

◆計画担当介護支援専門員の責務（基準省令第１４条、第２４条の２） 

１．入所申込者の入所に際し、居宅介護支援事業者に対する照会等により、入所者の心

身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握する。 

２．入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を

営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録する。 
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３．入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支

援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者と密接に連携する。 

４．提供した介護保健施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情の内容等

を記録する。 

５．入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合、事故の

状況及び事故に際して採った処置について記録する。 

６．施設サービス計画の作成を行う。 

  ①総合的な計画の作成 

   入所者の日常生活全般を支援する観点から、入所者の希望や課題分析の結果に基

づき、当該地域の住民による入所者の話し相手、会食などの自発的な活動によるサ

ービス等も含めて施設サービス計画上に位置付けることにより、総合的な計画とな

るよう努めなければならない。 

  ②課題分析の実施 

   適切な方法により、入所者の有する日常生活上の能力や置かれている環境等の評

価を通じて、入所者が生活の質を維持・向上させていく上で生じている問題点を明

らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決

すべき課題を把握しなければならない。 

   課題分析については、入所者の課題を客観的に抽出するための手法として合理的

なものと認められる適切な方法を用いなければならない。 

  ③課題分析における留意点 

   解決すべき課題の把握(アセスメント)に当たっては、必ず入所者及びその家族に

面接して行わなければならない。この場合は、入所者やその家族との信頼関係、協

働関係の構築が重要であり、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明

し、理解を得なければならない。 

  ④施設サービス計画原案の作成 

   入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果による専門的見地及び医師

の治療方針に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活

に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、各種サービス（

医療、リハビリテーション、看護、介護、食事等）の具体的目標（長期的・短期的

目標）、その達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意事項等を

記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。目標達成時期には計

画や提供サービスの評価を行うことも重要である。 

  ⑤サービス担当者会議等による専門的意見の聴取 

   サービス担当者会議を開催し、各担当者（医師・理学療法士・作業療法士・言語

聴覚士・看護職員・介護職員・栄養士等）に対する照会等により、当該施設サービ

ス計画の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求める。 
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※ テレビ電話装置等を活用して行うことができるが、その場合は、入院患者又はそ

の家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入院患者等

の同意を得なければならない。 

  ⑥施設サービス計画原案の説明及び同意 

   施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文

書により入所者の同意を得なければならない。 

  ⑦施設サービス計画の交付 

   施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しな

ければならない。施設サービス計画は５年間保存しておかなければならない。 

  ⑧施設サービス計画の実施状況等の把握及び評価等 

   施設サービス計画の作成後も、入所者及びその家族、各担当者と継続して連絡調

整を行い、施設サービス計画の実施状況を把握(モニタリング)し、必要に応じて施

設サービス計画の変更を行う。各担当者と緊密な連携を図り、入所者の解決すべき

課題に変化が認められる場合は、円滑に連絡が行われる体制の整備に務めなければ

ならない。 

  ⑨モニタリングの実施 

   施設サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)については、入所者及びその

家族、各担当者との連絡を継続的に行うこととし、定期的に入所者と面接して行う

こと。モニタリングの結果についても定期的に記録すること。 

  ⑩施設サービス計画の変更 

   施設サービス計画の変更や次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開

催、各担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、

各担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければならない。 

   １．入所者が要介護更新認定を受けた場合 

   ２．入所者が要介護状態の区分変更認定を受けた場合 

 

◆運営規程（基準省令第２５条、第４７条）   ＜令和６年４月より下線部義務化＞ 

 介護老人保健施設・ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営につい

ての重要事項に関する規程(運営規程)を定めておかなければならない。 

 

１ 施設の目的及び運営の方針 

２ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

３ 入所(居)定員 

４ ユニットの数及びユニット毎の入居定員(※ユニット型介護老人保健施設に限る) 

５ 入所(居)者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額  

６ 施設の利用に当たっての留意事項 

７ 非常災害対策 

８ 虐待の防止のための措置に関する事項 

９ その他施設の運営に関する重要事項（身体的拘束等をしない取組等） 
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≪解釈通知第４－２４≫ 

24 運営規程 

基準省令第 25 条は、介護老人保健施設の適正な運営及び入所者に対する適切な介護保健施設

サービスの提供を確保するため、同条第１号から第８号までに掲げる事項を内容とする規程を定

めることを義務づけたものであるが、特に次の点に留意すること。 

(１) 従業者の職種、員数及び職務の内容（第２号） 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定め

るに当たっては、基準省令第２条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、

「○人以上」と記載することも差し支えない基準省令第５条に規定する重要事項を記した文書に

記載する場合についても、同様とする。）。 

(２) 施設の利用に当たっての留意事項（第５号） 

入所者が介護保健施設サービスの提供を受ける際に入所者が留意すべき事項（入所生活上のル

ール、設備の利用上の留意事項等）を指すものであること。 

(３) 非常災害対策（第６号） 

27 の非常災害に関する具体的計画を指すものであること。 

(４) 虐待の防止のための措置に関する事項（第７号） 

37 の虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）

や虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の対応方法等を指す

内容であること。 

(５) その他施設の運営に関する重要事項（第８号） 

当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘

束等を行う際の手続について定めておくことが望ましい。 

 

※運営規程に定めなければならない「サービスの内容及び利用料その他の費用の額」 

―（例）― 

（サービス利用料その他費用の額） 

１ 介護保健施設サービスを提供した場合の利用料の額は、法定代理受領サービスに

該当する場合は各入所者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を介護報酬告

示上の額に乗じた金額とし、法定代理受領サービスに該当しない場合には介護報酬

告示上の額とする。 

 

２ 前項の費用の支払いを受けるほか、次に掲げる費用の額を受けるものとする。 

  ただし、食費、居住費については、入所者が市町村から「介護保険負担限度額認

定証」の交付を受けている場合は、認定証に記載された負担限度額とする。 

 

（１）食費                 ○○○円（日額） ※単位は任意。 
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        ※短期入所サービスについては、原則として１食毎に設定すること

。 

（２）居住費        ユニット型個室                        ○○○円（日額） 

                    ユニット型個室的多床室                ○○○円（日額） 

          従来型個室                            ○○○円（日額） 

          多床室                                ○○○円（日額） 

（３）特別な室料                                          ○○○円 

（４）特別メニューの食費                  ○○○円 

（５）理美容代                                            ○○○円 

（６）その他の日常生活費                                  ○○○円 

  ・日常生活の身の回り品（歯ブラシ・化粧品・シャンプー・タオル等） 

  ・教養娯楽として日常生活に必要なもの（一律に提供される教養娯楽（テレビ・

カラオケ等）は不可） 

  ・健康管理費（インフルエンザ予防接種等） 

  ・預かり金の出納管理の費用（曖昧な額は不可。積算根拠を明確にし、適切な額

でなければならない） 

  ・私物の洗濯代 

 

 

 

 

 

 

 

（７）サービス提供とは関係のない費用                         ○○○円 

 ・個人用の日用品で、個人の嗜好による「贅沢品」 

 ・個人用の日用品で、個別の希望に応じて立て替え払いで購入した費用 

 ・個人専用の家電製品の電気代 

 ・全くの個別の希望に応じ、施設が代わって購入する雑誌、新聞等の代金 

 ・施設が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービス 

  提供の範囲を超えるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前項の費用の支払いを受ける場合は、その提供に当たって、あらかじめ入所者又

はその家族に対し、内容及び費用を文書で説明した上で、同意について入所者等の

署名を受けることとする。 

 

４ 前第１項の法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスに係る費用

の支払いを受けた場合は、提供した介護保健施設サービスの内容、費用の額その他

必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に交付する。 

 

 

（注意点） 

●おむつ代、おむつカバー代、これらの洗濯代等おむつに係る費用は一切徴収できな

い。 

                          （∵保険給付費に含まれる） 
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●「その他の日常生活費」 

  施設サービスの一環として提供する便宜のうち、日常生活においても通常必要とな

るものに係る費用であって、その入所者等に負担させることが適当と認められるも

の。 

  入所者等の希望を確認した上で提供されるもので、一律提供・画一的徴収は認めら

れない。（個人の自由な選択に基づく） 

 

●「その他の日常生活費」の受領基準・・・次の基準を遵守しなければならない。 

  ・保険給付対象サービスと重複しない 

  ・名目、内訳の明確化（お世話料、管理協力費、共益費、施設利用補償金等のあい

まいな名目による費用の徴収は認められない。） 

  ・事前の説明と同意 

  ・実費相当額の範囲内 

  ・費用の運営規程での定めと施設での掲示（額が変動するものについては「実費」

との表示で可。） 

 

●出納管理を適正に行うための要件 

  １．責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されていること 

  ２．出納事務の内容が、常に複数の者により確認できる体制であること 

  ３．保管依頼書（契約書）、個人別出納台帳など、必要書類が備えてあること 

 

●「サービス提供とは関係のない費用」（個人の嗜好品や個別の生活上の必要による

ものの購入等、施設サービスの一環とはいえない便宜の費用）については、「料金

を掲示したもの以外に、入所者からの依頼により購入する日常生活品については実

費を徴収する」との表示でも可。これも、入所者等の希望を確認した上で提供され

るもので、一律提供・画一的徴収は認められない。（個人の自由な選択に基づく） 

   また、内容や費用の掲示・説明と同意書による確認などは「その他の日常生活

費」と同様に取り扱うことが適当。 

 

●領収書 

  領収書には、①１割又は２割負担部分の額、②食費・居住費、③その他の費用の額

（その他の日常生活費・特別なサービスの費用）を区分して記載し、③その他の費用

の額はそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載する必要がある。（施行規則） 

 

◆勤務体制の確保（基準省令第２６条）      ＜令和 6 年度より下線部義務化＞ 

介護老人保健施設は、入所者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供できるよ

う、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、当該施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しな

ければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この

限りでない。 
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３ 介護老人保健施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけ

ればならない。その際、当該介護老人保健施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、

介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有

する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講じなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職

場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

≪解釈通知第４－２５≫ 

25 勤務体制の確保等 

基準省令第 26 条は、入所者に対する適切な介護保健施設サービスの提供を確保するため、職

員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意すること。 

(１) 同条第１項は、介護老人保健施設ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の

日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、看護・介護職員等の配置等を明確にすることを定めた

ものであること。 

(２) 夜間の安全の確保及び入所者のニーズに対応するため、看護・介護職員による夜勤体制を

確保すること。また、休日、夜間等においても医師との連絡が確保される体制をとること。 

(３) 同条第２項は、介護保健施設サービスは、当該施設の従業者によって提供することを原則

としたものであるが、調理、洗濯等の入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務について

は、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。 

(４) 同条第３項前段は、介護老人保健施設の各職種にわたって、統一した運営方針のもとに介

護保健施設サービスの提供を行い、かつ、その向上を図るため、計画的に職員の研修の機会

を確保するよう努めるものとしたものであること。 

また、同項後段は、介護老人保健施設に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係

の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる

ことを義務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全ての者の認知症対応力を

向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を

実現していく観点から実施するものであること。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関

する基礎的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第３項にお

いて規定されている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、

介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は

訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤

師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩

マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 

(５) 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和 47 年法律第 113 号）第 11 条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安

定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41 年法律第 132 号）第 30 条の２第１項の規定

に基づき、事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以
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下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じること

が義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。事業主が講ずべき措置の具体的

内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セクシ

ュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、入所者やその家族等から受けるもの

も含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する

問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18年厚生労働省告示第 615

号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇

用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワー

ハラスメント指針」という。）において規定されているとおりであるが、特に留意された

い内容は以下のとおりである。 

ａ 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨

の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口を

あらかじめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務について

は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年

法律第 24 号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 30条の２第１項の規定により、中小

企業（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業主については資本金が 5000 万

円以下又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の企業）は、令和４年４月１日から義務

化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点か

ら、必要な措置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラス

メント）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例

として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のた

めの取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及

び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じ

た取組）が規定されている。介護現場では特に、入所者又はその家族等からのカスタマー

ハラスメントの防止が求められていることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内

容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュア

ル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望

ましい。この際、上記マニュアルや手引きについては、以下の厚生労働省ホームページに

掲載しているので参考にされたい。（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩

み相談窓口設置事業や介護施設におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主
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が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの活用も含め、

施設におけるハラスメント対策を推進することが望ましい。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月２６日）」 

○認知症介護基礎研修の義務づけについて 

【問３】養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格は有してい

ない者は義務付けの対象外とすることが可能か。 

（答）養成施設については、卒業証明書及び履修科目証明書により事業所及び自治体が認知症

に係る科目を受講していることが確認できることを条件として対象外とする。なお、福祉系高

校の卒業者については、認知症に係る教育内容が必修となっているため、卒業証明書により単

に卒業が証明できれば対象外として差し支えない。 

【問４】認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。 

（答）認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知

症の介護等に係る研修を修了した者については、義務づけの対象外として差し支えない。 

【問５】認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とすることが可

能か。 

（答）認知症サポーター等養成講座は、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温

かく見守り、支援する応援者を要請するものであるが、一方で、認知症介護基礎研修は認知症

に携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施する上での、基

礎的な知識・技術及び理念を身につけるための研修であり、その目的・内容が異なるため、認

知症サポーター等養成講座修了者は、義務付けの対象外とはならない。 

【問６】人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や直接介護に携わる

可能性がない者についても、義務付けの対象となるのか。 

（答）人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や直接介護に携わる可

能性がない者については、義務付けの対象外である。一方で義務付けの趣旨を踏まえ、認知症

介護に携わる者が認知症の人や家族の人の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施するた

めには、人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や直接介護に携わら

ない者であっても、当該研修を受講することを妨げるものではなく、各施設において積極的に

判断いただきたい。 

○外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務付けについて 

【問７】外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。 

（答）ＥＰＡ介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者を除き、従業員の

員数として算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある者については、在留資格

にかかわらず、義務づけの対象となる。 

【問８】外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受講する場合、技能実習計画には記載する

必要があるのか。 

（答）認知症介護基礎研修は、法令等に基づき受講が義務づけられるものであることから、技

能実習制度運用要領第４章第２節第３（２）を踏まえ、技能実習計画への記載は不要である。

なお、受講に係る給与や時間管理が通常の技能実習と同様に行われることや、研修の受講状況

について、技能実習指導員が適切に管理することが必要である。 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月１５日）」 
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【問１５５】受講義務付けの対象外となる医療・福祉関係の資格について、日本以外の国の医

療・福祉系の資格を保有している者は受講が免除となるか。 

（答）日本以外の国の医療・福祉系の資格を持つ者については、免除とはならない。 

【問１５６】柔道整復師、歯科衛生士については、受講義務付けの対象外か。 

(答)柔道整復師、歯科衛生士ともに、受講義務付けの対象外として差し支えない。 

【問１５７】訪問介護員（ヘルパー）研修３級過程修了者、社会福祉主事、民間事業者が実施

する認知症関連の資格については、受講義務付けの対象外か。 

(答)訪問介護員（ヘルパー）研修３級過程修了者、社会福祉主事、民間事業者が実施する認知

症関連の資格ともに、受講義務付けの対象となる。 

【問１５８】 介護保険外である有料老人ホーム等の施設職員や、病院に勤務している者も受

講義務付けの対象となるか。 

(答)特定施設では無い、介護保険の対象外である病院勤務の職員は受講義務づけの対象外であ

る。なお、介護現場の質向上ために受講することについては差し支えない。 

【問１５９】当該研修を受講していない者を雇用しても問題ないか。その際、運営基準違反に

あたるのか。 

(答)当該研修の義務付けは、雇用の要件に係るものではなく、事業者が介護に直接携わる職員

に対し、研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務付けているものである。した

がって、介護に直接携わる職員として研修を受講していない者を雇用する場合でも、運営基準

違反にはあたらない。なお、新卒採用、中途採用を問わず、新たに採用した医療・福祉関係資

格を有さない従業者に関する義務付けについては、採用後１年間の猶予期間を設けている。 

【問１６０】事業所において、人員基準以上に加配されている介護職員で、かつ、介護に直接

携わる者が研修を受講していない場合、運営基準違反にあたるのか。 

(答)貴見のとおり。本研修は、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症につ

いての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実

施しているものであり、介護に直接携わる職員であれば、人員配置基準上算定されるかどうか

にかかわらず、受講義務付けの対象となる。 

【問１６１】「認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置」とは、具体的にどのよう

な内容か。 

(答)「認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置」については、受講料の負担や、勤

務時間内に受講出来るような配慮（シフトの調整等）、インターネット環境の整備等、様々な

措置を想定している。 

【問１６２】現在介護現場で就業していない者や、介護に直接携わっていない者についても義

務付けの対象となるか。 

(答)現在介護現場で就業していない者や直接介護に携わる可能性がない者については、義務付

けの対象外であるが、本研修は、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症に

ついての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から

実施するものであり、介護現場の質向上ために受講することについては差し支えない。 

【問１６３】母国語が日本語以外の者を対象とした教材はあるか。 

(答)日本語以外の教材については、英語、ベトナム語、インドネシア語、中国語、ビルマ語の

eラーニングシステムを整備している。また、日本語能力試験の N4 レベルを基準とした教材

も併せて整備している。 
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（参考）認知症介護基礎研修 eラーニングシステム（認知症介護研究・研修仙台センターホー

ムページ） 

https://dcnet.marutto.biz/e-learning/languages/select/ 

 

◆業務継続計画の策定等 （基準省令第２６条の２）  ＜令和６年４月より義務化＞ 

介護老人保健施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保健

施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い

必要な措置を講じなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行うものとする。 

≪解釈通知第４－２６≫                      ＜令和６年度：改定＞ 

26 業務継続計画の策定等 

(１) 基準省令第 26条の２は、介護老人保健施設は、感染症や災害が発生した場合にあって

も、入所者が継続して介護老人保健施設サービスの提供を受けられるよう、介護老人保健施

設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（以下「業務継続計画」という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従

い、介護老人保健施設に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施しなけれ

ばならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施につい

ては、基準省令第 26条の２に基づき施設に実施が求められるものであるが、他のサービス事

業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、

従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全

ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

(２) 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、

「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業

所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災

害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定するこ

と。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

さらに、感染症に係る業務継続計画、感染症の予防及びまん延の防止のための指針、災害に

係る業務継続計画並びに非常災害に関する具体的計画については、それぞれに対応する項目

を適切に設定している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。 

① 感染症に係る業務継続計画 

イ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ロ 初動対応 

ハ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有

等） 

② 災害に係る業務継続計画 
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イ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の

対策、必要品の備蓄等） 

ロ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ハ 他施設及び地域との連携 

(３) 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとと

もに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年２回以上）な教育を開催するととも

に、新規採用時には別に研修を実施すること。また、研修の実施内容についても記録するこ

と。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止の

ための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

(４) 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動

できるよう、業務継続計画に基づき、施設内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場

合に実践するケアの演習等を定期的（年２回以上）に実施するものとする。なお、感染症の

業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的

に実施することも差し支えない。また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災

害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

◆定員の遵守 （基準省令第２７条） 

入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他

のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

◆非常災害対策 （基準省令第２８条） 

 介護老人保健施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に

避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めなければならない。 

水防法等の一部改正（平成２９年６月） 

「要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画作成等の

義務化等」として、浸水想定区域内又は、土砂災害警戒区域内に所在し、市町村

地域防災計画に定められた施設については、避難確保計画を作成する義務と避難

訓練を実施する義務が課された。 
 

≪解釈通知第４－２７≫ 

27 非常災害対策 
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(１) 基準省令第 28 条は、介護老人保健施設の入所者の特性に鑑み、非常災害に際して必要な

具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策

の万全を期さなければならないこととしたものである。 

(２) 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」とは、消防法（昭和 23 年法律第 186

号）その他の法令等に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置しなければ

ならないものである。 

(３) 基準省令第 28 条は、介護老人保健施設の開設者は、非常災害に際して必要な具体的計画

の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期

さなければならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火

災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底する

とともに、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力し

てもらえるような体制作りを求めることとしたものである。なお「非常災害に関する具体的

計画」とは、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号）第３条に規定する消防計画（これ

に準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この場

合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火管

理者を置くこととされている介護老人保健施設にあってはその者に行わせるものとする。ま

た、防火管理者を置かなくてもよいこととされている介護老人保健施設においても、防火管

理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものと

する。 

(４) 同条第２項は、介護老人保健施設の開設者が前項に規定する避難、救出その他の訓練の実

施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、日

頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づく

りに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的

な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

 

◆衛生管理等 （基準省令第２９条）      ＜令和６年４月より下線部義務化＞ 

 介護老人保健施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する

水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品

及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生

し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

javascript:void(0);
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二 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

三 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の

発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

 

≪解釈通知第４－２８≫                  ＜令和６年度：改定＞ 

28 衛生管理 

(１) （略）  

(２) 基準第 29 条に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように講ずるべき

措置については、具体的には次の①から⑤までの取扱いとすること。 

① 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会（以下「感染対策委員会」という。）であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、

事務長、医師、看護職員、介護職員、栄養士又は管理栄養士、生活相談員）により構成す

る。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当する者（以下

「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要である。なお、同一事業所内での複

数担当（※）の兼務や他の事業所・施設等との担当（※）の兼務については、担当者として

の職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事

しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行

する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

（※） 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対

策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適

切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実

施するための担当者 

感染対策委員会は、入所者の状況など施設の状況に応じ、おおむね３月に１回以上、定期

的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要が

ある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 
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なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委員会と独立して設置・運営する

ことが必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の

会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。感染

対策担当者は看護師であることが望ましい。 

また、施設外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

② 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 

当該施設における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常

時の対策及び発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、施設内の衛生管理（環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処

理等）、日常のケアにかかる感染対策（標準的な予防策（例えば、血液・体液・分泌液・排

泄物（便）などに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのようにするかなどの取り決

め）、手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目）等、発生時の対応としては、発生

状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における施設関係課等の関係機関

との連携、医療処置、行政への報告等が想定される。また、発生時における施設内の連絡体

制や前記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引

き」を参照されたい。 

③ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修 

介護職員その他の従業者に対する「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研

修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設

における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指針に基づいた研修プログラム

を作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策

研修を実施することが重要である。また、調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託

を受けて行う者に対しても、施設の指針が周知されるようにする必要がある。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修

教材」等を活用するなど、施設内での研修で差し支えない。 

④ 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練 

平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュ

レーション）を定期的（年２回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発

生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、施

設内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを

適切に組み合わせながら実施することが適切である。 
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⑤ 施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であ

るが、その結果感染症や既往であっても、一定の場合を除き、サービス提供を断る正当な理

由には該当しないものである。こうした者が入所する場合には、感染対策担当者は、介護職

員その他の従業者に対し、当該感染症に関する知識、対応等について周知することが必要で

ある。 

 

◆協力医療機関（基準省令第３０条）            ＜令和６年度：改定＞ 

１ 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各

号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第三号の要件を満たす協力医療機関にあって

は、病院に限る。）を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力

医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない

。 

一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を、常時確保していること。 

二 当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を

、常時確保していること。 

三 入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力

医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者

の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

２ 介護老人保健施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が

急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該介護老人

保健施設に係る許可を行った都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 介護老人保健施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成十年法律第百十四号）第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関（次

項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第七

項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同

条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り

決めるように努めなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合におい

ては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について

協議を行わなければならない。 

５ 介護老人保健施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、

当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該介護老人

保健施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。 

６ 介護老人保健施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけ

ればならない。 

※同条第１項の規定については、令和９年３月３１日までの間は、努力義務となる。 

≪解釈通知第４－２９≫                      ＜令和６年度：改定＞ 
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29 協力医療機関等 

基準省令第 30 条は、介護老人保健施設の入所者の病状の急変等に対応するための協力医療機

関をあらかじめ定めておくこと、新興感染症の診療等を行う医療機関と新興感染症発生時等にお

ける対応を取り決めるよう努めること、歯科医療の確保の観点からあらかじめ協力歯科医療機関

を定めておくよう努めること等を規定したものであること。 

協力医療機関の選定に当たっては、必要に応じ、地域の関係団体の協力を得て行われるものと

するほか、介護老人保健施設から近距離にあることが望ましい。 

(１) 協力医療機関との連携（第１項） 

介護老人保健施設の入所者の病状の急変時等に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協

力医療機関及び緊急時に原則入院できる体制を確保した協力病院を定めなければならない。その

際、例えば同条第１項第１号及び第２号の要件を満たす医療機関と同条第１項第３号の要件を満

たす医療機関を別に定めるなど、複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても

差し支えない。 

連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟（200 床未

満）を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関（以下、在

宅療養支援病院等）と連携を行うことが想定される。なお、令和６年度診療報酬改定において新

設される地域包括医療病棟を持つ医療機関は、前述の在宅療養支援病院等を除き、連携の対象と

して想定される医療機関には含まれないため留意すること。 

また、第３号の要件については、必ずしも当該介護老人保健施設の入所者が入院するための専

用の病床を確保する場合でなくとも差し支えなく、一般的に当該地域で在宅療養を行う者を受け

入れる体制が確保されていればよい。 

なお、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令和６年改正省令附則第６

条において、３年間の経過措置を設けており、令和９年３月３１日までの間は、努力義務とされ

ているが、経過措置期限を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。 

(２) 協力医療機関との連携に係る届け出（第２項） 

協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に１回以上、協力医療機関と入

所者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容

等を開設許可を行った都道府県知事、指定都市又は中核市の市長（以下「許可権者」という。）

に届け出ることを義務づけたものである。届出については、別紙１によるものとする。協力医療

機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに許可権者に届け出ること。同条第１項

の規定の経過措置期間において、同条第１項第１号、第２号及び第３号の要件を満たす協力医療

機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出を行う

こと。 

(３) 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携（第３項） 



 33 

介護老人保健施設の入所者における新興感染症の発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応で

きる体制を平時から構築しておくため、感染症法第６条第 17 項に規定する第二種協定指定医療

機関である病院又は診療所との新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることと

したものである。 

取り決めの内容としては、流行初期期間経過後（新興感染症の発生の公表後４か月程度から６

カ月程度経過後）において、介護老人保健施設の入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、

診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。なお、第二種協定指定医療機関

である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。 

(４) 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合（第４項） 

協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、第２項で定められた入所者の急変時

等における対応の確認と合わせ、当該協力機関との間で、新興感染症の発生時等における対応に

ついて協議を行うことを義務付けるものである。協議の結果、当該協力医療機関との間で新興感

染症の発生時等の対応の取り決めがなされない場合も考えられるが、協力医療機関のように日頃

から連携のある第二種協定指定医療機関と取り決めを行うことが望ましい。 

(５) 医療機関に入院した入所者の退院後の受け入れ（第５項） 

「速やかに入所させることができるよう努めなければならない」とは、必ずしも退院後に再入

所を希望する入所者のために常にベッドを確保しておくということではなく、できる限り円滑に

再入所できるよう努めなければならないということである。 

この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、（中略）新介護老人保健施設基準

第三十条第一項（新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。）の規定の適

用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなけ

れば」とする。 

 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月１５日）」 

【問１２４】連携することが想定される医療機関として、在宅療養支援病院や地域包括ケア病

棟を持つ医療機関等が挙げられているが、当該基準の届出を行う医療機関をどのように把握す

ればよいか。 

（答）診療報酬における施設基準の届出受理状況については、地方厚生局のホームページに掲

載されているので参考とされたい。 

（地方厚生局ホームページ） 

以下のホームページの一覧のうち「受理番号」の欄に下記の受理番号がある医療機関が該当す

る医療機関となります。 

在宅療養支援病院：（支援病１）、（支援病２）、（支援病３） 

在宅療養支援診療所：（支援診１）、（支援診２）、（支援診３） 

在宅療養後方支援病院：（在後病） 

地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料）：（地包ケア１）、（地包ケア

２）、（地包ケア３）、（地包ケア４） 
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※地域包括ケア病棟については、相談対応や診療を行う医療機関として、特に 200 床未満（主

に地包ケア１及び３）の医療機関が連携の対象として想定されます。 

※令和６年度診療報酬改定で新設される「地域包括医療病棟」は、地域の救急患者等を受け入

れる病棟であり、高齢者施設等が平時から連携する対象としては想定されませんので、ご留意

ください。 

■九州厚生局 

＜在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院＞ 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index_00007.html 

※各都道府県の「医科」ファイルをご参照ください。 

＜地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料）＞ 

kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/todokede_jiko/koumoku_betsu.ht

ml 

※「地域包括ケア病棟入院料」の記載のあるファイルをご参照ください。 

【問１２５】「入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保し

ていること」とあるが、入所者の急変時には必ず協力医療機関に搬送しなければならないの

か。 

（問）入所者の急変時等に必ず協力医療機関に搬送しなければならないということではなく、

状況に応じて救急車を呼ぶなど、臨機応変に対応いただきたい。 

 

◆掲示 （基準省令第３１条）                ＜Ｒ６年度：改定＞ 

１ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規程の概要、

従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該介護老人保健施設

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規

定による掲示に代えることができる。 

３ 介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなら

ない。 

※同条第３項の規定については、令和７年４月１日から適用となる。 

 

≪解釈通知第４－３０≫                      ＜令和６年度：改定＞ 

30 掲示 

(１) 基準省令第 31条第１項は、介護老人保健施設は、運営規程の概要、従業者の勤務の体

制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施

の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の入所

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を介護老人保健施設の見やすい場所

に掲示することを規定したものである。また、同条第３項は、介護老人保健施設は、原則と

して、重要事項を当該介護老人保健施設のウェブサイトに掲載することを規定したものであ

るが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのこと
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をいう。なお、介護老人保健施設は、重要事項の掲示及びウェブサイトへの掲載を行うにあ

たり、次に掲げる点に留意する必要がある。 

① 施設の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの入所申込者、入所者又

はその家族 に対して見やすい場所のことであること。 

② 従業者の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨

であり、従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

③ 介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36号）第 140 条の 44各号に掲げる基準に

該当する介護老人保健施設においては、介護サービス情報制度における報告義務の対象で

はないことから、基準省令第 31条第３項の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが

望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、同条第１項の規定による

掲示は行う必要があるが、これを同条第２項の規定や基準省令第 51 条第１項の規定に基づ

く措置に代えることができること。 

なお、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等（平

成 12 年３月 30日厚生省告示第 123号）二のハの(２)及び居住、滞在及び宿泊並びに食事

の提供に係る利用料等に関する指針（平成 17年厚生労働省告示第 419 号）一のハに規定す

るウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、この(１)に準ずるものとする。 

(２) 基準省令第 31条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サービスの入所申込

者、入所者又はその家族等が自由に閲覧可能な形で当該介護老人保健施設内に備え付けるこ

とで同条第１項の掲示に代えることができることを規定したものである。 

 

なお、第 31条第 3 項の規定については、令和６年改正省令附則第２条において、令和７年４月

１日から義務付けの適用とされている。 

 

 

◆秘密保持等 （基準省令第３２条） 

１ 介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又は

その家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 介護老人保健施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得

た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければな

らない。 

３ 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供

する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

 

◆苦情処理 （基準省令第３４条）               

１ 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者及びその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置す

る等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録

しなければならない。 
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３ 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、法第二十三条の規定

による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の

職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に

協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従

って必要な改善を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市

町村に報告しなければならない。 

５ 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に

関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）

第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法

第百七十六条第一項第三号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体

連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければならない。 

６ 介護老人保健施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項

の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

≪解釈通知第４－３３≫                      ＜令和６年度：改定＞ 

33 苦情処理 

(１) 基準省令第 34条第１項にいう「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置

することのほか、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、当該施設における苦情を処理するた

めに講ずる措置の概要について明らかにし、これを入所者又はその家族にサービスの内容を説

明する文書に記載するとともに、施設に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載すること等であ

る。なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、第４の 30 の(１)に準ずるものとする。 

(２)・（３）略  

 

◆事故発生の防止及び発生時の対応 （基準省令第３６条）      

１ 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定め

る措置を講じなければならない。 

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発

生の防止のための指針を整備すること。 

二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事

実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する

こと。 

三 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 37 

２ 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が

発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な

措置を講じなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。 

４ 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

≪解釈通知第４－３５≫                      ＜令和６年度：改定＞ 

① 事故発生の防止のための指針 

介護老人保健施設が整備する「事故発生の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込

むこととする。 

イ 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 

ロ 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった場  

合（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いもの

（以下「介護事故等」という。）の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善の

ための方策に関する基本方針 

ホ 介護事故等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 

② 事実の報告及びその分析を通じた改善策の職員に対する周知徹底 

介護老人保健施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、介護事故等につ

いて、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して職員の懲罰

を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 介護事故等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護職員その他の職員は、介護事故等の発生又は発見ごとにその状況、背景等を記録すると  

ともに、イの様式に従い、介護事故等について報告すること。 

ハ ③の事故発生の防止のための委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析する

こと。 

ニ 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、

結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。 

ヘ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 

③ 事故発生の防止のための委員会 

介護老人保健施設における「事故発生の防止のための検討委員会」（以下「事故防止検討委員

会」という。）は、介護事故発生の防止及び再発防止のための対策を検討する委員会であり、幅
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広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員）によ

り構成し、構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすることが必要である。 

事故防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

すること。 

なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必

要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置

している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。事故防止検討委員会の

責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。 

また、事故防止検討委員会に施設外の安全対策の専門家を委員として積極的に活用することが

望ましい。 

④ 事故発生の防止のための職員に対する研修 

介護職員その他の職員に対する事故発生の防止のための研修の内容としては、事故発生防止の

基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、介護老人保健施設における指針に基づ

き、安全管理の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、介護老人保健施設が指針に基づいた研修プログ

ラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず事故発生

の防止の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修施設内

での研修で差し支えない。 

⑤ 事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者 

介護老人保健施設における事故発生を防止するための体制として、①から④までに掲げる措置

を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、事故防止

検討委員会において安全対策を担当する者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一

事業所内での複数担当（※）の兼務や他の事業所・施設等との担当（※）の兼務については、担

当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務

に従事しており、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂

行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

（※） 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策

担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切

に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施

するための担当者 

⑥ 損害賠償 

介護老人保健施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければならな

い。そのため、損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。 

 

◆虐待の防止 （基準省令第３６条の２）          ＜令和６年度：改定＞ 
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介護老人保健施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる

措置を講じなければならない。 

一 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該介護老人保健施設における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止

のための研修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

≪解釈通知第４－３７≫                      ＜令和６年度：改定＞ 

37 虐待の防止 

基準省令第 36 条の２は虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待は、法の

目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極

めて高く、介護老人保健施設は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を

未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者

の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17年法律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」

という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、入所者の尊厳の保持・人格の尊

重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

介護老人保健施設は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス

提供にあたる必要があり、第１条の２の基本方針に位置付けられているとおり、研修等を通じ

て、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に

規定する養介護施設の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要で

ある。 

・虐待等の早期発見 

介護老人保健施設の従業者は、虐待等を発見しやすい立場にあることから、虐待等を早期に

発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとら

れていることが望ましい。また、入所者及びその家族からの虐待等に係る相談、入所者から市

町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、介護老人保健施

設は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力す

るよう努めることとする。 
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以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確

実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）

は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止す

るための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの

責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、施設外

の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであるこ

とが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、

個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認めら

れる他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えな

い。また、施設に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行う

ことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その

際、そこで得た結果（施設における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に

周知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法

に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する

こと 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針（第２号） 

介護老人保健施設が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込む

こととする。 

イ 施設における虐待の防止に関する基本的考え方 
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ロ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容

等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該介護老人保健施設における指針に

基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該介護老人保健施設が指針に基づいた研修

プログラムを作成し、定期的な研修（年２回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず

虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、施設内での研

修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 

介護老人保健施設における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を

適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止

検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内での複数担

当（※）の兼務や他の事業所・施設等との担当（※）の兼務については、担当者としての職務

に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事してお

り、入所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で

支障がないと考えられる者を選任すること。 

（※） 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策

担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切

に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施

するための担当者 

 

◆入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討  

するための委員会の設置 （基準省令第３６条の３）     ＜令和６年度：新設＞ 

介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設における業務の効率化、介護サービスの

質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該介護老人保健施設

における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方
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策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする

。）を定期的に開催しなければならない。 

※同条の規定については、令和９年３月３１日までの間は、努力義務となる。 

≪解釈通知第４－３８≫ 

38 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会の開催 

老人保健施設基準第 36 条の３は、介護現場の生産性向上の取組を促進する観点から、現場に

おける課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳

や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

の設置及び開催について規定したものである。なお、本条の適用に当たっては、令和６年改正省

令附則第４条において、３年間の経過措置を設けており、令和９年３月 31日までの間は、努力

義務とされている。 

本委員会は、生産性向上の取組を促進する観点から、管理者やケア等を行う職種を含む幅広い

職種により構成することが望ましく、各事業所の状況に応じ、必要な構成メンバーを検討するこ

と。なお、生産性向上の取組に関する外部の専門家を活用することも差し支えないものであるこ

と。 

また、本委員会は、定期的に開催することが必要であるが、開催する頻度については、本委員

会の開催が形骸化することがないよう留意した上で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度

を決めることが望ましい。 

あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢者支援課「介護サービス事業

における生産性向上に資するガイドライン」等を参考に取組を進めることが望ましい。また、本

委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし、この際、個人情報保護委員会

・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する会議（事故発生の防止

のための委員会等）を開催している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えな

い。本委員会は事業所毎に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等によ

り行うことも差し支えない。また、委員会の名称について、法令では「利用者の安全並びに介護

サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」と規定されたと

ころであるが、他方、従来から生産性向上の取組を進めている事業所においては、法令とは異な

る名称の生産性向上の取組を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあるところ、利

用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策が適切に検討される

限りにおいては、法令とは異なる委員会の名称を用いても差し支えない。 
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◆会計の区分 （基準省令第３７条） 

介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区

分しなければならない。 

 

◆電磁的記録等 （基準省令第５１条） 

１ 介護老人保健施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののう

ち、この省令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定さ

れるもの（第六条第一項（第五十条において準用する場合を含む。）及び第九条第一項

（第五十条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除く。）につ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 介護老人保健施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類す

るもの（以下「交付等」という。）のうち、この省令の規定において書面で行うことが

規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書

面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識するこ

とができない方法をいう。）によることができる。 

 

 

第２章 介護報酬算定に関する基準 

 

１ 介護保健施設サービス費（１日につき） 

 

※「①～⑤」は要介護度を示し、その横の数字は所定単位数を示す。 

老  健 

（非ユニット型） 
従来型個室 多床室 

介護老人保健施設 

（基本型） 
Ⅰ 

サービス費（ⅰ） 

①  717 
②  763 

③  828 

④  883 

⑤  932 

サービス費（ⅲ） 

①  793 
②  843 

③  908 

④  961 

⑤ 1,012 

介護老人保健施設 

（在宅強化型） 
Ⅰ 

サービス費（ⅱ） 

①  788 
サービス費（ⅳ） 

①  871 
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②  863 

③  928 

④  985 

⑤ 1,040 

②  947 

③ 1,014 

④ 1,072 

⑤ 1,125 

介護療養型老人保健施設 Ⅱ 

サービス費（ⅰ） 

①  758 

②  843 
③  960 
④ 1,041 

⑤ 1,117 

サービス費（ⅱ） 

①  839 

②  924 
③ 1,044 
④ 1,121 
⑤ 1,197 

介護療養型老人保健施設 

（入所者等の合計数が４０以下

） 
Ⅲ 

サービス費（ⅰ） 

①  758 

②  837 

③  933 
④ 1,013 
⑤ 1,089 

サービス費（ⅱ） 

①  839 

②  918 

③ 1,016 
④ 1,092 
⑤ 1,170 

介護老人保健施設 

（その他型） 
Ⅳ 

サービス費（ⅰ） 

①  703 
②  748 

③  812 
④  865 
⑤  913 

サービス費（ⅱ） 

①  777 
②  826 
③  889 
④  941 
⑤  991 

 

 

※「①～⑤」は要介護度を示し、その横の数字は所定単位数を示す。 

ユニット型老健 
ユニット型 

個室 

経過的ユニット型 

個室的多床室 

介護老人保健施設 

（基本型） 
Ⅰ 

サービス費（ⅰ） 

①  802 
②  848 

③  913 

④  968 

⑤ 1,018 

サービス費（ⅰ） 

①  802 
②  848 

③  913 

④  968 

⑤ 1,018 

介護老人保健施設 

（在宅強化型） 
Ⅰ 

サービス費（ⅱ） 

①  876 

②  952 

③ 1,018 

④ 1,077 

⑤ 1,130 

サービス費（ⅱ） 

①  876 

②  952 

③ 1,018 

④ 1,077 

⑤ 1,130 

介護療養型老人保健施設 Ⅱ 
サービス費 

①  928 

② 1,014 

サービス費 

①  928 

② 1,014 



 45 

③ 1,130 
④ 1,209 

⑤ 1,287 

③ 1,130 

④ 1,209 

⑤ 1,287 

介護療養型老人保健施設 

（入所者等の合計数が４０以下

） 
Ⅲ 

サービス費 

①  928 
② 1,077 

③ 1,104 
④ 1,181 
⑤ 1,259 

サービス費 

① 928 
② 1,077 

③ 1,104 
④ 1,181 

⑤ 1,259 

介護老人保健施設 

（その他型） 
Ⅳ 

サービス費 

①  784 
②  832 

③  894 
④  948 
⑤  997 

サービス費 

①  784 
②  832 

③  894 
④  948 
⑤  997 

 

 

【介護保健施設サービス費の算定要件】 

 

（１）介護保健福祉サービス費（Ⅰ）に係る施設基準（ⅰ、ⅲ） 

（一）看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を

増すごとに１以上であること。 

（二）通所介護費等の算定方法第１３号ロに規定する基準に〔定員超過・人員基準欠如

に〕該当していないこと。 

（三）入所者の居宅への退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養

上の指導を行っていること。 

（四）当該施設から退所した者の退所後３０日以内（退所時の要介護状態区分が要介護

４又は要介護５の場合にあっては、１４日以内）に、当該施設の従業者が当該退所

者の居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることによ

り、当該退所者の居宅における生活が継続する見込みであることを確認し、記録し

ていること。 

（五）入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療

法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行い、適宜その評価を行

っていること。 

（六） 当該施設の医師が、リハビリテーションの実施に当たり、当該施設の理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、入所者に対するリハビリテーションの目的

に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ずリハビリ

テーションを中止する際の基準、リハビリテーションにおける入所者に対する負荷

等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。 

（七）次に掲げる計算式により算定した数（指標の合計値）が２０以上であること。 
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［在宅復帰・在宅療養支援等指標］ 

Ａ 在宅復帰率 

    算定日が属する月の前６月間において、退所者のうち、居宅において介護を受

けることとなったもの（当該施設における入所期間が１月間を超えていた退所者

に限る。）の占める割合が５０％を超える場合は２０、５０％以下かつ３０％を

超える場合は１０、３０％以下である場合は０となる数。 

Ｂ ベッド回転率 

    30.4 を当該施設の平均在所日数で除して得た数が１０％以上である場合は２

０、１０％未満かつ５％以上である場合は１０、５％未満である場合は０となる

数。 

Ｃ 入所前後訪問指導割合 

   入所者のうち、入所期間が１月を超えると見込まれる者の入所予定日前３０日

以内又は入所後７日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問

し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定（退所後にそ

の居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を

得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定

及び診療方針の決定を行った場合を含む。）を行った者の占める割合が※３０％

以上である場合は１０、３０％未満かつ１０％以上である場合は５、１０％未満

である場合は０となる数。 

  ※令和６年１０月１日以降下線部は、「３５％以上である場合は１０、３５％未

満かつ１５％以上である場合は５、１５％未満である場合は０となる数。」 

Ｄ 退所前後訪問指導割合 

 入所者のうち、入所期間が１月を超えると見込まれる者の退所前３０日以内又

は退所後３０日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、

当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者（退所後にその

居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得

て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行った場合を含

む。）の占める割合が※３０％以上である場合は１０、３０％未満かつ１０％以

上である場合は５、１０％未満である場合は０となる数。 

※令和６年１０月１日以降下線部は、「３５％以上である場合は１０、３５％未

満かつ１５％以上である場合は５、１５％未満である場合は０となる数。」 

Ｅ 居宅サービスの実施状況 

 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定す

る通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護につ

いて、当該施設（当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護

医療院を含む。）において全てのサービスを実施している場合は５、いずれか２

種類のサービスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施して

いるときは３、いずれか２種類のサービスを実施している場合であって訪問リハ

ビリテーションを実施していないときは１、いずれか１種類のサービスを実施し

ている場合又はいずれも実施していない場合は０となる数。 

Ｆ リハ専門職員の配置割合 
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    当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた

数が、５以上でありリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士及び

言語聴覚士のいずれの職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数がそれぞれ

０．２以上である場合は５、５以上の場合は３、５未満であり、かつ３以上であ

る場合は２、３未満である場合は０となる数。 

Ｇ 支援相談員の配置割合 

当該施設において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除

した数に百を乗じた数が３以上の場合は５、３未満かつ２以上の場合は３、２未

満の場合は０となる数。 

   ※令和６年１０月１日以降は、「当該施設において、常勤換算方法で算定した支

援相談員の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が３以上であり、かつ、

社会福祉士である支援相談員を一名以上配置している場合は５、常勤換算方法

で算定した支援相談員の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が３以上の

場合は３、３未満であり、かつ、２以上の場合は１、２未満の場合は０となる

数。」 

Ｈ 要介護４又は５の割合 

    算定日が属する月の前３月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護

４又は要介護５の者の占める割合が５０％以上である場合は５、５０％未満かつ

３５％以上である場合は３、３５％未満である場合は０となる数。 

Ｉ 喀痰吸引の実施割合 

    算定日が属する月の前３月間における入所者のうち、喀痰吸引が実施された者

の占める割合が１０％以上である場合は５、１０％未満かつ５％以上である場合

は３、５％未満である場合は０となる数。 

Ｊ 経管栄養の実施割合 

    算定日が属する月の前３月間における入所者のうち、経管栄養が実施された者

の占める割合が１０％以上である場合は５、１０％未満かつ５％以上である場合

は３、５％未満である場合は０となる数。 

 

 

（２）介護保健福祉サービス費（Ⅰ）に係る施設基準（ⅱ、ⅳ） 

（一）（１）（一）から（六）までに該当するものであること。 

（二）（１）（七）に掲げる計算式により算定した数（指標の合計値）が６０以上であ

ること。 

（三）地域に貢献する活動を行っていること。 

（四）入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーションを実施しているこ

と。 

 

（３）介護保健福祉サービス費（Ⅱ）に係る施設基準（ⅰ、ⅱ） 
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（一）平成１８年７月１日から平成３０年３月３１日までの間に転換を行って開設した

介護老人保健施設であること。 

（二）算定日が属する月の前１２月間における新規入所者の総数のうち、医療機関を退

院し入所した者の占める割合から自宅等（介護保険法に規定する居宅サービス事

業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サー

ビス事業を行う事業所並びに他の社会福祉施設等を除く。病院、診療所及び介護保

険施設を除く）から入所した者の占める割合を減じて得た数が３５％以上であるこ

とを標準とすること。ただし、当該基準を満たすことができない特段の事情（半径

４km 以内に病床を有する医療機関がないこと、又は、病床数が１９以下であるこ

と）があるときはこの限りでない。 

（三）算定日が属する月の前３月間における入所者等（短期療養の利用者を含む）のう

ち、喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が１５％以上又は著し

い精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知

症高齢者（日常生活自立度のランクＭに該当する者）の占める割合が２０％以上で

あること。 

（四）（１）（一）及び（二）に該当するものであること。 

  

（４） 削除 

（５）介護保健福祉サービス費（Ⅲ）に係る施設基準（ⅰ、ⅱ） 

（一）（３）に該当するものであること。 

（二）入所者等の合計数が４０以下であること。 

 

（６）介護保健福祉サービス費（Ⅳ）に係る施設基準（ⅰ、ⅱ） 

（１）（一）及び（二）に該当するものであること。 

 

 

●算定要件を満たさなくなった場合 

 

 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ を算定している場合 

要件を満たさなくなった場合、その翌月は、その要件を満たすものとなるよ

う必要な対応を行うこととし、それでも満たさない場合には、満たさなくなっ

た翌々月に届出を行い、当該届出を行った月から当該施設に該当する基本施設

サービス費及び加算を算定する。 

なお、満たさなくなった翌月末において、要件を満たした場合には翌々月の

届出は不要である。 
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●次のいずれかに該当する場合は、個室であっても、「従来型個室：定員１人」ではな

く、「多床室：定員２人以上」を算定する。（ユニット型老健は対象外） 

 

・感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、

従来型個室への入所期間が３０日以内であるもの。 

 ・８㎡以下の従来型個室に入所する者。 

 ・著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすお

それがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者。 

 ・ターミナルケア加算を算定する場合に、個室を希望し、個室に移行した場合の入所

者。 

   ※この場合、居住費（滞在費・宿泊費）も多床室と同様、光熱水費に相当する額 

     となる。 

 

◆入所等の日数の数え方について 

 １．短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等した日及び退所

等した日の両方を含む。 

 ２．同一敷地内の介護保険施設等の間で、又は、隣接・近接する敷地における介護保

険施設等であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている場合で、利用者

等が介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場

合は、入所等の日は含み、退所等の日は含まない。 

   （例：短期入所療養介護の利用者がそのまま介護老人保健施設に入所した場合

は、入所に切り替えた日について、短期入所療養介護費は算定しない。） 

 ３．介護保険施設等を退所等したその日に同一敷地内にある病院・診療所の医療保険

適用病床、又は、隣接・近接する敷地における病院・診療所の医療保険適用病床で

あって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものに入院する場合（同一

医療機関内の転棟の場合を含む）は、介護保険施設等においては退所等の日は算
定されない。 

   また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入

所等する場合（同一医療機関内の転棟の場合を含む）は、介護保険施設等において

は入所等の日は算定されない。 

 ４．職員配置等基準の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所等した日

を含み、退所等した日は含まない。 

 

●介護保健施設サービス費所定単位数の算定区分について  

 「厚生労働大臣が定める施設基準（H12.2.10 厚告 26）５５」に掲げる区分に従い、入

所者の要介護状態区分に応じて、所定単位数を算定する。 

 算定時の留意事項については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービ
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ス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（H12.3.8 老企 40）第２の６（５）」に定められている。 

 

老  健 

（非ユニット型） 
従来型個室（定員１人） 多床室（定員２人以上） 

介護老人保健施設 

（基本型・在宅強化型） 
Ⅰ  施設基準 

ユニットに属さない療養室（

定員が１人のものに限る。）

の入所者に対して行われるも

のであること。 

 

 留意事項 

ユニットに属さない居室（定

員が１人のものに限る。「従

来型個室」）の入所者に対し

て行われる。 

 施設基準 

ユニットに属さない療養室（

定員が２人以上のものに限る

。）の入所者に対して行われ

るものであること。 

 

 留意事項 

ユニットに属さない居室（定

員が２人以上のものに限る。

「多床室」）の入所者に対し

て行われる。 

介護療養型 

老人保健施設 
Ⅱ 

介護療養型 

老人保健施設 
（入所者等の合計数が４０以下） 

Ⅲ 

介護老人保健施設 

（その他型） 
Ⅳ 

 

 

ユニット型老健 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 

介護老人保健施設 

（基本型・在宅強化型） 
Ⅰ 

 施設基準 

ユニットに属する療養室の入

居者に対して行われるもので

あること。 

 

 
 

 留意事項 

 施設基準 

ユニットに属する療養室（ユ

ニットに属さない療養室を改

修したもの）の入居者に対し

て行われるものであること。 

 

 留意事項 

ユニットに属する居室（ユニ 

介護療養型 

老人保健施設 
Ⅱ 

介護療養型 

老人保健施設 
（入所者等の合計数が４０以下） 

 

Ⅲ 
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介護老人保健施設 

（その他型） 
Ⅳ 

ユニットに属する居室（ユニ

ット型個室）の入居者に対し

て行われる。 

ット型個室的多床室）の入居

者に対して行われる。 

 

 

◆居住費と食費について 

 

●居住費や食費については、入所者等と施設の契約により決められる。 

 

●居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針 

 （H17.9.7 厚労告 419） 

 

 １．適正な手続の確保 

   居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る契約の適正な締結を確保するため、

次に掲げる当該契約に係る手続を行うこと。 

・利用者等又はその家族に対し、当該契約の内容について文書により事前に

説明を行うこと。 

・当該契約の内容について、利用者等から文書により同意を得ること。 

・居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料について、その具体的

内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程への記載を行うとともに事業

所等の見やすい場所に掲示し、かつ、ウェブサイトへの掲載を行うこと。 

 

２．居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料 

   利用料は、次に掲げる額を基本とする。 

 

 

利用料基本額 

 

利用料の水準の設定に当たって

勘案すべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居 

 

住 

 

費 

・ユニット型個室 

・ユニット型個室的多

床室 

・従来型個室 

室料＋光熱水費 

 

  に相当する額 

・施設の建設費用（修繕費用、

維持費用等を含み、公的助成の

有無についても勘案する。） 

・近隣地域に所在する類似施設

の家賃及び光熱水費の平均的な

費用 

・多床室 

・従来型個室特例対象

 者が入所するもの 

光熱水費 

 

  に相当する額 

 

食  費 

 

食材料費＋調理

に係る費用 

  

に相当する額 
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３．その他 

   利用者等が選定する特別な居室等の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は、

前号に掲げる居住、滞在及び食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領するこ

と。 

 

２ 介護報酬に係る加算及び減算 

 

（１）夜勤職員基準未満の減算  

 

 夜勤を行う職員の員数について、ある月（暦月）に基準に満たない事態が、 

  「２日以上連続して発生」 あるいは 「４日以上発生」 した場合、 

 その翌月のすべての入所者等について所定単位数が９７％に減算となる。 

 （一部ユニット型については、基準に満たない事態がユニット以外の部分・ユニット

部分のどちらで発生したかは関係なくすべての入所者が対象） 

 

 

※夜勤を行う職員（看護職員又は介護職員）の定義 

  夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する１６時間

（原則として事業所又は施設ごとに設定））において夜勤を行う職員 

 

 ユニット以外の部分 

夜勤を行う看護職員又は介護職員の数 

介護老人保健施設 

 

Ⅰ・Ⅳ 

２人以上 

●指定（介護予防）短期入所療養介護の利用者の数及び介護老

人保健施設の入所者の数の合計数「入所者等の数」が４０以

下の介護老人保健施設で、緊急時の連絡体制を常時整備して

いる場合 

１人以上 
 

介護療養型 

老人保健施設 

 

Ⅱ 

 

１．上記基準と同一 

 

 

 

 

 

 

 

 

●次の要件のいずれにも適合する場合 

 ①１又は２の病棟を有する病院から転換した場合（１の病棟の

  一部のみが転換した場合に限る） 

 ②病院又は夜勤を行う看護職員若しくは介護職員の数が１以上

  である一般病床若しくは療養病床を有する診療所に併設する

  場合 
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 ③併設する病院の入院患者と介護老人保健施設の入所者の数の

合計が１２０以下である 

１人以上 

 

２．夜勤を行う看護職員の数が入所者等の数を４１で除して得た数

  以上（※１） 

介護療養型 

老人保健施設 

 

Ⅲ 

 

（入所者等の合計数

が４０以下） 

１．２人以上 

 ●常時、緊急時の連絡体制を整備している場合    １人以上  

 or 

 

 

 

 

 

 

 

●病院から転換し、次の要件のいずれにも適合する場合 

 ①１又は２の病棟を有する病院から転換した場合（１の病棟の

  一部のみが転換した場合に限る） 

 ②病院に併設している場合 

 ③併設する病院の入院患者と介護老人保健施設の入所者等の数

  の合計が１２０以下である 

                  置かないことができる 

 

 

 

 

 

 

 

 or 

 

 

 

 

 

 

 

●一般病床又は療養病床を有する診療所から転換し、次の要件の

 いずれにも適合する場合 

 ①夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が１以上である一般病

  床又は療養病床を有する診療所に併設している場合 

 ②併設する診療所の入院患者と介護老人保健施設の入所者等の

  数の合計が１９以下である 

                  置かないことができる 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーシ

  ョンとの連携により、夜勤時間帯を通じて連絡体制を整備し、

  かつ、必要に応じて診療の補助を行う体制を整備していること

  （※２） 

 

 ユニットの部分 

夜勤を行う看護職員又は介護職員の数 

介護老人保健施設 

Ⅰ・Ⅳ 
２ユニット毎に１人以上 

介護療養型 

老人保健施設 

Ⅱ 

２ユニット毎に１人以上 

・夜勤を行う看護職員の数が入所者等の数を４１で除して得た数以

上（※１） 

介護療養型 ２ユニット毎に１人以上 
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老人保健施設 

Ⅲ 

（入所者等の合計数

が４０以下） 

・看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーショ

 ンとの連携により、夜勤時間帯を通じて連絡体制を整備し、かつ

 必要に応じて診療の補助を行う体制を整備していること（※２） 

 

 

 

（※１）（ユニット型）介護療養型老人保健施設Ⅱを算定している場合 

夜勤を行う看護職員は、「一日平均夜勤看護職員数」とする。 

      ・「一日平均夜勤看護職員数」は、暦月毎に夜勤時間帯（午後１０時から

翌日の午前５時までの時間を含めた連続する１６時間）における延夜勤

時間数を、当該月の日数に１６を乗じて得た数で除して算定し、小数点

第３位以下を切り捨てる。 

 

（※２）（ユニット型）介護療養型老人保健施設Ⅲを算定している場合 

当該施設の看護職員又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携

により、夜間看護のオンコール体制を整備し、必要な場合には当該施設からの緊

急の呼出に応じて出勤すること。なお、病院、診療所又は訪問看護ステーション

と連携する場合は、連携する病院、診療所又は訪問看護ステーションをあらかじ

め定めておく必要がある。 

 

※夜間の安全の確保及び入所者等のニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保す

るために、夜勤を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう努め

なければならない。 

 

※（ユニット型）介護療養型老人保健施設Ⅱを算定している場合 

（２）夜勤看護職員数基準未満の減算  

 

夜勤を行う看護職員に係る一日平均夜勤看護職員数が次のいずれかに該当する月にお 

いては、すべての入所者等について所定単位数が９７％に減算となる。 

 

 ①前月において一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員

数から１割を超えて不足していた。 

  ②一日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割の

範囲内で不足している状況が過去３月間（暦月）継続していた。 
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（３）定員超過利用の減算  

 

 月平均の入所者数（短期入所療養介護の利用者を含む）が運営規程に定める入所定

員を超過した場合は、該当月の翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、す

べての入所者等（短期入所療養介護の利用者を含む）について所定単位数が７０

％に減算となる。 

   ※月平均の入所者数は暦月で計算し、小数点以下を切り上げる。 

 

 災害、虐待の受け入れ等、やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定

員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月ま

で継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む）の翌月から所定単位数

の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を

超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算

を行う。（災害・虐待等の事情による措置） 

 

※あくまでも一時的かつ特例的なものであるため、速やかに定員超過利用を解消する

必要がある。 

※適正なサービスの提供を確保するために、定員超過利用の未然防止を図るよう努め

なければならない。 

 

 

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 

 

第２７条 介護老人保健施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはな

らない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでな

い。 

 

第４９条 ユニット型介護老人保健施設は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定

員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情が

ある場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

（４）人員基準欠如の減算  
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●人員基準欠如減算の対象職種は、 

 医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員 

 

 ●看護職員、介護職員の数が人員基準から 

  ・１割を超えて減少した場合は、該当月の翌月から解消月まで 

  ・１割の範囲内で減少した場合は、該当月の翌々月から解消月まで（翌月の末日に 

おいて人員基準を満たすに至っている場合を除く） 

 

 ●医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員の数が人員基準から

欠如した場合は、該当月の翌々月から解消月まで（翌月の末日において人員基準を

満たすに至っている場合を除く） 

 

すべての入所者等について所定単位数が７０％に減算となる。 

 

●（一部ユニット型）の場合 

 

 ●「施設全体」で、医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、介護支援専門員の数が人員基準を満たしていない場合、又は、「ユニット以外

の部分」で、看護職員、介護職員の数が人員基準を満たしていない場合にユニッ

ト以外の部分が減算となる。 

 

 ●「施設全体」で、医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、介護支援専門員の数が人員基準を満たしていない場合、又は、「ユニット部

分」で、常勤換算方法でユニット部分の入居者の数の合計数が３又はその端数を増

すごとに１以上の看護職員又は介護職員の数を置いていない場合にユニット部分
が減算となる。 

※人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の

前年度（毎年４月１日に始まり３月３１日をもって終わる年度とする。）の平均

を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。この場合、利

用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た

数（小数点第２位以下切り上げ）とする。 

※適正なサービスの提供を確保するために、人員基準欠如の未然防止を図るよう努

めなければならない。 

※届け出ていた看護・介護職員等の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者

又は施設は該当することとなった職員配置を速やかに都道府県知事に届けなけれ

ばならない。 

（５）ユニットにおける職員に係る減算  
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１．日中については、ユニット毎に常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する。 

２．ユニット毎に、常勤のユニットリーダーを配置する。 

 

 ある月（暦月）において上記の基準を満たさない状況が発生した場合に、その翌々月

から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、１日に

つき所定単位数の９７％に相当する単位数を算定する。（ただし、翌月の末日にお

いて基準を満たすに至っている場合を除く。） 

 

 

（６）身体拘束廃止未実施減

算 
 ▲所定単位数の１０％  

 

 施設において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、身体的拘束等を行う場

合の記録を行っていない場合及び必要な措置を講じていない場合に、入所者

全員について所定単位数の１０％を減算する。 

 具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委

員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備して

いない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた

場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改

善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月か

ら改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算す

る。 

 

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（第１３条、第４３

条） 

第４項 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入所者

又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束その他入所者の行動を制限する行為(身体的拘束等)を行ってはならない。 

第５項 介護老人保健施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第６項 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の

情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができる

ものとする。）を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 
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三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

※記録は５年間保存しなければならない。 

 

※記録の記載は、介護老人保健施設の医師が診療録に記録しなければならない。 

※緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続きについて、指針（緊急やむを得な

い場合に該当するかどうかの判断、ルール）などを定めておくこと。 

※入所者及びその家族等に対して、身体拘束の内容・目的・理由・時間・時間帯・期

間等をできるだけ詳細に説明し、十分な理解を得るように努めること。（説明手続

などの明文化等） 

 

令和3年Ｑ＆Ａ（vol.2）（令和3年3月23日最新情報vol.948） 

【問８８】身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実

が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３

カ月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた

月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされている

が、施設から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないの

か。 

（答） 

改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って

差し支えない。当該減算は、施設から改善計画が提出され、事実が生じた月から３

カ月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。 

 

 

▲１日につき１４単位 

＜令和６年４月より適用＞ 

 

栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、介護老人保健施設基準第２条に

定める栄養士又は管理栄養士の員数若しくは介護老人保健施設基準第１７条の２（介護

老人保健施設基準第５０条において準用する場合を含む。）に規定する基準を満たさな

い事実が生じた場合に、その翌々月から基準を満たさない状況が解決されるに至った月

まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする（ただし、翌月の末日

において基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

 

 

（７）栄養管理の基準を満たさない場合の

減算    

   

(栄養管理) 

第十七条の二 介護老人保健施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を 

営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 
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▲１日につき５単位 

安全管理体制未実施減算については、介護老人保健施設基準第 36 条第１項に規定する

基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消される

に至った月まで、入所者全員について、所定単位数から減算することとする。 

 

（９）高齢者虐待防止措置未実施減算 ＜令和６年度：新設＞ 

● 高齢者虐待防止措置未実施減算については、利用者の人権の擁護、虐待の防止等を

より推進する観点から、施設において高齢者虐待が発生した場合ではなく、 

 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない場合 

・虐待の防止のための指針を整備していない場合 

・虐待の防止のための研修を年２回以上実施していない場合 

・これらを適切に実施するための担当者を置いていない場合 

 

に、入所者全員について所定単位数から所定単位数の１％に相当する単位数を減算。 

 

● 上記の事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が

生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算することとする。 

 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 
【問１６７】高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するため

の全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がな

されていなければ減算の適用となるのか。 

（答） 減算の適用となる。 なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留

意すること 

【問１６８】運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見

した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

（答） 過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた

月」となる。  

【問１６９】高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための

全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなさ

れていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生

（８）安全管理体制未実施減算  
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じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が

生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数

から減算することとする。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されな

い限り、減算の措置を行うことはできないのか。 

（答）  改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支え

ない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降

に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。 

 

 

（10）業務継続計画未策定減算 ＜令和６年度：新設＞ 

 

● 業務継続計画未策定減算については、介護老人保健施設基準第 ２６条の２第１項

（介護老人保健施設基準第５０条において準用する場合を含む。）に規定する以下の基

準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月

の初日である場合は当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当

該事業所の入所者全員について、所定単位数から所定単位数の３％に相当する単位数を

所定単位数から減算する。 

 

（施設基準第２６条の２第１項） 

・感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を

策定すること。 

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。 

 

※経過措置として、令和７年３月３１日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用し

ないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）（令和６年３月１５日） 

【問１６５】業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。 

（答）業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおり。 

 対象サービス 施行時期 
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①  

通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施

設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通

所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活

介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅

介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療

院、 

介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、

介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型

通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認

知症対応型共同生活介護 

 

令和６年４月 

 

※ただし、令和７年３月 31 日

までの間、感染症の予防及びま

ん延の防止のための指針の整備

及び非常災害に関する具体的計

画の策定を行っている場合に

は、減算を適用しない。 

 

【問１６６】行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場

合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

（答） 業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時

点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 

 例えば、通所介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明

した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策

定を行っていない場合）、令和７年 10 月からではなく、令和６年４月から減算の対象となる。 

また、訪問介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明し

た場合、令和７年４月から減算の対象となる。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．６）（令和６年５月１７日） 

【問７】業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 

（答）感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画

に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計

画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算

の算定要件ではない。 

 

 

（11）室料相当額控除  ▲２６単位／日 ＜令和７年８月１日施行＞ 

 

（令和7年8月1日施行算定基準） 

注８ 介護保健施設サービス費 (Ⅰ)の介護保健施設サービス費 (ⅲ)及び (ⅳ)、介護保

健施設サービス費 (Ⅱ)の介護保健施設サービス費 (ⅱ)、介護保健施設サービス費 (

Ⅲ)の介護保健施設サービス費 (ⅱ)並びに介護保健施設サービス費 (Ⅳ)の介護保健施

設サービス費 (ⅱ)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護老人

保健施設については、室料相当額 控除として、１日につき 26単位を所定単位数から 

控除する。 
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（令和7年8月1日施行厚生労働大臣が定める施設基準） 

五十七の二  介護保健施設における室料相当額控除に係る施設基準 

イ 算定日が属する計画期間（法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をい

う。以下同じ。）の前の計画期間（算定日が計画期間の開始後四月以内の日である

場合は、前の計画期間の前の計画期間）の最終年度において、介護保健施設サービ

ス費(Ⅱ)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)又は介護保健施設サービス費(Ⅳ)を算定し

た月が、介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定した月より多いこと。 

ロ 介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が八以上で

あること。 

（留意事項） 

令和７年８月以降、次に掲げる要件に該当する場合、多床室の利用者に係る介護保健

施設サービス費について、室料相当額を控除することとする。 

① 当該介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８以上

であること。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とするこ

と。 

② 令和７年８月から令和９年７月までの間は、令和６年度において、介護保健施設サ

ービス費(Ⅱ)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)又は介護保健施設サービス費(Ⅳ)を算定し

た月が、介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定した月より多い、つまり７か月以上である

こと。 

令和９年８月以降は、算定日が属する計画期間の前の計画期間（算定日が計画期間の

開始後４月以内の日である場合は、前の計画期間の前の計画期間）の最終年度におい

て、介護保健施設サービス費(Ⅱ)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)又は介護保健施設サー

ビス費(Ⅳ)を算定した月が、介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定した月より多いこと。

具体的には、令和９年８月から令和12 年７月までの間は、令和８年度において、介護保

健施設サービス費(Ⅱ)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)又は介護保健施設サービス費(Ⅳ)

を算定した月が、介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定した月より多い、つまり７か月以

上であること。 

 

 

（12）夜勤職員配置加算  ２４単位／日 

 

 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、 

 

●入所者等の数が４１以上の場合 

 ・入所者等の数が２０又はその端数を増すごとに１以上、かつ、２を超え

る。 
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●入所者等の数が４０以下の場合 

 ・入所者等の数が２０又はその端数を増すごとに１以上、かつ、１を超え

る。 

 

 

 

 

 

※夜勤を行う職員の数は、「一日平均夜勤職員数」とする。 

 「一日平均夜勤職員数」は、暦月毎に夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時ま

での時間を含めた連続する１６時間）における延夜勤時間数を、当該月の日数に１６

を乗じて得た数で除して算定し、小数点第３位以下を切り捨てる。 

※一部ユニット型介護老人保健施設の夜勤職員配置加算の基準については、ユニット

部分とそれ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。 

※認知症ケア加算を算定している介護老人保健施設の夜勤職員配置加算の基準につい

ては認知症専門棟とそれ以外の部分のそれぞれで満たさなければならない。 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（13）短期集中リハビリテーション

実施加算 

加算（Ⅰ） ２５８単位／＜Ｒ６年度新設＞ 

加算（Ⅱ） ２００単位／日 

 

① 短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士（以下この

注において「医師等」という。）が、その入所の日から起算して３月以内の期間に集中

的にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、原則として入所時及び１月に１

回以上ＡＤＬ等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、

必要に応じてリハビリテーション計画を見直している場合においては、１日につき２５

８単位を所定単位数に加算する。 

② 短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

入所者に対して、医師等がその入所の日から起算して３月以内の期間に集中的にリハ

ビリテーションを行った場合は、１日につき２００単位を所定単位数に加算する。 

ただし、 短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）を算定している場合にあって

は、短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）は算定しない。 

 

≪解釈通知≫ 
(14) 短期集中リハビリテーション実施加算について 
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① 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテーションと
は、20 分以上の個別リハビリテーションを、１週につきおおむね３日以上実施す
る場合をいう。 

② 当該加算は、当該入所者が過去３月間の間に、介護老人保健施設に入所したこと
がない場合に限り算定できることとする。ただし、以下の③及び④の場合はこの限
りではない。 

 
③ 入所者が過去３月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり、４週間
以上の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、短期集中リハビリ
テーションの必要性が認められる者に限り、当該加算を算定することができる。 

 
④ 入所者が過去３月間の間に、介護老人保健施設に入所したことがあり、４週間未
満の入院後に介護老人保健施設に再入所した場合であって、以下に定める状態であ

る者は、当該加算を算定できる。 
 
ア 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症（低酸素脳症等）、
髄膜炎等を急性発症した者 

イ 上・下肢の複合損傷（骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち３種類以上の複合
損傷）、脊椎損傷による四肢麻痺（一肢以上）、体幹・上・下肢の外傷・骨折、
切断・離断（義肢）、運動器の悪性腫瘍等を急性発症した運動器疾患又はその手
術後の者 

 
⑤ 短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）は、入所者に対して、原則として入
所時及び１月に１回以上ＡＤＬ等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を
厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行うことと

する。 
 
⑥ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩ

ＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦ
Ｅ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい
て」を参照されたい。 
サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を
活用し、利用者の状態に応じたリハビリテーション計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該
計画に基づくリハビリテーションの実施（Ｄｏ）、当該実施内容の評価（Ｃｈｅｃ
ｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連の
サイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上

に資するため、適宜活用されるものである。 
 

 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 
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（14）認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ＜令和６年度：改定＞ 

 

 １．認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） ２４０単位／日（新設） 

 ２．認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） １２０単位／日（変更） 

 

 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生

活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を

受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が集中的なリハビリテ

ーションを個別に行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、認知症短期集

中リハビリテーション実施加算として、入所の日から起算して３月以内の期間に

限り、１週に３日を限度として１日につき上記に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。 

① 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）に係る施設基準 

 （１）リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切

に配置されていること。 

（２）リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。 

（３）入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把

握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成していること。 

 

② 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）に係る施設基準 

 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）の（１）及び（２）に該当するも

のであること。 

 

 

≪解釈通知≫ 

① 認知症短期集中リハビリテーションは、認知症入所者の在宅復帰を目的として行

うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週

３日、実施することを標準とする。 

② 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に

対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の

入所者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、在宅復帰に

向けた生活機能の改善を目的として、リハビリテーション計画に基づき、医師又は

医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が記憶の訓練、日常生

活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるものであ

る。なお、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症

に対して効果の期待できるものであること。 
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③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医師を除き、認

知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了していること。なお、認知症

に対するリハビリテーションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断、及び

記憶の訓練、日常生活活動の訓練等の効果的なリハビリテーションのプログラム等

から構成されており、認知症に対するリハビリテーションを実施するためにふさわ

しいと認められるものであること。 

④ 当該リハビリテーションにあっては、１人の医師又は医師の指示を受けた理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士が１人の利用者に対して行った場合にのみ算定す

る。 

⑤ 当該リハビリテーション加算は、利用者に対して個別に２０分以上当該リハビリ

テーションを実施した場合に算定するものであり、時間が２０分に満たない場合

は、介護保健施設サービス費に含まれる。 

⑥ 当該リハビリテーションの対象となる入所者はＭＭＳＥ（Ｍｉｎｉ Ｍｅｎｔａ

ｌ Ｓｔａｔｅ Ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ）又はＨＤＳ―Ｒ（改訂長谷川式簡易知

能評価スケール）においておおむね５点～２５点に相当する者とする。 

⑦ 当該リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、訓練評価、担当者

等）は利用者ごとに保管されること。 

⑧ 注９の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別

途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビリテーション加算を算定す

ることができる。 

⑨ 当該リハビリテーション加算は、当該入所者が過去３月の間に、当該リハビリテ

ーション加算を算定していない場合に限り算定できることとする。 

⑩ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）は、当該入所者の入所予定日

前３０日以内又は入所後７日以内に、当該入所者の退所後に生活することが想定さ

れる居宅又は他の社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活環境を踏

まえ、リハビリテーション計画を作成している場合に算定できる。また、当該入所

者の入所後８日以降に居宅等を訪問した場合は、当該訪問日以降に限り、認知症短

期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）を算定できる。 

⑪ ６の(２４)の入所前後訪問指導加算の算定に当たって行う訪問により把握した生

活環境を踏まえてリハビリテーション計画を作成している場合についても、認知症

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）を算定できる。 

 

 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和６年３月１９日）」 

【問１４】入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問する際、訪問する職種に限

定はあるか。 

（答）居宅等を訪問する者については、専門職種に限定は行わないが、居宅等の情報がリハビ

リテーション計画を作成する者に適切に共有することが可能な者が訪問すること。 

【問１５】入所者が社会福祉施設等へ退所する希望がある場合においても、入所前に生活をし

ていた居宅を訪問する方が有益な情報が得られる場合や、施設におけるリハビリテーショ
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ン等により居宅へ退所する可能性も考えられる場合など、居宅に訪問することが適切と考

えられる場合においては、居宅に訪問することとして差し支えないか。 

（答）差し支えない。 

 

 

 

 

（15）若年性認知症入所者受入加算 １２０単位／日 

 

 若年性認知症入所者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期における認知

症によって要介護者となった者）に対して介護保健施設サービスを行った場合は、１日

につき１２０単位を所定単位数に加算する。 

 ただし、「認知症行動・心理症状緊急対応加算」を算定している場合は算定しない。 

 

※受け入れた若年性認知症入所者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該入

所者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

（16）認知症ケア加算 ７６単位／日 

 

 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要と

する認知症の入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、１日につき７６単

位を所定単位数に加算する。 

 

●日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要と

する認知症の入所者と他の入所者とを区別していること。 

 

●他の入所者と区別して日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる

ことから介護を必要とする認知症の入所者に対する介護保健施設サービスを行うのに

適当な施設及び設備を有していること。 

 ・専ら日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を

必要とする認知症の入所者を入所させるための施設。（原則として、同一の

建物又は階において、他の指定短期入所療養介護の利用者に利用させ、又は介護老

人保健施設の入所者を入所させるものでないもの。） 

 ・施設の入所定員は４０人を標準とすること。 

 ・施設に入所定員の１割以上の数の個室を設けていること。 
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 ・施設に療養室以外の生活の場として入所定員１人当たり面積が２㎡以上のデ

イルームを設けていること。 

 ・施設に日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護

を必要とする認知症の入所者の家族に対する介護方法に関する知識及び

技術の提供のために必要な施設であって、３０㎡以上の面積を有するも

のを設けていること。 

 

●介護保健施設サービスの単位ごとの入所者の数について、１０人を標準とす

ること。 

 

●介護保健施設サービスの単位ごとに固定した介護職員又は看護職員を配置する

こと。 

 

●ユニット型でないこと。 

 

※「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必

要とする認知症の入所者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当し、

認知症専門棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認

めた者。 

※従業者が１人１人の入所者について、個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把

握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためには、いわゆる「馴染み

の関係」が求められるので、認知症専門棟における従業者の勤務体制を定めるに当

たっては、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。 

 ・日中については入所者１０人に対し常時１人以上の介護職員又は看護職

員を配置すること。 

 ・夜間及び深夜については、２０人に１人以上の看護職員又は介護職員を

夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

※ユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合は、認知症ケア加算は

算定しない。 

 

 

 

（17）外泊時の費用の算定 ３６２単位／日 

 

 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、１月に６日を限度として所定

単位数に代えて１日につき３６２単位を算定する。ただし、外泊の初日及び

最終日は算定できない。 
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※入所者の外泊の期間中にそのまま退所した場合、退所した日の外泊時の費用は算定 

可。 

※入所者の外泊の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合は、入院日以降につ

いての外泊時の費用は算定不可。 

※入所者の外泊の期間中で、かつ、外泊時の費用の算定期間中は、当該入所者が使用し

ていたベッドを他のサービスに利用することなく空けておく事が原則である。しか

し、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所療養介護に活用する事は可能

であるが、この場合は、外泊時の費用の算定はできない。 

※１回の外泊で月をまたがる場合には、最大で連続１３泊（１２日分）までの外泊時の

費用の算定が可能。このように月を連続してまたがる場合にのみ最大１２日分の算

定ができ、毎月ごとに６日分の外泊時の費用の算定ができるものではない。 

※「外泊」には入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の

宿泊等も含む。 

※外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定できない。 

 

 

（18）外泊時在宅サービスを利用

したときの費用の算定 
８００単位／日 

 

 入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が、介護老人保健施設により提

供される在宅サービスを利用した場合は、１月に６日を限度として所定単位数に

代えて１日につき８００単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は

算定できない。また、外泊時費用を算定している際には、併算定できない。 
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※外泊時在宅サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の状況に照らし、

医師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等により、その居宅において在

宅サービス利用を行う必要があるかどうか検討すること。 

※当該入所者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を得た上で実施する

こと。 

※外泊時在宅サービスの提供に当たっては、介護老人保健施設の介護支援専門員が、外

泊時利用サービスに係る在宅サービスの計画を作成するとともに、従業者又は指定

居宅サービス事業者等との連絡調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮した計

画を作成すること。 

※家族等に対し、次の指導を事前に行うことが望ましい。 

 ・食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

 ・当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位

変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導 

 ・家屋の改善の指導 

 ・当該入所者の介助方法の指導 

※外泊時在宅サービス利用の費用の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅サービ

ス事業者等により、計画に基づく適切は居宅サービスを提供することとし、居宅サー

ビスの提供を行わない場合はこの加算は対象とならない。 

※利用者の外泊期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所療養介護

に活用することは可能であるが、この場合は、外泊時在宅サービス利用の費用を併せ

て算定することはできない。 

 

 

（19）ターミナルケア加算   ＜令和６年度：改定＞ 

 

【（ユニット型）介護老人保健施設】（従来型老健） 

死亡日以前３１日以上４５日以下については７２単位／日 

死亡日以前４日以上３０日以下については１６０単位／日 

   死亡日の前日及び前々日については９１０単位／日 

   死亡日については１９００単位／日 

【（ユニット型）介護療養型老人保健施設】（転換型老健） 

死亡日以前３１日以上４５日以下については８０単位／日 

死亡日以前４日以上３０日以下については１６０単位／日 

   死亡日の前日及び前々日については８５０単位／日 

   死亡日については１７００単位／日 

 

 を死亡月に所定単位数に加算する。 

 ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない。 
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≪解釈通知≫ 

イ ターミナルケア加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見

込みがないと診断した入所者について、本人及び家族とともに、医師、看護職員、介

護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、随時本人又はその家族に対して十分

な説明を行い、合意をしながら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援す

ることを主眼として設けたものである。 

ロ ターミナルケア加算は、利用者等告示第 65 号に定める基準に適合するターミナルケ

アを受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて 45日を上限として、介護老人保

健施設において行ったターミナルケアを評価するものである。 

死亡前に他の医療機関等に移った場合又は自宅等に戻った場合には、当該施設におい

てターミナルケアを直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定す

ることができない。（したがって、退所した日の翌日から死亡日までの期間が 45 日以上

あった場合には、ターミナルケア加算を算定することはできない。） 

なお、ターミナルケアに係る計画の作成及びターミナルケアにあたっては、厚生労働

省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参

考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携

し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

ハ 介護老人保健施設を退所した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、

ターミナルケア加算は死亡月にまとめて算定することから、入所者側にとっては、当

該施設に入所していない月についても自己負担を請求されることになるため、入所者

が退所する際、退所の翌月に亡くなった場合に、前月分のターミナルケア加算に係る

一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要

である。 

ニ 介護老人保健施設は、施設退所の後も、継続して入所者の家族指導等を行うことが

必要であり、入所者の家族等との継続的な関わりの中で、入所者の死亡を確認するこ

とが可能である。 

ホ 外泊又は退所の当日についてターミナルケア加算を算定できるかどうかは、当該日

に所定単位数を算定するかどうかによる。したがって、入所者が外泊した場合（外泊

加算を算定した場合を除く。）には、当該外泊期間が死亡日以前 45 日の範囲内であれ

ば、当該外泊期間を除いた期間について、ターミナルケア加算の算定が可能である。 

ヘ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場

合は、その説明日時、内容等を記録するとともに、同意を得た旨を記載しておくこと

が必要である。 
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また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来所が見込めないような

場合も、医師、看護職員、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が入所者の状態等に応

じて随時、入所者に対するターミナルケアについて相談し、共同してターミナルケアを

行っていると認められる場合には、ターミナルケア加算の算定は可能である。 

この場合には、適切なターミナルケアが行われていることが担保されるよう、職員間

の相談日時、内容等を記録するとともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかか

わらず来所がなかった旨を記載しておくことが必要である。 

なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、施設と

しては、一度連絡を取ったにもかかわらず来所がなかったとしても、定期的に連絡を取

り続け、可能な限り家族の意思を確認しながらターミナルケアを進めていくことが重要

である。 

ト ターミナルケア加算を算定するに当たっては、本人又はその家族が個室でのターミ

ナルケアを希望する場合には、当該施設は、その意向に沿えるよう考慮すべきである

こと。なお、個室に移行した場合の入所者については、注 15 に規定する措置の対象と

する。 

注１５ 平成１７年９月３０日において従来型個室に入所している者であって、平成１７年１０

月１日以後引き続き従来型個室に入所するもの（別に厚生労働大臣が定める者に限る。）

に対して、介護保健施設サービス費を支給する場合は、当分の間、介護保健施設サービ

ス費（Ⅰ）の介護保健施設サービス費（ｉｉｉ）若しくは（ｉｖ）、介護保健施設サービ

ス費（Ⅱ）の介護保健施設サービス費（ｉｉ）、介護保健施設サービス費（Ⅲ）の介護保

健施設サービス費（ｉｉ）又は介護保健施設サービス費（Ⅳ）の介護保健施設サービス費

（ｉｉ）を算定する。 

 

●入所者要件 

 ・医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した

者。 

  ・入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者のターミナルケアに係る計画が作

成されていること。 

 ・医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、入所者の状態又

は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得て、ター

ミナルケアが行われていること。 

 

 

 

 

 



 73 

 

 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（20）在宅復帰・在宅療養 

支援機能加算 

＜令和６年度：改定＞ 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算 

（Ⅰ）５１単位／日 （変更） 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算 

（Ⅱ）５１単位／日 （変更） 

※併算定不可 

① 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）については、以下の要件を満たすこと。 

●［在宅復帰・在宅療養支援等指標］Ａ～Ｊの計が４０以上であること。 

●「地域に貢献する活動」を行っていること。 

●基本型介護老人保健施設サービス費を算定していること。 

 

② 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）については、以下の要件を満たすこと。 

●［在宅復帰・在宅療養支援等指標］Ａ～Ｊの計が７０以上であること。 

 ●在宅強化型介護老人保健施設サービス費を算定していること。 

 

 

※［在宅復帰・在宅療養支援等指標］（再掲） 

Ａ 在宅復帰率 

    算定日が属する月の前６月間において、退所者のうち、居宅において介護を受

けることとなったもの（当該施設における入所期間が１月間を超えていた退所者

に限る。）の占める割合が５０％を超える場合は２０、５０％以下かつ３０％を

超える場合は１０、３０％以下である場合は０となる数。 

Ｂ ベッド回転率 

    30.4 を当該施設の平均在所日数で除して得た数が１０％以上である場合は２

０、１０％未満かつ５％以上である場合は１０、５％未満である場合は０となる

数。 

Ｃ 入所前後訪問指導割合 

   入所者のうち、入所期間が１月を超えると見込まれる者の入所予定日前３０日

以内又は入所後７日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問

し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定（退所後にそ

の居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を

得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定

及び診療方針の決定を行った場合を含む。）を行った者の占める割合が※３０％

以上である場合は１０、３０％未満かつ１０％以上である場合は５、１０％未満

である場合は０となる数。 
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※令和６年１０月１日以降下線部は、「３５％以上である場合は１０、３５％未

満かつ１５％以上である場合は５、１５％未満である場合は０となる数。」 

Ｄ 退所前後訪問指導割合 

 入所者のうち、入所期間が１月を超えると見込まれる者の退所前３０日以内又

は退所後３０日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、

当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者（退所後にその

居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得

て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行った場合を含

む。）の占める割合が※３０％以上である場合は１０、３０％未満かつ１０％以

上である場合は５、１０％未満である場合は０となる数。 

※令和６年１０月１日以降下線部は、「３５％以上である場合は１０、３５％未

満かつ１５％以上である場合は５、１５％未満である場合は０となる数。」 

Ｅ 居宅サービスの実施状況 

 法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定す

る通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護につ

いて、当該施設（当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護

医療院を含む。）において全てのサービスを実施している場合は５、いずれか２

種類のサービスを実施している場合であって訪問リハビリテーションを実施して

いるときは３、いずれか２種類のサービスを実施している場合であって訪問リハ

ビリテーションを実施していないときは１、いずれか１種類のサービスを実施し

ている場合又はいずれも実施していない場合は０となる数。 

Ｆ リハ専門職員の配置割合 

    当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた

数が、５以上でありリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士及び

言語聴覚士のいずれの職種も入所者の数で除した数に百を乗じた数がそれぞれ

０．２以上である場合は５、５以上の場合は３、５未満であり、かつ３以上であ

る場合は２、３未満である場合は０となる数。 

Ｇ 支援相談員の配置割合 

当該施設において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除

した数に百を乗じた数が３以上の場合は５、３未満かつ２以上の場合は３、２未

満の場合は０となる数。 

※令和６年１０月１日以降は、「当該施設において、常勤換算方法で算定した支

援相談員の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が３以上であり、かつ、社

会福祉士である支援相談員を一名以上配置している場合は５、常勤換算方法で算

定した支援相談員の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が３以上の場合は

３、３未満であり、かつ、２以上の場合は１、２未満の場合は０となる数。」 

Ｈ 要介護４又は５の割合 

    算定日が属する月の前３月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護

４又は要介護５の者の占める割合が５０％以上である場合は５、５０％未満かつ

３５％以上である場合は３、３５％未満である場合は０となる数。 
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Ｉ 喀痰吸引の実施割合 

    算定日が属する月の前３月間における入所者のうち、喀痰吸引が実施された者

の占める割合が１０％以上である場合は５、１０％未満かつ５％以上である場合

は３、５％未満である場合は０となる数。 

Ｊ 経管栄養の実施割合 

    算定日が属する月の前３月間における入所者のうち、経管栄養が実施された者

の占める割合が１０％以上である場合は５、１０％未満かつ５％以上である場合

は３、５％未満である場合は０となる数。 

 

※「地域貢献活動」とは、以下の考え方によるものとする。 

・地域との連携については、基準省令において、地域住民又はその自発的な活動等との

連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないと定めているところで

あるが、当該基準においては、自ら創意工夫によって更に地域に貢献する活動を行う

こと。 

・当該活動は、地域住民への介護予防を含む健康教室、認知症カフェ等、地域住民相互

及び地域住民と当該介護老人保健施設の入所者等との交流に資するなど地域の高齢者

に活動と参加の場を提供するものであるよう努めること。 

 

令和 3 年Ｑ＆Ａ（vol.2）（令和 3 年 3 月 23 日最新情報 vol.948） 

【問４４】「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去１年間に喀

痰吸引が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所者にあっては、当該

入所期間中＜入所時を含む＞に喀痰吸引が実施されていた者）であって、口腔衛

生管理加算を算定されている者、または２０１５年度から２０２０年度の口腔衛

生管理体制加算の算定要件を満たしている者（２０１４年度以前においては、口

腔機能維持管理加算、または口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者およ

び２０１５年度から２０２０年度においては口腔衛生管理加算、または口腔衛生

管理体制加算を算定されていた者)を経管栄養が実施されている者として取り扱う

もの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求め

られる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよいか。 

    また、「経管栄養が実施された者」についても、介護医療院では、「過去１年

間に経管栄養が実施されていた者（入所期間が１年以上である入所者にあって

は、当該入所期間中＜入所時を含む＞に経管栄養が実施されていた者）であっ

て、経口維持加算を算定している者、または管理栄養士が栄養ケア・マネジメン

トを実施する者（２０２０年度以前においては、経口維持加算、または栄養マネ

ジメント加算を算定されていた者）については、経管栄養が実施されている者と

して取り扱うもの」とされており、これも同様に考えてよいか。 

（答） 

・いずれも貴見のとおり。 

・したがって、例えば、「喀痰吸引が実施された者」の割合については、現に喀痰吸引

を実施している者及び過去１年間に喀痰吸引が実施されていた者（入所期間が１年以
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上である入所者にあっては、当該入所期間中＜入所時を含む＞に喀痰吸引が実施され

ていた者）であって、口腔衛生管理加算を算定されているもの、または２０１５年度

から２０２０年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしているもの（２０１４

年度以前においては、口腔機能維持管理加算、または口腔機能維持管理体制加算を算

定されていた者および２０１５年度から２０２０年度においては口腔衛生管理加算、

または口腔衛生管理体制加算を算定されていた者）の直近３カ月間の延入所者数（入

所延べ日数）を当該施設の直近３カ月間の延入所者数（入所延べ日数）で除した割合

となる。 

 

 

（21）初期加算 
加算（Ⅰ）６０単位／日 ＜令和６年度：新設＞ 

加算（Ⅱ）３０単位／日   

 

 入所した日から起算して３０日以内の期間について、１日につき所定単位数を加算す

る。 

① 初期加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれかに適合する介護老人保健施設において、急性期医療を担う

医療機関の一般病棟への入院後３０日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者に

ついて、当該介護老人保健施設に入所した日から起算して３０日以内の期間について

は、初期加算（Ⅰ）として、１日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算

（Ⅱ）を算定している場合は、算定しない。 

・ 当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を

通じ、地域の医療機関に定期的に共有していること。 

・当該介護老人保健施設の空床情報について、当該介護老人保健施設のウェブサイト

に定期的に公表するとともに、急性期医療を担う複数の医療機関の入退院支援部門

に対し、定期的に当該情報を共有していること。 

② 初期加算（Ⅱ） 

入所した日から起算して３０日以内の期間については、初期加算（Ⅱ）として、１日

につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算（Ⅰ）を算定している場合は、算定し

ない。 
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≪留意事項≫  

① 初期加算は、入所者については、介護老人保健施設へ入所した当初には、施設での

生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から30日間に限って、

加算するものである。 

② 「入所日から30日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加

算を算定できないこと。 

③ 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係 

初期加算は、当該入所者が過去３月間(ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又は

Mに該当する者の場合は過去１月間とする。)の間に、当該介護老人保健施設に入所し

たことがない場合に限り算定できることとする。なお、当該介護老人保健施設の短期

入所療養介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した

場合については、初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日数を30日から控除

して得た日数に限り算定するものとする。 

④ 初期加算 (Ⅰ)は、入院による要介護者のＡＤＬの低下等を防ぐため、急性期医療

を担う医療機関の一般病棟 から介護老人保健施設への受入れを促進する観点や、医

療的な状態が比較的不安定である者を受け入れる手間を評価する観点から、当該医療

機関の入院日から起算して30日以内に退院した者を受け入れた場合について評価す

るものである。 

⑤ 初期加算 (Ⅰ)の算定に当たっては、以下のいずれかを満たすこと。 

イ 当該介護 老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク

等の電子的システムを通じ、地域の医療機関に情報を共有し、定期的に更新をして

いること。 

ロ 当該介護老人保健施設の空床情報をウェブサイトに公表した上で定期的に更

新するとともに、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対して、定期

的に情報共有を行っていること。 

なお、上記イ及びロにおける定期的とは、概ね月に２回以上実施することを目安と

する。 

⑥ 上記 ⑤ イについては、地域医療情報ネットワークに限らず、電子的システムに 

より当該介護老人保健施設の空床情報を医療機関が随時確認できる場合であればよ

いこと。 

⑦ 上記 ⑤ のロにおける医療機関への定期的な情報共有については、対面に限らず、

電話や電子メール等による方法により共有することとしても差し支えない。 

⑧ 急性期医療を担う医療機関の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、

７対１入院基本料若しくは 10 対１入院基本料（特定機能病院入院基本料（一般病棟

に限る。）又は専門病院入院基本料に限る。）、救命救急入院料、特定集中治療室管

理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、地域

包括医療病棟入院基本料、 一類感染症患者入院医療管理料又は特殊疾患入院医療管

理料を算定する病棟であること。 
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⑨ 急性期医療を担う医療機関の一般病棟から退院後、別の医療機関や病棟、居宅等を

経由した上で介護老人保健施設に入所する場合においても、当該介護老人保健施設の

入所日が急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院日から起算して30日以内で

あれば、算定できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（22）退所時栄養情報連携加算 ７０単位／回 ＜令和６年度：新設＞ 

 

● 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断し

た入所者が、当該施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師

の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設

（以下この注において「医療機関等」という。）に入院又は入所する場合は当該医療機関等に

対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供し

たときは７０単位を加算する。 

 

※ １月につき１回を限度。 

※ 栄養管理に係る（栄養ケア・マネジメント未実施）減算又は栄養マネジメント強化加算

を算定している場合は算定しない。 

 

≪留意事項≫ 

① 退所時栄養情報連携加算は、介護老人保健施設と医療機関等の有機的連携の強化 等を目的

としたものであり、入所者の栄養に関する情報を相互に提供することにより、継続的な栄養

管理の確保等を図るものである。 

 

② 退所時栄養情報連携加算は、別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄

養状態にあると医師が判断した入所者が、介護老人保健施設からその居宅に退所する場合、
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当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、介護老人保

健施設の管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときに算定できる。ま

た、当該入所者が病院、診療所若しくは他の介護保険施設（以下、「医療機関等」とい

う。）に入院若しくは入所する場合、当該医療機関等に対して、介護老人保健施設の管理栄

養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときに算定できる。なお、当該加算

は、当該入所者が退所した日の属する月において、１月に１回を限度として算定できる。 

 

③ 栄養管理に関する情報とは、提供栄養量、必要栄養量、食事形態（嚥下食コード含む。）、

禁止食品、栄養管理に係る経過等をいう。 

 

④ 栄養管理に関する情報の提供については別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参照されたい。 

 

⑤ 退所時栄養情報連携加算の対象となる特別食は、別に厚生労働大臣が定める特別食（※）に

加え、心臓疾患等の入所者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の入所者に対する潰瘍食、侵襲の

大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の

機能が低下している入所者に対する低残渣食並びに高度肥満症（肥満度がプラス 40％以上又

はＢＭＩが 30 以上）の入所者に対する治療食をいう。 

なお、高血圧の入所者に対する減塩食（食塩相当量の総量が 6.0 グラム未満のものに限

る。）及び嚥下困難者（そのために摂食不良となった者も含む。）のための流動食は、介護福

祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、退叔父お所時栄養情報連携加算の対象となる

特別食に含まれる。 

 （※）厚生労働大臣が定める特別食 

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容  

を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵（すい）臓病食、脂質異常症

食、痛風食、嚥（えん）下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合

の検査食（単なる流動食及び軟食を除く。） 

 

 

 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（23）再入所時栄養連携加算 ２００単位／回 ＜令和６年度：改定＞ 

● 入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該

者が退院した後に再度当該施設に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特

別食等を必要とする者であり、当該施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄

養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定したときに２００単位加算する。 
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※ 入所者１人につき１回を限度。 

※ 栄養管理に係る（栄養ケア・マネジメント未実施）減算を算定している場合は、 

算定しない。 

※ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

《留意事項》 

① 介護老人保健施設に入所していた者が、医療機関に入院し、当該者について、医師が別に

厚生労働大臣が定める特別食（※）又は嚥下調整食を提供する必要性を認めたであって、当該

者が退院した後、直ちに再度当該介護老人保健施設に入所（以下「二次入所」という。）した

場合を対象とすること。 

② 嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビ

リテーション学会の分類に基づくものをいう。また、心臓疾患等の者に対する減塩食、十二指

腸潰瘍の者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消化管手術後の入所者に対する潰瘍食、クローン病

及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している者に対する低残渣食並びに高度肥満症

（肥満度がプラス 40％以上又はＢＭＩが 30以上）の者に対する治療食を含む。なお、高血圧

の者に対する減塩食（食塩相当量の総量が 6.0 グラム未満のものに限る。）及び嚥下困難者

（そのために摂食不良となった者も含む。）のための流動食は、介護福祉施設サービス、介護

保健施設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療

養食加算の場合と異なり、再入所時栄養連携加算の対象となる特別食に含まれる。 

 

③ 当該施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関

する指導又はカンファレンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄

養ケア計画を作成すること。 

指導又はカンファレンスへの同席は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす  

る。ただし、当該者又はその家族（以下この③において「当該者等」という。）が参加する場合に  

あっては、テレビ電話装置等の活用について当該者等の同意を得なければならない。 

なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関 

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム 

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守していること。 

 

④ 当該栄養ケア計画について、二次入所後に入所者又はその家族の同意が得られた場合に算定

すること。 

 （※）厚生労働大臣が定める特別食 

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を     

有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵（すい）臓病食、脂質異常症食、 

痛風食、嚥（えん）下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検  

査食（単なる流動食及び軟食を除く。） 

 

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．４） 

【問１３】 再入所時栄養連携加算は入所者１人につき１回を限度として算定する
とされており、二次入所時に当該加算は算定可能と考えるが、再々入所
時においても算定可能か。 
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【答１３】 例えば、嚥下調整食の新規導入に伴い再入所時栄養連携加算を算定し
た入所者が、再度、医療機関に入院し、当該入院中に経管栄養が新規導
入となり、その状態で二次入所となった場合は、当該加算を再度算定で
きる。                     

 

 

 

 

※介護療養型老人保健施設が算定する 

（24）在宅復帰支援機能加算 １０単位／日  

 

●入所者の家族との連絡調整を行っていること。 

 

●入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者に係る居宅サ

ービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っている

こと。 

 

●算定日が属する月の前６月間において当該施設から退所した者の総数のうち、当該期

間内に退所し、在宅において介護を受けることとなったもの（当該施設における入所

期間が１月間を超えていた者に限る）の占める割合が３０％を超えていること。 

 

●退所者の退所後３０日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問すること

又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅に

おける生活が１月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。 
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※入所者が在宅へ退所するに当たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支

援を行うこと。 

 ・退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談

援助を行うこと。 

 ・必要に応じ、当該入所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域

包括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示

す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供すること。 

※本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。 

 ・食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

 ・退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各

種訓練等に関する相談助言 

 ・家屋の改善に関する相談援助 

 ・退所する者の介助方法に関する相談援助 

※算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（25）入所前後訪問指導加算 

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）４５０単位／日 

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）４８０単位／日 

※併算定不可             
 
① 入所前後訪問指導加算（Ⅰ）は、入所期間が１月を超えると見込まれる入所予定者

の入所予定日前 30 日から入所後７日までの間に当該入所予定者が退所後生活する居宅

を訪問して退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療の方針の決定（以下

「施設サービス計画の策定等」という。）を行った場合に、入所中に１回に限り加算

を行うものである。 

 

② 入所前後訪問指導加算（Ⅱ）は、①における施設サービス計画の策定等にあたり、

⑤に掲げる職種が会議を行い、次のイ及びロを共同して定めた場合に、入所中に１回

に限り加算を行うものである。 

 

イ 生活機能の具体的な改善目標 

当該入所予定者が退所後生活する居宅の状況に合わせ、また入所予定者及びその

家族等の意向を踏まえ、入浴や排泄等の生活機能について、入所中に到達すべき具

体的な改善目標を定めること。 

 

ロ 退所後の生活に係る支援計画 

入所予定者の生活を総合的に支援するため、入所予定者およびその家族等の意向

を踏まえた施設及び在宅の双方にわたる切れ目のない支援計画を作成すること。当

該支援計画には、反復的な入所や併設サービスの利用、インフォーマルサービスの

活用等を広く含み得るものであること。当該支援計画の策定に当たっては、終末期
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の過ごし方及び看取りについても話し合いを持つように努め、入所予定者およびそ

の家族等が希望する場合には、その具体的な内容を支援計画に含むこと。 

 

③ 入所前に居宅を訪問した場合は入所日に算定し、入所後に訪問した場合は訪問日に

算定すること。 

 

④ 入所前後訪問指導加算は、次の場合には算定できないものであること。 

イ 病院又は診療所のみを訪問し、居宅を訪問しない場合 

ロ 他の介護保険施設のみを訪問し、居宅を訪問しない場合 

ハ 予定の変更に伴い、入所しなかった場合 

 

⑤ 入所前後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこと。 

 

⑥ 入所前後訪問指導は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこと。 

 

⑦ 入所前後訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載す

ること。 
 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（26）退所時等支援等加算  ＜令和６年度：一部新設＞ 

１．退所時等支援加算 

（１）試行的退所時指導加算 ４００単位 

   （２）退所時情報提供加算  

・退所時情報提供加算（Ⅰ） ５００単位 （変更） 

・退所時情報提供加算（Ⅱ） ２５０単位 （新設） 

（３）入退所前連携加算（Ⅰ）６００単位 

（４）入退所前連携加算（Ⅱ）４００単位 

２．訪問看護指示加算    ３００単位 

 

１退所時等支援加算 

（１） 試行的退所時指導加算  ４００単位 

 

注１ 退所が見込まれる入所期間が１月を超える入所者をその居宅において試行的に退

所させる場合において、当該入所者の試行的な退所時に、当該入所者及びその家族

等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中最初に試行的な退所を

行った月から３月の間に限り、入所者１人につき、１月に１回を限度として所定単

位数を加算する。 
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※退所時指導の内容は、次のようなものであること。 

 ・食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

 ・退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体

位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導 

 ・家屋の改善の指導 

 ・退所する者の介助方法の指導 

※注１により算定を行う場合には、以下の点に留意すること。 

 ・試行的退所を行うに当たっては、その病状及び身体の状況に照らし、退所して居

宅において生活ができるかどうかについて医師、薬剤師（配置されている場合に

限る）、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等により、退所して、そ

の居宅において療養を継続する可能性があるかどうか検討すること。 

 ・当該入所者又は家族に対し、趣旨を十分説明し、同意を得た上で実施すること。 

 ・試行的退所中の入所者の状況の把握を行っている場合にあっては、外泊時加算を

併せて算定することが可能であること。 

 ・入所者の試行的退所期間中は、当該入所者の同意があり外泊時加算を算定してい

ない場合は、そのベッドを短期入所療養介護に活用することが可能であること。 

 ・試行的退所期間中は、介護保険法第８条第１項に規定する居宅サービス、同法第

８条第14項に規定する地域密着型サービス、同法第８条の２第14項に規定する介

護予防サービス等の利用はできないこと。 

 ・試行的退所期間が終了してもその居宅に退所できない場合においては、介護老人

保健施設で療養を続けることとなるが、居宅において療養が続けられない理由等

を分析した上でその問題解決に向けたリハビリ等を行うため、施設サービス計画

の変更を行うとともに適切な支援を行うこと。 

※試行的退所時指導加算は、次の場合には算定できない。 

 ・退所して病院又は診療所へ入院する場合 

 ・退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

 ・死亡退所の場合 

※試行的退所時指導は医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、管

理栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこと。 

※試行的退所時指導は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこと。 

※試行的退所時指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載す

ること。 

 

（２）退所時情報提供加算（Ⅰ）  ５００単位 

 

 入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所

後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況、心身の状
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況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者１人に

つき１回に限り算定する。 

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当

該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況、心身の状

況、生活歴等の当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。 

 

・退所時情報提供加算（Ⅱ）  ２５０単位 

入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入

所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入

所者の紹介を行った場合に、入所者１人につき１回に限り算定する。 

 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２） 

【問１８】同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても、算定可能か。 

（答）同一月に再入院する場合は算定できず、翌月に入院する場合においても前回入院

時から利用者の状況が変わらず、提供する内容が同一の場合は算定できない。 

 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３） 

【問２】退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関の入院にあた

り、退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能か。 

（答）算定可能。 

 

退所時情報提供加算（Ⅰ） 

入所者が居宅又は他の社会福祉施設等へ退所する場合、退所後の主治の医師に対し

て入所者を紹介するに当たっては、事前に主治の医師と調整し、別紙様式２及び別紙

様式１３の文書に必要な事項を記載の上、入所者又は主治の医師に交付するととも

に、交付した文書の写しを診療録に添付すること。また、当該文書に入所者の諸検査

の結果、薬歴、退所後の治療計画等を示す書類を添付すること。 

 

退所時情報提供加算（Ⅱ） 

イ 入所者が退所して医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して、入所者を紹

介するに当たっては、別紙様式１３の文書に必要な事項を記載の上、当該医療機関

に交付するとともに、交付した文書の写しを診療録に添付すること。 

ロ 入所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関

に入院する場合には、本加算は算定できない。 
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入退所前連携加算（Ⅰ）６００単位 

入退所前連携加算（Ⅱ）４００単位 

 

入退所前連携加算（Ⅰ）の算定要件     

①入所期間が１月を超えることが見込まれる入所者について、入所予定日前 30日以内又

は入所後 30日以内に、退所後の生活を見据え、退所後に利用を希望する指定居宅介護支

援事業者の介護支援専門員と連携し、退所後の居宅における居宅サービスの利用方針を

定めること。 

②入所期間が 1 月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービスまたは地域

密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利

用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者

の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスまたは地域密着型サービ

スに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して、退所後の居

宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと。 

 

入退所前連携加算（Ⅱ）の算定要件    

入所期間が 1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービスまたは地域密着

型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望

する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を

示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスまたは地域密着型サービスに必要な情報を

提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して、退所後の居宅サービスまたは地域

密着型サービスの利用に関する調整を行うこと。 

＊加算Ⅰ・Ⅱの併算定は不可 

＊加算Ⅰ・Ⅱともに、入所者 1 人につき 1 回を限度として算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年Ｑ＆Ａ（vol.3）（令和 3 年 3 月 26 日最新情報 vol.952） 

【問８９】 介護保険施設サービスにおける退所前連携加算における「退所後の居宅

における居宅サービスの利用上必要な調整」とは、具体的にどのような調整が考えら

れるのか。 

（答）例えば、退所後に福祉用具の利用が必要と見込まれる場合においては、福祉用

具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等と以下の連携を行うことが考え

られる。 

 退所前から福祉用具専門相談員等と利用者の現状の動作能力や退所後に生じる生活

課題等を共有し、利用者の状態に適した福祉用具の選定を行う。 

 退所する利用者が在宅で円滑に福祉用具を利用することができるよう、利用者や家

族等に対して、入所中から福祉用具の利用方法等の指導助言を行う。 
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２．訪問看護指示加算 ３００単位 

 

入所者の退所時に、介護老人保健施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（訪問看護サービスを行う場合に限る）又は指定看

護小規模多機能型居宅介護（看護サービスを行う場合に限る）の利用が必要であると認

め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して、当該入所者の同

意を得て、訪問看護指示書（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合にあ

っては訪問看護サービスに係る指示書をいい、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の場合にあたっては看護サービスに係る指示書をいう）を交付した場合に、入所者１人

につき１回を限度として算定する。 

 

※介護老人保健施設から交付される訪問看護指示書（様式別途通知）に指示期間の

記載がない場合は、その指示期間は一月であるものとみなす。 

※訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付すること。 

※訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所する者又はその家族等 

を介して訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は

看護小規模多機能型居宅介護事業所に交付しても差し支えない。 

※交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること。 

※訪問看護の指示を行った介護老人保健施設は、訪問看護ステーション、定期巡回

・随時対応型訪問介護看護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所からの

訪問看護の対象者についての相談等に懇切丁寧に応じること。 

 

（27）協力医療機関連携加算 ＜令和６年度：新設＞ 

 

１．協力医療機関連携加算 （１）の場合  ５０単位／月 

※令和 ７年３月３１日までの間は、１００単位／月 

２．協力医療機関連携加算 （１）以外の場合  ５単位／月 

 

● 協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有す

る会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。 
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（１）当該協力医療機関が、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す

る基準第３０条第１項各号に掲げる要件を満たしている場合  ５０単位（新設） 

  

 

（基準省令第３０条第１項） 

①入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、

常時確保していること。 

②当該指定介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制

を、常時確保していること。 

③入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人保健施設の医師又は協力

医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の

入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

 

（２）（１）以外の場合  ５単位（新設） 

 

≪留意事項≫ 

① 本加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点か

ら、入所者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入所者の病

歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを

評価するものである。 

 

② 会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入所

者や新規入所者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において

必ずしも入所者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。 

 

③ 協力医療機関が介護老人保健施設基準第 30 条第１項第１号から第３号までに規定す

る要件（以下、３要件という。）を満たしている場合には⑴の 50 単位（令和７年３月 

31 日までの間は 100 単位）、それ以外の場合は⑵の５単位を加算する。⑴について、

複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより３要件を満たす場合には、それ

ぞれの医療機関と会議を行う必要がある。⑴を算定する場合において、介護老人保健施

設基準第 30条第２項に規定する届出として３要 件を満たす医療機関の情報を都道府県

等に届け出ていない場合には、速やかに届け出ること。 

 

④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に１回以上開催されている必要がある。ただ

し、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時

確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年３回以上開催することで差し支

えないこととする。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入所者がいる

場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。 

 

⑤ 会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可

能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことが できるものとする。この際、個人



 89 

情報保護委員会・厚生労働省「医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

 

⑥ 本加算における会議は、介護老人保健施設基準第 30条第２項に規定する、入所者の

病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない。 

 

⑦ 会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。 

 

【問１２７】協力医療機関連携加算について、入所者の病歴等の情報を共有する会議

に出席するのはどんな職種を想定しているか。 

（答）  職種は問わないが、入所者の病歴その他健康に関する情報を協力医療

機関の担当者に説明でき、急変時等における当該協力医療機関との対応

を確認できる者が出席すること。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

【問１３】基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複

数定める場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議

は、当該医療機関のうち 1 つの医療機関と行うことで差し支えないか。 

（答）  差し支えない。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．２） 

 

【問３】協力医療機関連携加算について、｢電子的システムにより当該協力医療機関に

おいて、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場

合には、定期的に年３回以上開催することで差し支えない｣とあるが、随時確

認できる体制とは具体的にどのような場合が該当するか。 

（答） 例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ＩＣＴを活用

した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携

ネットワーク（以下「地連ＮＷ」という。）に参加し、当該介護保険施設等

の医師等が記録した当該介護保険施設等の入所者の診療情報及び急変時の対

応方針等の情報について当該地連ＮＷにアクセスして確認可能な場合が該当

する。この場合、当該介護保険施設等の医師等が、介護保険施設等の入所者

の診療情報及び急変時の対応方針等についてそれぞれの患者について１ヶ月

に１回以上記録すること。なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録を

省略しても差し支えないが、その旨を文書等により介護保険施設等から協力

医療機関に、少なくとも月１回の頻度で提供すること。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３） 

 

【問１】協力医療機関連携加算について、「入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等

の情報を共有する会議を定期的に開催している場合」とあるが、病歴等の情報

を協力医療機関と共有することに同意が得られない者に対して算定できるか。 
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（答） 協力医療機関連携加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある

連携体制を構築することを目的とした体制加算であり、入所者全員について

算定されるもの。なお、協力医療機関に対して病歴等の情報を共有すること

について同意が得られない入所者であっても、当該入所者の急変時等におい

て協力医療機関による診療等が受けられるよう取り組むことが必要。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．７） 

 

 

（28）栄養マネジメント強化加算 １１単位／日  

 

＜算定要件＞ 

① 栄養マネジメント強化加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣

基準第 90 号の２に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定で

きるものであること。 

② 大臣基準第 90 号の２イに規定する常勤換算方法での管理栄養士の員数の算出方法

は、以下のとおりとする。なお、当該算出にあたり、調理業務の委託先において配置さ

れる栄養士及び管理栄養士の数は含むことはできないこと。また、給食管理を行う常勤

の栄養士が１名以上配置されている場合は、管理栄養士が、給食管理を行う時間を栄養

ケア・マネジメントに充てられることを踏まえ、当該常勤の栄養士１名に加えて、管理

栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を 70 で除して得た数以上配置していることを要件

とするが、この場合における「給食管理」とは、給食の運営を管理として行う、調理管

理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理及び労働衛生管理を指すものであり、

これらの業務を行っている場合が該当すること。なお、この場合においても、特別な配

慮を必要とする場合など、管理栄養士が給食管理を行うことを妨げるものではない。 

イ 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で

除することによって算出するものとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。な

お、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、１月

を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすことと

する。 

ロ 員数を算定する際の入所者数は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月

31 日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は

再開の場合は推定数による。）。この場合、入所者数の平均は、前年度の全入所者の延

数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均入所者の算定に当たっては、小

数点第２位以下を切り上げるものとする。 
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③ 当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「リハビリテーション・個別機能訓

練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」第４に基づき行うこと。ただし、低栄養状態のリスクが中リスク者

のうち、経口による食事の摂取を行っておらず、栄養補給法以外のリスク分類に該当し

ない場合は、低リスク者に準じた対応とすること。 

④ 低栄養状態のリスクが、中リスク及び高リスクに該当する者に対し、管理栄養士等が

以下の対応を行うこと。 

イ 基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他

の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画に、低栄養状態の改善等を行うための栄養

管理方法や食事の観察の際に特に確認すべき点等を示すこと。 

ロ 当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週３回以上行い、当該入所者の栄養状態、

食事摂取量、摂食・嚥下の状況、食欲・食事の満足感、嗜好を踏まえた食事の調整や、

姿勢、食具、食事の介助方法等の食事環境の整備等を実施すること。食事の観察につい

ては、管理栄養士が行うことを基本とし、必要に応じ、関連する職種と連携して行うこ

と。やむを得ない事情により、管理栄養士が実施できない場合は、介護職員等の他の職

種の者が実施することも差し支えないが、観察した結果については、管理栄養士に報告

すること。 

なお、経口維持加算を算定している場合は、当該加算算定に係る食事の観察を兼ねて

も差し支えない。 

ハ 食事の観察の際に、問題点が見られた場合は、速やかに関連する職種と情報共有を行

い、必要に応じて栄養ケア計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。 

ニ 当該入所者が退所し、居宅での生活に移行する場合は、入所者又はその家族に対し、

管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うこと。また、他の介護保険施設や医

療機関に入所（入院）する場合は、入所中の栄養管理に関する情報（必要栄養量、食事

摂取量、嚥下調整食の必要性（嚥下食コード）、食事上の留意事項等）を入所先（入院

先）に提供すること。 

⑤ 低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については、④ロに掲げる食事の観察の

際に、あわせて食事の状況を把握し、問題点がみられた場合は、速やかに関連する職種

と情報共有し、必要に応じて栄養ケア計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応する

こと。 

⑥ 大臣基準第 90 号の２ニに規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥ

を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介

護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について」を参照されたい。 
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サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活

用し、利用者の状態に応じた栄養ケア計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく支援

の提供（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計

画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サ

ービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（29）経口移行加算  ２８単位／日   

 

１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、医師の指

示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種

の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事

の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従

い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は

看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して１８

０日以内の期限に限り、１日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養管理に係

る減算に該当する場合は算定しない。 

 

 ２ 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄

養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成さ

れた日から起算して１８０日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による

食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事

の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き

当該加算を算定できるものとする。 

 

●別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設であること。 

 （∵定員超過、人員基準違反でないこと。） 

 

① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものにつ

いては、次に掲げるイからハまでの通り、実施するものとすること。 

 

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進め

るための栄養管理及び支援が必要であるとして、医師の指示を受けた者を対象と
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すること。医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士、介護支援専門員

その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の

方法等を示した経口移行計画を作成すること（栄養ケア計画と一体のものとして

作成すること。）。また、当該計画については、経口による食事の摂取を進める

ための栄養管理及び支援の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を

得ること。なお、介護保健施設サービスにおいては、経口移行計画に相当する内

容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口移行計画の

作成に代えることができるものとする。 

 

ロ 当該計画に基づき、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援を

実施すること。経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり

経管による食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又は

その家族の同意を得た日から起算して、１８０日以内の期間に限るものとして、

それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。 

 

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が、入所者又はその家

族の同意を得られた日から起算して、１８０日を超えて実施される場合でも、経

口による食事の摂取が一部可能なものであって、医師の指示に基づき、継続して

経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされる場合にあ

っては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、この場合にお

いて、医師の指示はおおむね２週間ごとに受けるものとすること。 

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生

じうることから、次のイからニまでについて確認した上で実施すること。 

イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病

態が安定していること）。 

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。 

ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭拳上が認

められること。）。 

二 咽頭内容物を吸収した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。 

③ 経口移行加算を１８０日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場 

合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養管理及び支援を実施した場 

合は、当該加算は算定できないものとすること。 

④ 入所者の口腔状態によっては、歯科医療における対応を要する場合も想定される 

ことから、必要に応じて、介護支援専門員を通じて主治の歯科医師への情報提供を 

実施するなどの適切な措置を講じること。 
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⑤ なお、当該加算に係る計画の作成に当たっては別途通知（「リハビリテーション

・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参照されたい。 

 

 

 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（30）経口維持加算 
１．経口維持加算（Ⅰ）４００単位／月 

２．経口維持加算（Ⅱ）１００単位／月 

※経口維持加算（Ⅰ）については、以下の基準に適合する必要がある。また、栄養管理に

係る減算に該当する又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。 

イ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ 入所者の摂食又は嚥（えん）下機能が医師の判断により適切に評価されていること。 

ハ 誤嚥（えん）等が発生した場合の管理体制が整備されていること。 

ニ 食形態に係る配慮など誤嚥（えん）防止のための適切な配慮がされていること。 

ホ ロからニまでについて医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共 

同して実施するための体制が整備されていること。 

※経口維持加算（Ⅱ）については、協力歯科医療機関を定めていること、又経口維持加算

（Ⅰ）を算定している必要がある。 

 

① 経口維持加算（Ⅰ）については、次に掲げるイからハまでの通り、実施するものとすること。 

イ 現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害（食事の摂取に関する認知機能の低

下を含む。以下同じ。）を有し、水飲みテスト（「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト（ｆｏｏｄ 

ｔｅｓｔ）」、「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。）、頸部聴診法、造影撮影（医科診療

報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。）、内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭

ファイバースコピー」をいう。以下同じ。）等により誤嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合

及び食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実施することが困難である

場合を含む。以下同じ。）ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必

要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が

指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のた

めに必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る（以下同じ。）。 

ロ 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種

の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、継続して経口による

食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画の作成を行うとともに、必要に

応じた見直しを行うこと。また、当該経口維持計画の作成及び見直しを行った場合においては、特別

な管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護保健施設サービ

令和 3 年Ｑ＆Ａ（vol.3）（令和 3 年 3 月 26 日最新情報 vol.952） 

（問９１）経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。 

（答）本加算の算定要件としては管理栄養士の配置は必須ではないが、栄養管理に係

る減算に該当する場合は、算定しない。 
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スにおいては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載を

もって経口維持計画の作成に代えることができるものとすること。 

入所者の栄養管理をするための会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守すること。 

ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管理」とは、入所者の誤嚥を防止

しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮の

ことをいう。 

 

② 経口維持加算（Ⅱ）における食事の観察及び会議等の実施に当たっては、医師（指定介護老人福祉

施設基準第２条第１項第１号に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士のい

ずれか１名以上が加わることにより、多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画を策定した場合

に算定されるものであること。 

③  経口維持加算（Ⅰ）及び経口維持加算（Ⅱ）の算定に当たり実施する食事の観察及び会議等は、関

係職種が一堂に会して実施することを想定しているが、やむを得ない理由により、参加するべき者の

参加が得られなかった場合は、その結果について終了後速やかに情報共有を行うことで、算定を可能

とする。 

④  管理体制とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医師との緊密な連携等が迅速に行われる体

制とすること。 

⑤  なお、当該加算に係る計画の作成に当たっては別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参照されたい。 

令和 3 年Ｑ＆Ａ（vol.3）（令和 3 年 3 月 26 日最新情報 vol.952） 

【問９２】原則、６月以内に限るとする算定要件が廃止されたが、６月を超えた場合の検査やおおむね１月ごとの医師又は歯科医

師の指示も不要となるか。 

（答）原則、６月以内に限るとする算定要件の廃止に伴い、６月を超えた場合の水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡検査

等やおおむね１月ごとの医師又は歯科医師の指示に係る要件は廃止となったものの、月１回以上行うこととされている食事の観

察及び会議等において、検査や誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理を行う必要性について検討し、必要に応

じて対応されたい。 

【問９３】経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。 

（答）本加算の算定要件としては管理栄養士や看護師の配置は必須ではないが、栄養管理に係る減算に該当する場合は、算定しな

い。 

【問９４】水飲みテストとはどのようなものか。 

（答）経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。代表的な水飲みテス

ト法である窪田の方法（窪田俊夫他：脳血管障害における麻痺性嚥下障害－スクリーニングテストとその臨床応用について。総

合リハ、１０（２）：２７１－２７６、１９８２）をお示しする。 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 
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（31）口腔衛生管理加算 

口腔衛生管理加算（Ⅰ）   ９０単位／月 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）  １１０単位／月 

※（Ⅰ）（Ⅱ）の併算定不可 

 

イ 口腔（くう）衛生管理加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づ

き、入所者の口腔（くう）衛生等の管理に係る計画が作成されていること。 

（２） 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔（くう）衛生等の管

理を月二回以上行うこと。 

（３） 歯科衛生士が、（１）における入所者に係る口腔（くう）衛生等の管理につい

て、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。 

（４） 歯科衛生士が、（１）における入所者の口腔（くう）に関する介護職員からの相

談等に必要に応じ対応すること。 

（５） 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ 口腔（くう）衛生管理加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） イ（１）から（５）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（２） 入所者ごとの口腔（くう）衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔

（くう）衛生の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔（くう）衛生の管理の適切

かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 

① 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の入所者に

対して口腔衛生の管理を行い、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員へ具体的

な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごとに算定するものである。 

② 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービ

スを実施する同一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者

又はその家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、その提供に関する

同意を得た上で行うこと。 

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科衛生士

は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点（ただし、歯科医師から受け
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た指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔衛生の管理を行うにあたり配

慮すべき事項とする。）、当該歯科衛生士が実施した口腔衛生の管理の内容、当該入所

者に係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその

他必要と思われる事項に係る記録を別紙様式３を参考として作成し、当該施設に提出す

ること。当該施設は、当該記録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所

者に対して提供すること。 

④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対

応するとともに、当該入所者の口腔の状態により医療保険における対応が必要となる場

合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報

提供を行うこと。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥ

への提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照された

い。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活

用し、入所者の状態に応じた口腔衛生の管理の内容の決定（Ｐｌａｎ）、当該決定に基

づく支援の提供（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえ

た当該支援内容の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイク

ル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

⑥ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても算

定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生

指導料が３回以上算定された場合には算定できない。 

 

 

令和 3 年Ｑ＆Ａ（vol.3）（令和 3 年 3 月 26 日最新情報 vol.952） 

【問９５】口腔衛生管理加算の算定に当たって、作成することとなっている「口腔衛生

管理加算の実施計画」はサービスを提供する利用者毎に作成するのか。 

（答）貴見のとおり。 

 

【問９６】口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるの

か。もしくは、協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよいのか。 

（答）施設と雇用関係にある歯科衛生士（常勤・非常勤を問わない）または、協力歯科

医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。 
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   ただし、算定にあたっては、協力歯科医療機関等の歯科医師の指示が必要であ

る。 

 

【問９７】歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施されている場合に算定

できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入

所月は月２回に満たない場合であっても算定できるのか。満たない場合であって

も算定できるのか。 

（答）月途中からの入所であっても月２回以上の口腔衛生等の管理が実施されていない

場合には算定できない。 

 

【問９８】口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施

されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理

を行った場合は２回分の実施とするのか。 

（答）同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は、１回分の実施と

なる。 

 

 

（32）療養食加算 ６単位／回（１日につき３回を限度） 

 

 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されており、入所者の年齢、

心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている場合
に、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として

発行された食事箋に基づき、療養食が提供された場合に１日につき３回を限度とし

て所定単位数を加算する。 

 

●加算の対象となる療養食 

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づいて提供される利用者の

年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病

食、胃潰瘍食(流動食は除く)、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食

及び特別な場合の検査食。 

 

●療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わない。 

 

●定員超過、人員基準違反でないこと。 

 

●経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が行われている場合にあって

は、経口移行加算又は経口維持加算を併せて算定がすることが可能である。 



 99 

 

●減塩食療法等について 

 心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができ

るが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならない。また、腎

臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量 6.0g 未満の

減塩食をいう。 

 

●肝臓病食について 

 肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食(胆石症及び胆嚢炎による

閉鎖性黄疸の場合を含む)等をいう。 

 

●胃潰瘍食について 

 十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えない。手術前後に与える高

カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食

に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が認められる。また、クローン病、潰瘍

性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食については、療

養食として取り扱って差し支えない。 

 

●貧血食の対象者となる入所者等について 

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が

10g/dl 以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。 

 

●高度肥満症に対する食事療法について 

 高度肥満症(肥満度が+70％以上又はＢＭＩ（Body Mass Index）が 35 以上)に対して食

事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができる。 

 

●特別な場合の検査食について 

 特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・大腸内視鏡検査のために

特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱

って差し支えない。 

 

●脂質異常症食の対象となる入所者等について 

 療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態にお

ける LDL-コレステロール値が 140mg/dl 以上である者又は HDL-コレステロール値が

40mg/dl 未満若しくは血清中性脂肪値が 150mg/dl 以上である者である。 

 

※療養食の献立表が作成されていること。 
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※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（33）かかりつけ医連携 

 薬剤調整加算 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ １４０単位（一部

変更） 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ ７０単位（新設） 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）２４０単位 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）１００単位 

（入所者１人につき１回を限度） 

 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（※入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合） 

（１） 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師又は薬剤師が高齢者の薬物療

法に関する研修を受講していること。 

（２） 入所後一月以内に、状況に応じて当該入所者の処方の内容を変更する可能性があることに

ついて当該入所者の主治の医師に説明し、当該主治の医師が合意していること。 

（３） 入所前に当該入所者に六種類以上の内服薬が処方されており、介護老人保健施設の医師

と当該入所者の主治の医師が共同し、入所中に当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、

かつ、療養上必要な指導を行うこと。 

（４） 入所中に当該入所者の処方の内容に変更があった場合は医師、薬剤師、看護師等の関係

職種間で情報共有を行い、変更後の入所者の状態等について、関係職種で確認を行うこと。 

（５） 入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の入所者の状態等

について、退所時又は退所後一月以内に当該入所者の主治の医師に情報提供を行い、その

内容を診療録に記載していること。 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（※施設において薬剤を評価・調整した場合） 

（１） イ（１）、（４）及び（５）に掲げる基準のいずれにも適合していること。 
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（２） 入所前に六種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、介護老人保健施設にお

いて、入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を行うこ

と。 

 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ又はロを算定していること。 

（２）当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報

その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）を算定していること。 

（２）退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されていた内服薬の

種類に比べて一種類以上減少していること。 

≪解釈通知≫ 

(34) かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）について 

① かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）は、入所前に６種類以上の内服薬が処方され

ている入所者について、処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を調整

し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価するものである。 

② 本加算は、入所前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方さ

れていたものを対象とする。この場合において、頓服薬については内服薬の種類数か

ら除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の種類数か

らは除外する。当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、

カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算す

る。 

③ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イは、当該入所者の入所前の主治の医師と連

携して処方の内容を評価・調整した場合に算定を行うものである。 

④ 入所後１月以内に、別紙様式８を参考に、状況に応じて当該入所者の処方の内容を

変更する可能性があることについて主治の医師に説明し、合意していること。その

際、処方経緯等の情報を収集することが望ましいこと。 

⑤ 入所中に当該処方の内容を介護老人保健施設の医師と当該入所者の主治の医師が共

同し、総合的に評価及び調整を行うこと。 
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⑥ 総合的な評価及び調整に当たっては、複数の薬剤の投与により期待される効果と副

作用の可能性等について、当該入所者の病状及び生活状況等に伴う服薬アドヒアラン

スの変動等について十分に考慮した上で、行うこと。その際、「高齢者の医薬品適正

使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編

（療養環境別））」（厚生労働省）及び日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者

の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。 

⑦ ④で合意した内容や⑤の評価及び調整の要点を診療録に記載すること。 

⑧ 処方内容を変更する場合には、変更する薬剤及び薬剤を変更する際の留意事項を医

師、薬剤師及び看護師等の多職種で共有するとともに、処方変更による病状の悪化や

新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて再度総合的に評価を行

うこと。 

⑨ 当該入所者又はその家族に対して、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発

を行うこと。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多い

ことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒア

ランス低下等の問題につながる状態」をいう。入所者に対してポリファーマシーに関

する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と

副作用（日本老年医学会、日本老年薬学会）」等を参考にすること。 

⑩ 退所時又は退所後１月以内に、別紙様式９を参考に、評価の内容、処方内容の変更

の理由・経緯、変更後の状態等について、主治の医師に情報提供を行い、その内容を

診療録に記載している場合に、当該入所者一人につき１回を限度として、当該入所者

の退所時に所定単位数を加算する。 

⑪ 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師又は常勤の薬剤師が、高

齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講していること。ただし、高齢者の薬物

療法に関する十分な経験を有する医師又は薬剤師については、高齢者の薬物療法に関

する研修を受講した者とみなす。 

⑫ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロは、介護老人保健施設において、処方の内

容を評価及び調整した場合に算定を行うもの。 

⑬ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロについては、上記の⑥及び⑧～⑪を準用す

る。特に、介護老人保健施設において薬剤を評価・調整する場合であっても、退所時

において入所前の処方の内容から変更があった場合には、退所後の主治の医師に処方

の変更の内容や経緯等の情報提供を行うこと。また、介護老人保健施設において行っ

た処方の内容の評価及び調整の要点を診療録に記載すること。 

(35) かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）について 

① かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ又はロの算定要件を満たすこと。 

② 入所期間が３月以上であると見込まれる入所者であること。 

③ 厚生労働省への情報の提出は、入所期間が３月を超えると見込まれる入所者につい

て、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等について

は、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事

務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を

活用し、入所者の病状、服薬アドヒアランス等に応じた処方の検討（Ｐｌａｎ）、当
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該検討に基づく処方（Ｄｏ）、処方後の状態等を踏まえた総合的な評価（Ｃｈｅｃ

ｋ）、その評価結果を踏まえた処方継続又は処方変更（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイ

クル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上

に資するため、適宜活用されるものである。 

(36) かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）について 

① かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）は、処方されている薬剤の評価及び調整によ

り、退所時に処方される内服薬が入所時に比べて減少したことを評価するもの。 

② かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）の算定要件を満たした上で、退所時において

処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ継続して１種類以上減少している場合

に、当該入所者１人につき１回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加

算する。 

③ 内服薬の種類数の計算については、(34)②のとおりである。 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.３）（令和３年３月２６日） 

【問１０５】かかりつけ医連携薬剤調整加算については、介護老人保健施設の医師、

または常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講して

いることとされているが、全国老人保健施設協会、日本病院薬剤師会などの団

体が開催する研修において、高齢者の薬物療法に関する内容として、加齢に伴

う身体機能・薬物動態の変化、慎重な投与を要する医薬品等の内容を含む場合

は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。 

（答）・差し支えない。 

・なお、研修を受けた常勤の薬剤師は、入所者やその家族、他職種等から薬剤

やその影響等の情報収集を行い、必要な情報を医師に報告するとともに、処方

変更の具体的な提案や副作用の発現モニタリング、処方変更後の経過確認、退

所に向けた用法整理等の提案等を行うこと。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和６年３月１９日） 

【問１６】かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）、（Ⅱ）について、令和６年３月３

１日以前に入所された者について、内服薬を６種類以上服用していない者につ

いては算定可能か。 

（答）令和６年３月３１日以前に入所された者については、加算（Ⅰ）イ及び加算

（Ⅱ）について、６種類以上の内服薬を服用していることを除く全ての要件を

満たず場合に算定可能である。加算（Ⅰ）ロについては、６種類以上の内服薬

を服用していない場合には算定不可である。 

 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（34）リハビリテーションマネ

ジメント計画書情報加算 

  加算（Ⅰ）５３単位／月 ＜新設＞ 

  加算（Ⅱ）３３単位／月 

  ※（Ⅰ）（Ⅱ）の併算定不可 
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 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に対し、届出を行

った介護老人保健施設において、リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、１月につき所定単位数を加算する。 

イ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。 

（１） 入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出しているこ

と。 

（２） 必要に応じてリハビリテーション計画の内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当

たって、（１）の情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報

を活用していること。 

（３） 口腔（くう）衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。 

（４） 入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生

士、看護職員、介護職員その他の職種の者（（５）において「関係職種」という。）が、リハビリ

テーション計画の内容等の情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために

必要な情報、入所者の口腔（くう）の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関す

る情報を相互に共有すること。 

（５） （４）で共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、当

該見直しの内容について、関係職種の間で共有していること。 

ロ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ） イ（１）及び（２）に掲げる基準のいず

れにも適合すること。 

 

 

≪解釈通知≫ 

① 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥ

への提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照された

い。 

② サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活

用し、利用者の状態に応じたリハビリテーション実施計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計

画に基づくリハビリテーションの実施（Ｄｏ）、当該実施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、

その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクル

（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。なお、評価は、リハビ

リテーション実施計画書に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以

内に、その後はおおむね３月ごとに行うものであること。 

③ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 
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④ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）におけるリハビリテーショ

ン、口腔、栄養の一体的取組についての基本的な考え方は別途通知（「リハビリテーシ

ョン・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参考とし、関係

職種間で共有すべき情報は、同通知の様式１－２を参考とした上で、常に当該事業所の

関係職種により閲覧が可能であるようにすること。 

 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.２）（令和３年３月２３日） 

【問４２】リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法

及び言語聴覚療法に係る加算について、「リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について」別紙様式２－２－１および２－２－２（リハビリテーショ

ン計画書）にある「計画作成日」「担当職種」「健康状態、経過（原因疾病及び

合併疾患・コントロール状態に限る）」「日常生活自立度又は認知症高齢者の日

常生活自立度判定基準」「心身機能・構造」「活動（基本動作、活動範囲な

ど）」「活動（ＡＤＬ）」「リハビリテーションの短期目標（今後３カ月）」

「リハビリテーションの長期目標」「リハビリテーションの終了目安」「社会参

加の状況」「リハビリテーションサービス（目標、担当職種、具体的支援内容、

頻度及び時間に限る）」の各項目に係る情報を全て提出しフィードバックを受け

ることができる。このフィードバック情報を活用することで、利用者等の状態や

ケアの実績の変化等を踏まえたケア計画等の見直し・改善を行った場合は、別紙

様式１から５までに係るその他の情報を提出していない場合であっても算定可能

と考えて差し支えないか。 

（答）差し支えない。 

 

 

（35）緊急時施設療養費    

 

 入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次

に掲げる医療行為につき算定する。 

 

１．緊急時治療管理   ５１８単位／日 

  ・入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療

管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。 

  ・同一の入所者について１月に１回、連続する３日を限度として算定する。 

 

２．特定治療 
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  診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）別表第一医科診療報酬

点数表（医科診療報酬点数表）第１章及び第２章において、高齢者の医療の確保に関

する法律第５７条第３項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定される

リハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に厚生労働大臣が定める

ものを除く）を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第１章及び第２章

に定める点数に１０円を乗じて得た額を算定する。 

 

※入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やか

に協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが、こうした場合であっても

、介護老人保健施設において緊急その他やむを得ない事情により施設療養を行う

ときがあるので、緊急時施設療養費は、このような場合に行われる施設療養を評

価するために設けられている。 

１．緊急時治療管理 

 ・入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となる入所者に対し、応急的な

治療管理として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、１日につき５１８

単位を算定する。 

・１回に連続する３日を限度とし、月１回に限り算定するものであるので、例えば

、１月に連続しない１日を３回算定する事は認められない。 

 ・緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできない。 

 ・緊急時治療管理の対象となる入所者は次のとおり。 

   ・意識障害又は昏睡 

   ・急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 

   ・急性心不全（心筋梗塞を含む） 

   ・ショック 

   ・重篤な代謝障害 

   ・その他薬物中毒等で重篤なもの 

 

２．特定治療 

 ・介護老人保健施設においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション

、処置、手術、麻酔又は放射線治療について、診療報酬の算定方法（平成２０年

厚生労働省告示第５９号）別表第一医科診療報酬点数表により算定する点数に１

０円を乗じた額を算定する。 

 ・算定できないものは、次のとおり。具体的取扱いは、診療報酬の算定方法別表第

一医科診療報酬点数表の取扱いの例による。 

 

（別に厚生労働大臣が定めるもの） 

医科診療報酬点数表第２章第７部により点数の算定されるリハビリテーション、同

章第９部により点数の算定される処置（同部において医科診療報酬点数表の例による
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とされている診療のうち次に掲げるものを含む）、同章第１０部により点数の算定さ

れる手術及び同章第１１部により点数の算定される麻酔 

１ 第７部リハビリテーションに掲げるリハビリテーションのうち次に掲げるもの 

  ・脳血管疾患等リハビリテーション料（言語聴覚療法に係るものに限る） 

  ・摂食機能療法 

  ・視能訓練 

２ 第９部処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

 ①一般処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

  ・創傷処置（6000㎠以上のもの（褥瘡に係るものを除く）を除く）、 

  ・熱傷処置（6000㎠以上のものを除く）、・重度褥瘡処置、 

・長期療養患者褥瘡等措置、・精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置、 

  ・爪甲除去（麻酔を要しないもの）、・穿刺排膿後薬液注入、 

  ・空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置、・ドレーン法（ドレナージ）、 

  ・頸椎、胸椎又は腰椎穿刺、・胸腔穿刺（洗浄、注入及び排液を含む）、 

  ・腹腔穿刺（人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む）、・喀痰吸引、 

  ・干渉低周波去痰器による喀痰排出、・高位浣腸、高圧浣腸、洗腸、・摘便、 

  ・腰椎麻酔下直腸内異物除去、・腸内ガス排気処置（開腹手術後）、 

・酸素吸入、・突発性難聴に対する酸素療法、・酸素テント、 

・間歇的陽圧吸入法、・体外式陰圧人工呼吸器治療、 

・肛門拡張法（徒手又はブジーによるもの）、・非還納性ヘルニア徒手整復法、 

  ・痔核嵌頓整復法（脱肛を含む） 

 ②救急措置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

  ・救命のための気管内挿管、・体表面ペーシング法又は食道ペーシング法、 

  ・人工呼吸、・非開胸的心マッサージ、・気管内洗浄、・胃洗浄 

 ③皮膚科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

  ・皮膚科軟膏処置、・いぼ焼灼法、・イオントフォレーゼ、・臍肉芽腫切除術 

④泌尿器科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

  ・膀胱洗浄（薬液注入を含む）、・後部尿道洗浄（ウルツマン）、 

  ・留置カテーテル設置、・嵌頓包茎整復法（陰茎絞扼等） 

 ⑤産婦人科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

  ・膣洗浄（熱性洗浄を含む）、・子宮頸管内への薬物挿入法 

 ⑥眼科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

  ・眼処置、・義眼処置、・睫毛抜去、・結膜異物除去 

 ⑦耳鼻咽喉科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

  ・耳処置（点耳、耳浴、耳洗浄及び簡単な耳垢栓除去を含む）、 

  ・鼻処置（鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む）、 

  ・口腔、咽頭処置、・間接喉頭鏡下喉頭処置（喉頭注入を含む）、 

  ・鼻出血止血法（ガーゼタンポン又はバルーンによるもの）、 

  ・耳垢栓塞除去（複雑なもの）、・ネブライザー、・超音波ネブライザー 
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 ⑧整形外科的処置に掲げる処置（鋼線等による直達牽引を除く） 

 ⑨栄養処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

  ・鼻腔栄養、・滋養浣腸 

３ 第１０部手術に掲げる手術のうち次に掲げるもの 

  ・創傷処置（長径５㎝以上で筋肉、臓器に達するものを除く）、 

  ・皮膚切開術（長径２０㎝未満のものに限る）、 

・デブリードマン（１００㎠未満のものに限る）、・爪甲除去術、 

  ・瘭疽手術、・風棘手術、 

・外耳道異物除去術（極めて複雑なものを除く）、・咽頭異物摘出術、 

  ・顎関節脱臼非観血的整復術、・血管露出術 

４ 第１１部麻酔に掲げる麻酔のうち次に掲げるもの 

  ・静脈麻酔、筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔 

  ・硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入 

５ １～４までに掲げるリハビリテーション、処置、手術又は麻酔に最も近似するも

のとして医科診療報酬点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション、

処置、手術及び麻酔 

 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（36）所定疾患施設療養費 

１．所定疾患施設療養費（Ⅰ）２３９単位／日  

２．所定疾患施設療養費（Ⅱ）４８０単位／日 

※併算定不可 

 

① 所定疾患施設療養費（Ⅰ）については、以下の要件を満たすこと。 

●診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等（近隣の医療機関と連

携し実施した検査等を含む。）の内容等を診療録に記載していること。 

●所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度にお

ける当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表しているこ

と。 

 

② 所定疾患施設療養費（Ⅱ）については、以下の要件を満たすこと。 

●診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等

の内容等（近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む。）を診療録に記載して

いること。 

●所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度にお

ける当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表しているこ

と。 

●当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研

修を受講していること。 
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所定疾患施設療養費（Ⅰ）・所定疾患施設療養費（Ⅱ）共通 

※所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。 

※所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。 

 ・肺炎 

 ・尿路感染症 

 ・帯状疱疹 

 ・蜂窩織炎 

 ・慢性心不全の憎悪 

※肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであるこ

と。 

※慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場

合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できな

いこと。 

※当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当

たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の

算定状況を報告すること。 

所定疾患施設療養費（Ⅰ）のみ 

※所定疾患施設療養費（Ⅰ）については、肺炎等により治療を必要とする状態となっ

た入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、１回

に連続する７日を限度とし、月１回に限り算定するものであるので、１月に連続し

ない１日を７回算定することは認められないものであること。 

※算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処

置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合で

あっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を

受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。 

所定疾患施設療養費（Ⅱ）のみ 

※所定疾患施設療養費（Ⅱ）については、肺炎等により治療を必要とする状態となっ

た入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、１回

に連続する１０日を限度とし、月１回に限り算定するものであるので、１月に連続

しない１日を１０回算定することは認められないものであること。 

※算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施し

た投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療

機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内

容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。 

 また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感

染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。 
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所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度にお

ける当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。 

※当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内

容（肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬

等の適正使用、薬剤耐性菌）を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に

関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者

とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（37）認知症専門ケア加算 
１．認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位／日 

２．認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位／日 

 

 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必

要とする認知症の者」（＝対象者）に対し、専門的な認知症ケアを行った場合に、１日

につき所定単位数を加算する。 

 認知症専門ケア加算（Ⅰ）と認知症専門ケア加算（Ⅱ）どちらか一つしか算定できな

い。 

 認知症チームケア推進加算を算定している場合においては算定不可。 

 

１．認知症専門ケア加算(Ⅰ) 

 ①入所者の総数のうち、対象者の占める割合が１／２以上（届出日の属する月の前３

月の各月末時点の平均で算定）であること。 

 ②認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、施設における対象者数が２０

人未満の場合は１以上、２０人以上の場合は「１＋（対象者数が１９を超えて１０

又はその端数を増すごとに１）」以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを

実施していること。 

令和3年Ｑ＆Ａ（vol.2）（令和3年3月23日最新情報vol.948） 

【問４３】所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、介護老人保健施設の医師が、感染症

対策に関する内容（肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的

な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌）を含む研修を受

講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会などの団

体が開催する研修において、感染症対策に関する内容として、肺炎、尿路感染

症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等

の適正使用、薬剤耐性菌の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考

えて差し支えないか。 

（答）差し支えない。 
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③従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を

定期的に開催していること。 

 

 

２．認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

①認知症専門ケア加算（Ⅰ）の基準に適合していること。 

 ②認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、施設全

体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

③介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従

い、研修を（外部における研修を含む。）実施又は実施を予定していること。 

  

≪留意事項≫ 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護

を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入

所者を指すものとする。 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施に

ついて」（平成 18 年 3 月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知）、「認知

症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成 18 年 3 月 31 日老計第

0331007 号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及

び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生

労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の

実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する

「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

 

【問１７】認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加

算並びに（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の算定

要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門

的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。 

（答） 

・ 現時点では、以下のいずれかの研修である。 

① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専

門看護師教育課程 

③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 
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・ ただし、③については認定証が発行されている者に限る。 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月２９日）問 29 は

削除する。 

 

【問１８】認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 

（答） 

・ 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意

見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。な

お、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。 

・ 医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員

が記入した同通知中「２(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票

（基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとす

る。 

・ これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢

者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる 

（注）指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居

宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用

の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12 年 3 月 

1 日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）第二１(7)「「認知症高齢者

の日常生活自立度」の決定方法について」、指定介護予防サービスに要する費用の額

の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及び「指定居

宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス及び居宅療養

管理指導に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準

の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について（平成 18 年３月 

17 日老計発 0317001 号、老振発 0317001 号、老老発 0317001 号厚生労働省老健局

計画・振興・老人保健課長連名通知）別紙１第二１(6) 「「認知症高齢者の日常生活

自立度」の決定方法について」及び指定地域密着型介護サービスに要する費用の額

の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18 年３月 31 日老計

発 0331005 号、老振発 0331005 号、老老発 0331018 号厚生労働省老健局計画・振

興・老人保健課長連名通知）第二１(12)「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定

方法について」の記載を確認すること。  

※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月２９日）問 30 は

削除する。 

※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成 27 年４月１日）問 32 は削除す

る。 
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【問１９】 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配

置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 

（答） 

・ 専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チー

ムケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには

事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象事業所の職員であるこ

とが必要である。 

・ なお、本加算制度の対象となる事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主

たる事業所１か所のみである。 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月２９日）問 31 

は削除する。 

 

【問２０】 認知症専門ケア加算（Ⅱ）及び（看護）小規模多機能型居宅介護における

認知症加算（Ⅰ）の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわない

か。 

（答） 認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施

等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。 

 ※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月２９日）問 32 

は削除する。 

 

【問２１】 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研

修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を

修了した者について、認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護にお

ける認知症加算並びに（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）・

（Ⅱ）における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。 

（答） 

・ 認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修（認知症介護実践者研修

及び認知症介護実践リーダー研修）の企画・立案に参加し、又は講師として従事する

ことが予定されている者であることがその受講要件にあり、平成 20 年度までに行

われたカリキュラムにおいては認知症介護実践リーダー研修の内容が全て含まれて

いたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダー研修が未受講であっても当該

研修を修了したものとみなすこととする。 

・ 従って、認知症専門ケア加算（Ⅱ）及び（看護）小規模多機能型居宅介護における

認知症加算（Ⅱ）については、加算対象となる者が 20 名未満の場合にあっては、平

成 20 年度以前の認知症介護指導者養成研修を修了した者（認知症介護実践リーダ

ー研修の未受講者）1 名の配置で算定できることとし、通所介護、地域密着型通所介



 114 

護における認知症加算については、当該者を指定通所介護を行う時間帯を通じて１

名の配置で算定できることとなる。 

 ※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月２９日）問 33 

は削除する。 

 

【問２２】 例えば、平成 18 年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉 

士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、 

認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 

（答） 本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が

実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断

された場合には認められる。 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月２９日）問 34 

は削除する。 

 

【問２３】 認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施につい

て」（平成 12 年９月５日老発第 623 号）及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営に

ついて」（平成 12 年 10 月 25 日老計第 43 号）において規定する専門課程を修了

した者も含むのか。 

（答） 含むものとする。 

※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月２９日）問 35 は

削除する。 

 

【問２６】 認知症専門ケア加算（Ⅱ）及び（看護）小規模多機能型居宅介護における

認知症加算（Ⅰ）を算定するためには、認知症専門ケア加算（Ⅰ）及び（看護）小規

模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅱ）の算定要件の一つである認知症介護

実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看

護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 

（答） 必要ない。例えば加算の対象者が 20 名未満の場合、 

・ 認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者 

・ 認知症看護に係る適切な研修を修了した者のいずれかが１名配置されていれば、算

定することができる。 

（研修修了者の人員配置例） 

 加算対象者数 

～19 20～29 30～39 ‥ 

必 要 な 研

修 

修了者の 

「認知症介護に係る専門的な研修」 

1 2 3 ‥  認知症介護実践リーダー研修 

認知症看護に係る適切な研修 
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（注）認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、

又は認知症看護に係る適切な研修を修了した者を１名配置する場合、「認知症介護

に係る専門的な研修」及び「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれ

ぞれ１名配置したことになる。 

 ※ 令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月２９日）問 38 

は削除する。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

【問４】「認知症介護実践リーダー研修の研修対象者として、介護保険施設・事業所等

においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得

した日から起算して 10 年以上、かつ、1,800 日以上の実務経験を有する者あるいは

それと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者については、令

和９年３月 31 日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者」とあるが、「それ

と同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者」とは具体的にどの

ような者なのか。 

（答）同等以上の能力を有する者として、例えば、訪問介護事業所において介護福祉士

として７年以上サービスを利用者に直接提供するとともに、そのうちの３年以上、

サービス提供責任者としても従事する者を研修対象者として認めていただくことは

差し支えない。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３） 

【問６】同一対象者について、月の途中で、認知症専門ケア加算から認知症チームケア

推進加算に切り替える場合に、どのような算定方法となるのか。 

（答）当該対象者について、月末時点で認知症チームケア推進加算の算定要件を満た

すサービスを提供しているのであれば）、当該月については、認知症チームケア推進

加算を算定することが可能である。ただし、この場合、認知症専門ケア加算について

は、算定することができない。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．６） 

配置数 「認知症介護の指導に係る専門的な

研修」 
1 1 1 ‥ 

 認知症介護指導者養成研修 

認知症看護に係る適切な研修 

 

 

(38)認知症チームケア推進加算 ＜令和６年度：新設＞ 
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 １ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）  １５０単位／月 

 ２ 認知症チームケア推進加算（Ⅱ）  １２０単位／月 

 

● 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に対し届

出を行った介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行

動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下「予防等」という。）に資するチーム

ケア（複数人の介護者がチームを組み、入所者の情報を共有した上で介護に係る課題を

抽出し、多角的な視点で課題解決に向けた介護を提供することをいう。以下同じ。）を

行った場合に、１～２のいずれかを算定。 
イ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

（１）施設における入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必

要とする認知症の者（以下この号において「対象者」という。）の占める割合が２

分の１以上であること。 

（２）認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下「予防等」とい

う。）に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症

介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログ

ラムを含んだ研修を修了している者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員か

ら成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 

（３）対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評

価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実

施していること。 

（４）認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレン

スの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的

な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っていること。 

 

ロ 認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 

（１）イ（１）、（３）及び（４）に掲げる基準に適合すること。 

（２）認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修

了している者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・

心理症状に対応するチームを組んでいること。 

 

● 認知症専門ケア加算を算定している場合においては算定不可。 

 

● 本加算の対象者は、日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する入所者等 

 

※認知症チームケア推進加算の内容については、別途通知（「認知症チームケア推進加

算に関する実施上の留意事項等について」）を参照すること。以下、一部抜粋。 

 

（認知症チームケア推進加算Ⅰの加算要件） 
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認知症チームケア推進加算(Ⅰ)の要件にある「認知症の行動・心理症状の予防及び出

現時の早期対応（以下「予防等」という。）に資する認知症介護の指導に係る専門的な

研修を修了している者又は認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る

専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研

修を修了している者」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認

知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者養成

研修」を修了し、かつ、認知症チームケア推進研修（認知症である入所者等の尊厳を保

持した適切な介護、BPSD の出現・重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チー

ムケアを実践することを目的とした研修をいう。以下同じ。）を修了した者を指す。 

 

（認知症チームケア推進加算Ⅱの加算要件） 

認知症チームケア推進加算(Ⅱ)の要件にある「認知症の行動・心理症状の 予防等に資

する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者」とは、 「認知症介護実践者等養

成事業の実施について」及び「認知症介護実践者 等養成事業の円滑な運営について」に

規定する「認知症介護実践リーダー研修」を修了し、かつ、認知症チームケア推進研修

を修了した者を指す。 

 

※加算の対象となる入所者等の人数に応じ、一人の研修を修了した者が全てのチームに

対応することが困難と考えられる場合は、複数の者が研修を修了することが望ましい。 

 

【問１】「認知症チームケア推進研修（認知症である入所者等の尊厳を保持した適切

な介護、BPSD の出現・重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チーム

ケアを実践することを目的とした研修をいう）」について、研修内容はどのよう

なものか。また、研修はどこが実施主体となるのか。 

（答）研修内容は、以下に示す認知症の人へのケアに関する内容を含むものとする。 

・BPSD のとらえかた 

・重要なアセスメント項目 

・評価尺度の理解と活用方法 

・ケア計画の基本的考え方 

・チームケアにおける PDCA サイクルの重要性 

・チームケアにおけるチームアプローチの重要性 

また、研修の実施主体は、認知症介護研究・研修センター（仙台、東京、大府

）であり、全国の介護職員を対象として研修を実施する予定としているが、各都

道府県・指定都市が実施主体となることや、各都道府県・指定都市が実施してい

る認知症介護実践リーダー研修に上記の研修内容を追加して実施することは差し

支えない。なお、各都道府県・指定都市において上記の研修を認知症介護実践リ

ーダー研修に追加して実施する場合には、認知症チームケア推進研修の研修内容

が含まれた研修を修了した旨を修了証に記載するなど明確になるよう配慮された

い。 
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【問２】認知症チームケア推進加算（Ⅰ）では現行の認知症介護指導者養成研修修了

のみでは、要件を満たさないという認識で良いか。また、認知症チームケア推進

加算（Ⅱ）は、同様に認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは要件を満たさ

ないという認識で良いか。 

（答）貴見のとおり。 

本加算（Ⅰ）では、現行の認知症介護指導者養成研修の修了とともに、認知症

チームケア推進研修を修了する必要がある。同様に、本加算（Ⅱ）では、認知症

介護実践リーダー研修の修了とともに、認知症チームケア推進研修を修了する必

要がある。 

 

【問３】本加算は、認知症の行動・心理症状（BPSD）が認められる入所者等にのみ

加算が算定できるのか。 

（答）本加算は、BPSD の予防等に資する取組を日頃から実施していることを評価す

る加算であるため、本加算の対象者である「周囲の者による日常生活に対する注

意を必要とする認知症の者」に対し、BPSD の予防等に資するチームケアを実施

していれば、算定が可能である。 

 

【問４】本加算で配置要件となっている者は、複数の「認知症の行動・心理症状に対

応するチーム」に参加可能と考えてよいか。 

（答）貴見のとおり。 

ただし、配置要件となっている者が複数のチームに参加する場合であっても、

各々のチームにおいて、本加算において求められる計画の作成、BPSD の評価、

カンファレンスへの参加等、一定の関与が求められる。 

 

【問５】「複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組

んでいること」とあるが、介護職員とはどのような者を指すか。 

（答）本加算の対象である入所者等に対して、本加算の対象となるサービスを直接提

供する職員を指す。なお、職種については介護福祉士以外であっても差し支えな

い。 

 

【問６】対象者に対して個別に行う認知症の行動・心理症状（BPSD)の評価は、認知

症チームケア推進研修において示された評価指標を用いなければならないのか。 

（答）貴見のとおり。 

 

【問７】認知症チームケア推進加算の算定要件は、入所(居)者又は入院患者のうち認

知症日常生活自立度Ⅱ以上の者の割合が 1/2 以上であることが求められている

が、届出日の属する月の前３月の各月末時点の入所者等数の平均で算定するとい

うことで良いか。 

（答）貴見のとおり。 
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【問８】「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成 

18 年３月 14 日厚生労働省告示第 126 号）、「指定地域密着型介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18 年３月 14 日厚生労働省告

示第 128 号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(

平成 1２年２月 10 日厚生省告示第 21 号)において、認知症チームケア推進加

算を算定している場合には同一の対象者について認知症専門ケア加算の算定が不

可とされているところ、同一施設内で、入所者等 A に対しては認知症専門ケア

加算、入所者等 B に対しては認知症チームケア推進加算を算定することは可能

か。 

（答）可能である。 

 

【問９】問８にあるように、同一施設内で対象者によって認知症専門ケア加算、認知

症チームケア推進加算を算定することができるのは、どのような趣旨か。 

（答）認知症チームケア推進加算は、本来認知症ケアが目指す方向性を示す対応を求

めたものではあるが、施設・事業所内の入所者等の認知症の症状は、様々である

ことが想定される。そのため、例えば、認知症専門ケア加算を算定している対象

者が施設・事業所内に居る場合でも、認知症の症状が不安定で、認知症チームケ

ア推進加算に基づくケア提供が、より望ましいと認められる場合は、認知症専門

ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り替えていただくことは、差し支え

ない。 

各施設・事業所においては、各加算趣旨及び各入所者等の認知症の症状に鑑

み、適切な対応をお願いしたい。 

 

【問１０】「別紙様式及び介護記録等」とは具体的に何を指すか。 

（答）具体的には、下記のとおりであり、認知症チームケア推進加算算定にあたり、

必ず作成が求められる。 

・別紙様式：認知症チームケア推進加算に係るワークシート 

・介護記録等：介護日誌や施設サービス計画書、認知症対応型共同生活介護計画

書等を示す。 

なお、介護記録等については、入所者等の状態の評価、ケア方針、実施したケ

アの振り返り等を丁寧に記載されることが重要であり、例示した介護記録等以外

のものを使用しても差し支えないほか、この加算のみのために、新たな書式を定

めることは必要ない 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．２） 

 

【問４】厚生労働省の令和３～５年度老人保健健康増進等事業（※）において、研修

を修了した者は、認知症チームケア推進研修を修了した者とみなしてよいか。 

※令和３年度 BPSD の軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する

調査研究、令和４～５年度 BPSD の予防・軽減を目的とした認知症ケアモデル

の普及促進に関する調査研究（実施主体：社会福祉法人浴風会） 
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（答）貴見のとおり。なお、令和５年度 BPSD ケア体制づくり研修修了者でない者

については、令和６年度中に速やかに、認知症チームケア推進ケア研修で用いる

研修動画を視聴することが望ましい。 

 

【問５】認知症チームケア推進加算Ⅱの配置要件として、認知症介護実践リーダー研

修と認知症チームケア推進研修の双方の研修を修了した者の配置が必要とされる

が、認知症介護実践リーダー研修の受講が予定されている者について、認知症介

護実践リーダー研修の受講前に認知症チームケア推進研修を受講することは可能

か。 

（答）可能である。配置要件になっている者が中心となった複数人の介護職員等から

構成するチームを組むことが、本加算の要件となっていることから、チームケア

のリーダーを養成するための認知症介護実践リーダー研修の受講対象となる者は

、認知症チームケア推進研修の受講対象者になるものと考える。 

 

※【問６】については、認知症専門ケア加算に記載の【問６】と同様の内容にため、

あわせてご確認ください。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．６） 

 

 

 

（39）認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００単位／日   

 

 

 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊

急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場

合は、入所した日から起算して７日を限度として、１日につき所定単位数を加算する。 

 

※「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・

幻覚・興奮・暴言等の症状を指す。 

※本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動・心理症状」が認め

られた際に、介護老人保健施設に一時的に入所することにより、当該利用者の在

宅での療養が継続されることを評価するもの。 

※本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知症の行動・心理症

状」が認められ、緊急に介護老人保健施設への入所が必要であると医師が判断し

た場合であって、介護支援専門員、受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家

族の同意の上、当該施設に入所した場合に算定できる。また、医師が判断した当

該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できる。この際、当該施設

への入所ではなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合は、速

やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けら

れるように取り計らう必要がある。 
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※本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものであるた

め、入所後速やかに退所に向けた施設サービス計画を策定し、当該入所者の「認

知症の行動・心理症状」が安定した際には速やかに在宅復帰が可能となるように

すること。 

※次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該加算は算定できな

い。 

・病院又は診療所に入院中の者 

・介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

・短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用

特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期利用認知症対応

型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び短期利用地域密着

型特定施設入居者生活介護を利用中の者 

※判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、

施設も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サ

ービス計画書に記録しておくこと。 

※当該加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理症状の増悪した者の

療養に相応しい設備を整備すること。 

※当該加算は、当該入所者が入所前１月の間に、当該介護老人保健施設に入所した

ことがない場合及び過去１月の間に当該加算（他サービスを含む）を算定したこ

とがない場合に限り算定できる。 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅰ）を算定する場合のみ算定 

（40）褥瘡マネジメント加算 
（Ⅰ）  ３単位／月 

（Ⅱ） １３単位／月  

 

１．褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）  ３単位／月 

 ２．褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） １３単位／月 

 

● 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合は、当該基

準に掲げる区分に従い、１月につき上記単位数を加算する。 

※ 加算（Ⅰ）と加算（Ⅱ）の同時算定は不可。 

 
イ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
（１）入所者又は利用者ごとに、施設入所時又は利用開始時に褥瘡の有無を確認す

るとともに、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時又は利用開
始時に評価し、その後少なくとも三月に一回評価すること。 

（２）（１）の確認及び評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実
施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な
情報を活用していること。 

（３）（１）の確認の結果、褥瘡が認められ、又は（１）の評価の結果、褥瘡が発
生するリスクがあるとされた入所者又は利用者ごとに、医師、看護師、介護職
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員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関
する褥瘡ケア計画を作成していること。 

（４）入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、
その管理の内容や入所者又は利用者の状態について定期的に記録しているこ
と。 

（５）（１）の評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利用者ごとに褥
瘡ケア計画を見直していること。 

 
ロ 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
（１）イ（１）から（５）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 
（２）次のいずれかに適合すること。 
ａイ（１）の確認の結果、褥瘡が認められた入所者又は利用者について、当該褥
瘡が治癒したこと。 

ｂイ（１）の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に褥瘡が発生するリスクが
あるとされた入所者又は利用者について、褥瘡の発生のないこと。 

 
 
 

≪留意事項≫ 

① 褥瘡マネジメント加算は、褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種の共同により、入所

者が褥瘡管理を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づ

く褥瘡管理の実施（Ｄｏ）、当該実施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）とその結果を踏まえた当該計画の見

直し（Ａｃｔｉｏｎ）といったサイクル（以下この(35)において「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継

続的に褥瘡管理に係る質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準

第 71号の２イに掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員（褥瘡マネジメント加

算（Ⅱ）を算定する者を除く。）に対して算定できるものであること。 

③ 大臣基準第 71号の２イ(１)の評価は、別紙様式５を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生

と関連のあるリスクについて実施すること。 

④ 大臣基準第 71号の２イ(１)の施設入所時の評価は、大臣基準第 71号の２イ(１)から(５)

までの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以

降の新規入所者については、当該者の施設入所時に評価を行うこととし、届出の日の属する

月の前月において既に入所している者（以下「既入所者」という。）については、介護記録等に

基づき、施設入所時における評価を行うこと。 

⑤ 大臣基準第 71号の２イ(１)の評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこ

ととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関

連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照され



 123 

たい。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上

に資するため、適宜活用されるものである。 

⑥ 大臣基準第 71号の２イ(３)の褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考

にしながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき

事項や、入所者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、別紙様式５を用いて、作成する

こと。なお、介護保健施設サービスにおいては、褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス

計画の中に記載する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるも

のとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。 

⑦ 大臣基準第 71号の２イ(４)において、褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥

瘡ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

⑧ 大臣基準第 71号の２イ(５)における褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の

問題（褥瘡管理の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性

等）があれば直ちに実施すること。その際、ＰＤＣＡの推進及び褥瘡管理に係る質の向上を図

る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用すること。 

⑨ 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）は、褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設におい

て、④の評価の結果、施設入所時に褥瘡が認められた又は褥瘡が発生するリスクがあるとさ

れた入所者について、施設入所日の属する月の翌月以降に別紙様式５を用いて評価を実施

し、当該月に別紙様式５に示す持続する発赤（ｄ１）以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単

位数を算定できるものとする。 ただし、施設入所時に褥瘡があった入所者については、当該

褥瘡の治癒後に、褥瘡の再発がない場合に算定できるものとする。 

⑩ 褥瘡管理に当たっては、施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係

るマニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施することが望ましいものであるこ

と。 

※別紙様式５については、厚生労働省のＨＰ等で確認すること。 

  
令和 3年Ｑ＆Ａ（vol.3）（令和 3 年 3 月 26 日最新情報 vol.952） 

【問１０】褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)について、施設入所後に褥瘡が発生し、治癒後
に再発がなければ、加算の算定は可能か。 

（答）褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入
所者について、褥瘡の発生がない場合に算定可能である。施設入所時に褥瘡の発
生するリスクがあった入所者について、入所後に褥瘡が発生した場合はその期間
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を算定できず、褥瘡の治癒後に再発がない場合は褥瘡
マネジメント加算(Ⅱ)を算定できる。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 
【問１７１】月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する

時間が十分確保出来ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用
開始した日の属する月（以下、「利用開始月」という。）の翌々月の 10 日まで



 124 

に提出することとしても差し支えないとあるが、利用開始月の翌月の 10 日まで
にデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。 

（答）・事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よ
りサービスの利用を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報
を収集し、サービスの利用を開始した翌月の 10 日までにデータ提出することが
困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始月の翌々月の 10 日までに提出す
ることとしても差し支えないとしている。 

・ただし、加算の算定については LIFE へのデータ提出が要件となっているた
め、利用開始月の翌月の 10 日までにデータを提出していない場合は、当該利用
者に限り 当該月の加算の算定はできない。当該月の翌々月の 10 日までにデー
タ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可能。 

・また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開
始月の翌月までにデータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるもので
はない。 

・なお、利用開始月の翌月の 10 日までにデータ提出が困難であった理由につい
て、介護記録等に明記しておく必要がある。 

 
【問１７２】事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービ

ス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が
困難な場合、当該利用者以外については算定可能か。 

（答）・原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算
について、月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当
該利用者に係る情報を LIFE に提出できない場合、その他のサービス利用者につ
いてデータを提出していれば算定できる。 

・なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必
要がある。 

・ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合（※）を除いて、事業所の利
用者全員に係る情報を提出していない場合は、加算を算定することができない。 
（※）令和３年度介護報酬改定に関す得るＱ＆Ａ(Vol.3）(令和３年３月 26 日)
問 16 参照。 

 
【問１７３】LIFE への入力について、事業所又は施設で使用している介護記録ソフト

から CSV 連携により入力を行っているが、LIFE へのデータ提出について、当該
ソフトが令和６年度改定に対応した後に行うこととして差し支えないか。 

（答）・ 差し支えない。 
・ 事業所又は施設にて使用している介護記録ソフトを用いて令和６年度改定に対
応した様式情報の登録ができるようになってから、令和６年４月以降サービス提
供分で提出が必要な情報について、遡って、やむを得ない事情を除き令和６年 
10 月 10 日までに LIFE へ提出することが必要である。 

 
【問１７４】令和６年４月以降サービス提供分に係る LIFE への提出情報如何。 
（答）・令和６年４月以降サービス提供分に係る LIFE への提出情報に関し             

て、令和６年４月施行のサービスについては、令和６年度改定に対応した様式情
報を提出すること。 

・令和６年６月施行のサービス（訪問リハビリテーション、通所リハビリテーシ
ョン、予防訪問リハビリテーション、予防通所リハビリテーション）について
は、令和６年４～５月サービス提供分の提出情報に限り、令和３年度改定に対応
した様式情報と令和６年度改定に対応した様式の提出情報の共通する部分を把握
できる範囲で提出するか、令和６年度改定に対応した様式情報を提出すること。 
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・各加算で提出が必要な情報については、「科学的介護情報システム（LIFE）関
連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
（令和６年３月 15 日）を参照されたい。 

 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（41）排せつ支援加算 ＜令和６年度：改定＞   

 

１．排せつ支援加算（Ⅰ） １０単位／月 

 ２．排せつ支援加算（Ⅱ） １５単位／月 

 ３．排せつ支援加算（Ⅲ） ２０単位／月 

 

● 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た

介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合

は、当該基準に掲げる区分に 従い、１月につき所定単位数を加算する。 

※ 加算（Ⅰ）～加算（Ⅲ）の同時算定は不可。 

 

 
イ 排せつ支援加算（Ⅰ） 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携し
た看護師が施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも三月に一回評価
するとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に
当たって、当該情報その他排せつ支援の 
適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

（２）（１）の評価の結果、排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行
うことにより、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、医師、看護師、介護
支援専門員その他の職種の者が共同して、当該入所者が排せつに介護を要する原因
を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続し
て実施していること。 

（３） (1)の評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画を見直し
ていること。 

ロ 排せつ支援加算（Ⅱ） 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
(１) イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 
(２) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 
(一) イ(1)の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所 
時又は利用開始時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善すると
ともにいずれにも悪化がないこと。 
(二) イ(1)の評価の結果、施設入所時又は利用開始時におむつを使用していた者で
あって要介護状態の軽減が見込まれるものについて、おむつを使用しなくなったこ
と。 

（三）イ（１）の評価の結果、施設入所時に尿道カテーテルが留置されていた者であ
って要介護状態の軽減が見込まれるものについて、尿道カテーテルが抜去されたこ
と。 
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ハ 排せつ支援加算（Ⅲ） 
イ(1)から(3)まで並びにロ(2)(一)及び(二)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

 

 

≪留意事項≫ 

① 排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同により、入
所者が排せつに介護を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Ｐｌａｎ）、当
該支援計画に基づく排せつ支援の実施（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）
とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Ａｃｔｉｏｎ）といったサイクル（以
下この(42)において「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に排せつ支援の
質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 排せつ支援加算（Ⅰ）は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣
基準第 71 号の３に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員（排せつ支

援加算（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定する者を除く。）に対して算定できるものであるこ
と。 

③ 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されていること
を前提としつつ、さらに特別な支援を行うことにより、施設入所時と比較して排せつ
の状態が改善することを評価したものである。したがって、例えば、施設入所時にお
いて、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時
に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへの排せつとして
いた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはならな
い。 

④ 大臣基準第 71 号の３イ(１)の評価は、別紙様式６を用いて、以下の（ア）から（エ）

について実施する。 

 （ア）排尿の状態 （イ）排便の状態 （ウ）おむつの使用 （エ）尿道カテーテルの留置 

⑤ 大臣基準第 71 号の３イ(１)の施設入所時の評価は、大臣基準第 71 号の３イ(１)
から(３)までの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日の属する月
及び当該月以降の新規入所者については、当該者の施設入所時に評価を行うことと
し、届出の日の属する月の前月以前から既に入所している者（以下「既入所者」とい
う。）については、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。 

⑥ ④又は⑤の評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始
前に医師へ報告することとする。また、医師と連携した看護師が④の評価を行う際、
入所者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、医師へ相談することとす
る。 
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⑦ 大臣基準第 71 号の３イ(１)の評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを
用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介
護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び
様式例の提示について」を参照されたい。提出された情報については、国民の健康の
保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⑧ 大臣基準第 71 号の３イ(２)の「排せつに介護を要する入所者」とは、④の
（ア）若しくは（イ）が「一部介助」又は「全介助」と評価される者又は（ウ）若し
くは（エ）が「あり」の者をいう。 

⑨ 大臣基準第 71 号の３イ(２)の「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽
減が見込まれる」とは、特別な支援を行わなかった場合には、④の（ア）から（エ）
の評価が不変又は低下となることが見込まれるものの、適切な対応を行った場合に
は、④の（ア）から（エ）の評価が改善することが見込まれることをいう。 

⑩ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排
せつに介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに基づいて、別紙様式６の
様式を用いて支援計画を作成する。要因分析及び支援計画の作成に関わる職種は、④
の評価を行った医師又は看護師、介護支援専門員、及び支援対象の入所者の特性を把
握している介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生
活機能の状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加え
る。なお、介護保健施設サービスにおいては、支援計画に相当する内容を施設サービ
ス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に代えることができ
るものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにするこ
と。 

⑪ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の
入所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならない
よう留意する。また、支援において入所者の尊厳が十分保持されるよう留意する。 

⑫ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所者又はその
家族に対し、排せつの状態及び今後の見込み、支援の必要性、要因分析並びに支援計
画の内容、当該支援は入所者又はその家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施
を希望する場合に行うものであること、及び支援開始後であってもいつでも入所者又
はその家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入所者及び
その家族の理解と希望を確認した上で行うこと。 

⑬ 大臣基準第 71 号の３イ(３)における支援計画の見直しは、支援計画に実施上の

問題（排せつ支援計画の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直
しの必要性等）があれば直ちに実施すること。 

その際、ＰＤＣＡの推進及び排せつ支援の質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提
出情報及びフィードバック情報を活用すること。 
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⑭ 排せつ支援加算（Ⅱ）は、排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設におい
て、施設入所時と比較して、④に掲げる(ア)若しくは(イ)の評価の少なくとも一方が
改善し、かつ、いずれにも悪化がない場合又は(ウ)若しくは(エ)の評価が改善した場
合に、算定できることとする。 

⑮ 排せつ支援加算（Ⅲ）は、排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設におい
て、施設入所時と比較して、④に掲げる(ア)又は(イ)の評価の少なくとも一方が改善
し、いずれにも悪化がなく、（ウ）の評価が改善した場合に、算定できることとす
る。 

※別紙様式６については、厚生労働省のＨＰ等で確認すること。 

 

【問８４】 排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成す

る   

際に参考にする、失禁に対するガイドラインに、以下のものは含まれる

か。 

・EBM に基づく尿失禁診療ガイドライン（平成 16 年 泌尿器科領域の治療標

準化に関する研究班） 

・男性下部尿路症状診療ガイドライン（平成 25 年 日本排尿機能学会） 

・女性下部尿路症状診療ガイドライン（平成 25 年 日本排尿機能学会） 

・便失禁診療ガイドライン（平成 29 年 日本大腸肛門病学会） 

【答８４】 いずれも含まれる。 

【問８５】 排せつ支援加算について、「支援計画に基づく支援を継続して実施した

場合は、支援を開始した日の属する月から起算して６月以内の期間に限

り、１月につき所定単位数を算定する。ただし、同一入所期間中に排せつ

支援加算を算定している場合は算定しない」とされているが、 

１）「支援を継続して実施」を満たすためには、毎日必ず何らかの支援を行

っている必要があるのか。 

２）支援を開始した日の属する月から起算して６月の期間が経過する前に、

支援が終了することも想定されるか。その場合、加算の算定はいつまで可

能か。 

３）「同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は算定しない」

とは、入所中１月分しか当該加算を算定できないという意味ではなく、加

算が算定できる６月の期間を経過する等によって加算の算定を終了した場

合は、支援を継続したり、新たに支援計画を立てたりしても加算を算定す

ることはできないという意味か。 

【答８５】１）排せつに関して必要な支援が日常的に行われていれば、必ずしも毎日

何らかの支援を行っていることを求めるものではない。 

２）想定される。例えば、６月の期間の経過より前に当初見込んだ改善を

達成し、その後は支援なしでも維持できると判断された場合や、利用者



 129 

の希望によって支援を中止した場合等で、日常的な支援が行われない月

が発生した際には、当該の月以降、加算は算定できない。 

３）貴見のとおりである。 

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

【問１６】 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出す

ること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合

か。 

【答１６】・ やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情

報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であった

が、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出

ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラ

ブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出 がで

きなかった場合がある。 

    ・ また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入

所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出

できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に

当該加算を算定することは可能である。 

    ・ ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記し

ておく必要がある。 

【問１７】 ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の

個人情報が含まれるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

【答１７】 ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情

報を入力いただくが、ＬＩＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情報

が送られるため、個人情報を収集するものではない。そのため、加算の算

定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利用者

の同意は必要ない。 

【問１８】 加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加

算の算定に係る同意が取れない場合には算定できないのか。 

【答１８】 加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっ

ても、当該者を含む原則全ての利用者又は入所者に係る情報を提出すれ

ば、加算の算定に係る同意が得られた利用者又は入所者について算定が可

能である。 

【問１０１】 排せつ状態が自立している入所者又は排せつ状態の改善が期待できな

い入所者についても算定が可能なのか。 

【答１０１】 排せつ支援加算は、事業所単位の加算であり、入所者全員について排

せつ状態の評価を行い、ＬＩＦＥを用いて情報の提出を行う等の算定要

件を満たしていれば、入所者全員が算定可能である。 
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【問１０２】  排せつ支援加算（Ⅱ）又（Ⅲ）の算定要件について、リハビリパンツ

や尿失禁パッド等の使用は、おむつの使用に含まれるのか。 

【答１０２】 使用目的によっても異なるが、リハビリパンツの中や尿失禁パッドを

用いた排せつを前提としている場合は、おむつに該当する。 

【問１０３】 排せつ支援加算（Ⅱ）又（Ⅲ）の算定要件について、終日おむつを使

用していた入所者が、夜間のみのおむつ使用となった場合は、排せつ状

態の改善と評価して差し支えないか。 

【答１０３】 おむつの使用がなくなった場合に、排せつ状態の改善と評価するもの

であり、おむつの使用が終日から夜間のみになったとしても、算定要件

を満たすものではない。 

令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．３） 

【問４】 ＬＩＦＥに提出すべき情報は「 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ ）関

連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て 」（令和３年３月 16 日老老発 0316 第４号）の各加算の様式例において

示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必

ず用いる 必要があるのか。 

【答４】・ 「 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について 」（令和３年３月 16 日老

老発 0316 第４号） においてお示しをしているとおり 、評価等が算定要

件において求められるものについては、それぞれの加算で求められる項目

（様式で定められた項目）についての評価等が必要である。 

    ・ ただし、 同通知はあくまでもＬＩＦＥへの提出項目をお示ししたもので

あり、利用者又は入所者の評価等において 各加算における 様式と同一のも

のを用いることを求めるものではない 。 

令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．５） 

【問２】 サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった

場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 

【答２】・ これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した

日の属する月や、サービスの提供を終了する日の属する月の翌月 10 日ま

でに、ＬＩＦＥへの情報提出を行っていただくこととしている。 

・ 当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院 

等による 30 日未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当

該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用

終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えな

い。 

・ 一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場

合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要である
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とともに、その後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要

件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。 

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、

自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算 

※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算 

令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１０） 

 

【問１７７】排尿又は排便状態が一部介助から見守り等に変わった場合は、排せつの

状態の改善と評価してよいか。 

【答１７７】・ よい。 

・ なお、見守り等については、様式に記載されている「評価時点の排せ

つの状態」の項目において、「見守りや声かけ等のみで『排尿・排便』

が可能」で「はい」が選択されている場合、見守り等とみなす。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

※【問１７１】【問１７２】【問１７３】【問１７４】については、褥瘡マネジメン

ト加算に記載の【問１７１】【問１７２】【問１７３】【問１７４】と同様の内容

の為、あわせてご確認ください。（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（42）安全対策体制加算 ２０単位（入所時に１回）  

 

介護保健施設サービスにおける安全対策体制加算に係る施設基準 

イ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項に規定する基準に適合していること。 

ロ 介護老人保健施設基準第三十六条第一項第四号に規定する担当者が安全対策に係る

外部における研修を受けていること。 

ハ 当該介護老人保健施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体

制が整備されていること。 

      

安全対策体制加算は、事故発生の防止のための指針の作成・委員会の開催・従業者に

対する研修の実施及びこれらを適切に実施するための担当者の配置を備えた体制に加え

て、当該担当者が安全対策に係る外部の研修を受講し、組織的に安全対策を実施する体

制を備えている場合に評価を行うものである。 
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安全対策に係る外部の研修については、介護現場における事故の内容、発生防止の取

組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものであること。 

また、組織的な安全対策を実施するにあたっては、施設内において安全管理対策部門

を設置し、事故の防止に係る指示や事故が生じた場合の対応について、適切に従業者全

員に行き渡るような体制を整備していることが必要であること 

令和 3 年Ｑ＆Ａ（vol.2）（令和 3 年 3 月 23 日最新情報 vol.948） 

【問３９】 安全対策体制加算について、安全対策担当者が安全対策に係る外部におけ

る研修を受けていることが要件となっているが、どのような研修を想定しているの

か。 

（答）・本加算は、安全対策担当者が、施設における安全対策についての専門知識等を

外部における研修において身につけ、自施設での事故防止検討委員会等で共有を行

い、施設における安全管理体制をより一層高める場合に評価することとしている。 

・外部の研修は、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、

施設のマネジメント等の内容を含むものであり、関係団体（公益社団法人全国老人

福祉施設協議会、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本慢性期医

療協会等）等が開催する研修を想定している。 

 

【問４０】 安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合

に、入所者につき入所初日に限り算定できるところ、施設が算定要件を満たすに至

った場合に、既に入所している入所者に対して算定することは可能か。 

（答）安全対策体制加算の算定要件を満たしている状態で新たに入所者を受け入れる場

合に、入所時に限り算定するものであるため、算定要件を満たした後に新規で受け

入れた入所者に対してのみ算定可能である。 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（43）自立支援促進加算 ３００単位／月  

 

イ 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なく

とも３月に１回医学的評価の見直しを行うとともに、その医学的評価の結果等の情報を

厚生労働省に提出し、自立支援の促進に当たって、当該情報その他自立支援の適切かつ

有効な促進のために必要な情報を活用していること。 

ロ イの医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医師、

看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支

援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。 



 133 

ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画を見直して

いること。 

ニ 医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。 

① 自立支援促進加算は、入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図る

ため、多職種共同による、入所者が自立支援の促進を要する要因の分析を踏まえた支援

計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該支援計画に基づく自立支援の促進（Ｄｏ）、当該支援内

容の評価（Ｃｈｅｃｋ）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Ａｃｔｉｏｎ）

といったサイクル（以下この(37)において「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継

続的に入所者の尊厳を保持し、自立支援に係る質の管理を行った場合に加算するもので

ある。 

② 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ、適切な介護が提供されていることを

前提としつつ、介護保険制度の理念に基づき、入所者が尊厳を保持し、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、特に必要な支援を実施していること

を評価するものである。 

このため、医師が、定期的に、全ての入所者に対する医学的評価及びリハビリテーシ

ョン、日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、医師、看護職

員、介護職員、介護支援専門員その他の職種が、医学的評価、アセスメント及び支援実

績に基づき、特に自立支援のための対応が必要とされた者について、生活全般において

適切な介護を実施するための包括的な支援計画を策定し、個々の入所者や家族の希望に

沿った、尊厳の保持に資する取組や本人を尊重する個別ケア、寝たきり防止に資する取

組、自立した生活を支える取組、廃用性機能障害に対する機能回復・重度化防止のため

の自立支援の取組などの特別な支援を行っている場合に算定できるものである。なお、

本加算は、画一的・集団的な介護又は個別的ではあっても画一的な支援計画による取組

を評価するものではないこと、また、リハビリテーションや機能訓練の実施を評価する

ものではないことから、個別のリハビリテーションや機能訓練を実施することのみで

は、加算の対象とはならないこと。 

③ 本加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第 71号の４に

掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであるこ

と。 

④ 大臣基準第 71 号の４イの自立支援に係る医学的評価は、医師が必要に応じて関連職

種と連携し、別紙様式７を用いて、当該時点における自立支援に係る評価に加え、特別

な支援を実施することによる入所者の状態の改善可能性等について、実施すること。 

⑤ 大臣基準第 71 号の４ロの支援計画は、関係職種が共同し、別紙様式７を用いて、訓

練の提供に係る事項（離床・基本動作、ＡＤＬ動作、日々の過ごし方及び訓練時間等）
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の全ての項目について作成すること。作成にあたっては、④の医学的評価及び支援実績

等に基づき、個々の入所者の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な支

援計画とならないよう留意すること。 

⑥ 当該支援計画の各項目は原則として以下のとおり実施すること。その際、入所者及び

その家族の希望も確認し、入所者の尊厳が支援に当たり十分保持されるように留意する

こと。 

ａ 寝たきりによる廃用性機能障害の防止や改善へ向けて、離床、座位保持又は立ち上が

りを計画的に支援する。 

ｂ 食事は、本人の希望に応じ、居室外で、車椅子ではなく普通の椅子を用いる、本人が

長年親しんだ食器や箸を施設に持ち込み使用する等、施設においても、本人の希望を尊

重し、自宅等におけるこれまでの暮らしを維持できるようにする。食事の時間や嗜好等

への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する。 

ｃ 排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレ

を使用することとし、特に多床室においては、ポータブルトイレの使用を前提とした支

援計画を策定してはならない。 

ｄ 入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、

個人の習慣や希望を尊重すること。 

ｅ 生活全般において、画一的・集団的な介護ではなく個別ケアの実践のため、入所者本

人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする。 

ｆ リハビリテーション及び機能訓練の実施については、本加算において評価をするもの

ではないが、④の評価に基づき、必要な場合は、入所者本人や家族の希望も確認して施

設サービス計画の見直しを行う。 

g  入所者の社会参加につなげるために、入所者と地域住民等とが交流する機会を定期的に設

ける等、地域や社会とのつながりを維持する。 

⑦ 大臣基準第 71 号の４ロにおいて、支援計画に基づいたケアを実施する際には、対象

となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

⑧ 大臣基準第 71 号の４ハにおける支援計画の見直しは、支援計画に実施上に当たって

の課題（入所者の自立に係る状態の変化、支援の実施時における医学的観点からの留意

事項に関する大きな変更、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）

に応じ、必要に応じた見直しを行うこと。 
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その際、ＰＤＣＡの推進及びケアの向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報とフ

ィードバック情報を活用すること。 

⑨ 大臣基準第第 71 号の４ニの評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて

行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報シ

ステム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提

示について」を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

 

令和3年Ｑ＆Ａ（vol.2）（令和3年3月23日最新情報vol.948） 

【問４１】入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法につ

いても、個人の習慣や希望を尊重することが要件となっているが、仮に入所者の

状態から一般浴槽を使用困難な場合は要件を満たすことになるのか。 

（答）本加算については、原則として一般浴槽での入浴を行う必要があるが、感染症等

の特段の考慮すべき事由により、関係職種が共同して支援計画を策定する際、や

むを得ず、特別浴槽での入浴が必要と判断した場合は、その旨を本人、または家

族に説明した上で、実施することが必要である。 

令和 3 年Ｑ＆Ａ（vol.10）（令和 3 年 6 月 9 日最新情報 vol.991） 

【問６】支援計画の実施（「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サー

ビス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につ

いて」第２の５(３７)⑥ａ～ｆ等に基づくものをいう。以下同）にあたっては、

原則として「寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は

立ち上がりを計画的に支援する」こととされるが、具体的にはどのような取組が

求められるのか。また、離床時間の目安はあるか。 

（答）・具体的には、廃用性機能障害は、基本的に回復が期待できるものであることを

踏まえ、いわゆる「寝たきり」となることを防止する取組を実施するにあたり、

計画的に行う離床等の支援を一定時間実施することを求めるものである。 

   ・したがって、治療のための安静保持が必要であることやターミナルケア等を行

っていることなど医学的な理由等により、やむを得ずベッド離床や座位保持を行

うべきではない場合を除き、原則として、全ての入所者がベッド離床や座位保持

を行っていることが必要である。 

・なお、－ 具体的な離床時間については、高齢者における離床時間と日常生活動

作は有意に関連し、離床時間が少ない人ほど日常生活動作の自立度が傾向にある

（※）とのデータ等もあることを参考に、一定の時間を確保すること 

－ 本人の生きがいを支援し、生活の質を高めていく観点から、離床中行う内容を

具体的に検討して取り組むことも重要である。 
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※第１８５回社会保障審議会介護給付費分科会資料１２３ページを参照 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000672514.pdf 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月１５日）」 

【問１７１】月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十

分確保出来ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月

（以下、「利用開始月」という。）の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えない

とあるが、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。 

（問）・事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービ

スの利用を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービスの

利用を開始した翌月の10日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては

利用開始月の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとしている。 

・ただし、加算の算定についてはLIFEへのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の

翌月の10日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算定はで

きない。当該月の翌々月の10日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可

能。 

・また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月ま

でにデータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。 

・なお、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等

に明記しておく必要がある 

【問１７２】事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開

始した利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用

者以外については算定可能か。 

（答）・原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算につい

て、月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報

をLIFEに提出できない場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定で

きる。 

・なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

・ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合（※）を除いて、事業所の利用者全員に係

る情報を提出していない場合は、加算を算定することができない。 

 

（※）令和３年度介護報酬改定に関す得るＱ＆Ａ(Vol.3）(令和３年３月26日)問16参照。 

 

（44）高齢者施設等感染対策向上加算 ＜令和６年度：新設＞ 

 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １０単位／月 

  高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５単位／月 

 

● 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に対し届

出を行った介護老人保健施設が、入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000672514.pdf
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は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき上記の単位数を所定単位数に加算す

る。 

九十二の四 介護保健施設サービスにおける高齢者施設等感染対策向上加算の基準 

イ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。 

（１） 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制

を確保していること。 

（２） 介護老人保健施設基準第三十条第一項本文（介護老人保健施設基準第五十条

において準用する場合を含む。）に規定する協力医療機関その他の医療機関

（以下この号において「協力医療機関等」という。）との間で、感染症（新興

感染症を除く。以下この号において同じ。）の発生時等の対応を取り決めると

ともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応しているこ

と。 

（３） 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等

が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に一年に一回以上参加しているこ

と。 

ロ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 

感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、三年に一回以上、施設内で

感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていること。 

 

 

≪留意事項≫ 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について 

① 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）は、高齢者施設等における平時からの感染対

策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するも

のであること。 

 

② 高齢者施設等において感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に

関する研修又は訓練に少なくとも１年に１回以上参加し、指導及び助言を受けるこ

と。院内感染対策に関する研修又は訓練については、診療報酬の算定方法（平成20年

厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療報酬点数表の区分番号Ａ234－２に規定す

る感染対策向上加算（以下、感染対策向上加算という。）又は医科診療報酬点数表の

区分番号Ａ000に掲げる初診料の注11及び再診料の注15に規定する外来感染対策向上

加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンス又

は訓練や職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主

催する院内感染対策に関するカンファレンス又は訓練を対象とする。 

 

③ 介護職員その他の従業員に対して実施する感染症の予防及びまん延の防止のための

研修及び訓練の内容について、上記の医療機関等における研修又は訓練の内容を含め

たものとすること。 
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④ 施設の入居者が新興感染症に感染した際に、感染者の診療等を行う第二種協定指定

医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることと

しており、加算の算定に当たっては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応を行う体制を確保していること。新興感染症発生時等の対応として

は、感染発生時等における相談、感染者の診療、入院の要否の判断等が求められるこ

とから、本加算における連携の対象となる第二種協定指定医療機関は診療所、病院に

限る。なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を

行うことを妨げるものではない。 

 

⑤ 季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症など特に

高齢者施設等において流行を起こしやすい感染症について、協力医療機関等と連携

し、感染した入居者に対して適切に医療が提供される体制が構築されていること。特

に新型コロナウイルス感染症については、「高齢者施設等における医療機関との連携

体制等にかかる調査の結果について（令和５年12月７日付事務連絡）」のとおり新型

コロナウイルス感染症の対応を行う医療機関との連携状況等を調査しており、引き続

き感染者の対応が可能な医療機関との連携体制を確保していること。 

 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）について 

① 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）は、感染対策向上加算に係る届出を行った医

療機関から、少なくとも３年に１回以上、施設内で感染者が発生した場合の感染制御

等に係る実地指導を受けている場合に、月１回算定するもの。 

② 実地指導については、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関において設置

された感染制御チームの専任の医師又は看護師等が行うことが想定される。 

③ 介護職員その他の従業員に対して実施する感染症の予防及びまん延の防止のための

研修及び訓練の内容について、上記の医療機関による実地指導の内容を含めたものと

すること。 

 

【問１２８】高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について、診療報酬の感染対策向

上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施す

る院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練や職員向けに実施する

院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染

対策に関するカンファレンス及び訓練とは具体的にどのようなものであ

るか。また、これらのカンファレンス等はリアルタイムでの画像を介し

たコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いて参加するこ

とでもよいか。 

【答１２８】・ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）の対象となる研修、訓練及びカ

ンファレンスは以下の通りである。 

〇 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機

関において、感染制御チーム（外来感染対策向上加算にあっては、院

内感染管理者。）により、職員を対象として、定期的に行う研修 



 139 

〇 感染対策向上加算１に係る届出を行った保険医療機関が、保健所及

び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算２又は３に係る届出を行

った保険医療機関と合同で、定期的に行う院内感染対策に関するカン

ファレンスや新興感染症の発生時等を想定した訓練 

〇 地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレ

ンスや新興感染症の発生時等を想定した訓練 

・ 感染対策向上加算１に係る届出を行った医療機関が主催するカンファ

レンスについては、その内容として、薬剤耐性菌等の分離状況や抗菌薬

の使用状況などの情報の共有及び意見交換を行う場合もあるため、カン

ファレンスの内容として、高齢者施設等における感染対策に資するもの

であることを事前に確認の上、参加すること。 

・ また、これらのカンファレンス等については、リアルタイムでの画像

を介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いて参加

しても差し支えない。 

 

【問１２９】「第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行

う体制を確保していること」とあるが、第二種協定指定医療機関である

医療機関をどのように把握すればよいか。また、診療報酬における感染

対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関を

どのように把握すればよいか。 

【答１２９】都道府県と医療機関の医療措置協定の締結は令和６年４月から９月末ま

でに行うこととされており、都道府県において、協定締結した医療機関

を公表することとされている。また、診療報酬における感染対策向上加

算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関については、

地方厚生局のホームページに掲載されているので参照されたい。 

（地方厚生局ホームページ） 

■九州厚生局 

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index_00007.html 

※ 「医科」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策１、感染対策２、感 

染対策３、外来感染の記載のある医療機関が該当します。 

 

【問１３０】第二種協定指定医療機関との連携について、感染症法に基づく都道府県

との医療措置協定の締結は令和６年９月末までに行うこととされている

が、令和６年９月末までの間は、どのような医療機関と連携すればよい

か。 

【答１３０】令和６年９月末までの間は、現に感染対策向上加算又は外来感染対策向

上加算の届出を行っている医療機関と連携することでも差し支えない。 

  なお、令和６年 10 月以降については、第二種協定指定医療機関と連携

することが必要であることから留意すること。 
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【問１３１】高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）について、感染対策向上加算又は

外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策

に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加していることとあるが、令和

７年３月 31 日までの間にあっては、３月 31 日までに研修又は訓練に参

加予定であれば算定してよいか。 

【答１３１】医療機関等に研修又は訓練の実施予定日を確認し、高齢者施設等の職員

の参加の可否を確認した上で令和７年３月 31 日までに当該研修又は訓練

に参加できる目処があれば算定してよい。 

 

【問１３２】高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）について、感染対策向上加算に係

る届出を行った医療機関が行う実地指導の具体的な内容について示され

たい。 

【答１３２】実地指導の内容について限定するものではないが、以下のものが挙げら

れる。 

・施設等の感染対策の現状の把握、確認（施設等の建物内の巡回等） 

・施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答 

・個人防護具の着脱方法の実演、演習、指導等 

・感染疑い等が発生した場合の施設等での対応方法（ゾーニング等）に

関する説明、助言及び質疑応答 

・その他、施設等のニーズに応じた内容 

単に、施設等において机上の研修のみを行う場合には算定できない。 

 

【問１３３】高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）について、令和６年４月以前に新

型コロナウイルス感染症等に対する感染対策として、医療機関の医師若し

くは看護師等による実地指導又は厚生労働省の事業※において実施された

実地研修を受けている場合は、実地指導又は実地研修を受けた日から起算

して３年間算定してよいか。 

※ 令和３年度、令和４年度「介護サービス類型に応じた感染症対策向上に

よる業務継続支援業務」における感染症の専門家による実地での研修、

令和５年度「感染症の感染対策及び業務継続（BCP）策定に係る調査研究

及び当該調査研究を踏まえた研修業務」における感染症の専門家による

実地での研修 

【答１３３】算定可能である。ただし、感染対策向上加算に係る届出を行っている医

療機関の医師若しくは看護師等による実地指導又は厚生労働省の事業にお

いて実施された実地研修であること。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

 

（45）新興感染症等施設療養費 ２４０単位／日 ＜令和６年度：新設＞ 
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● 介護老人保健施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に

相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入

所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定介護福祉施設サービスを行った場合

に、１月に１回、連続する５日を限度として上記単位数を算定する。 

 

 

≪留意事項≫ 

① 新興感染症等施設療養費は、新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内

で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひ

っ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染し

た高齢者の療養を施設内で行うことを評価するものである。 

② 対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大

臣が指定する。令和６年４月時点においては、指定している感染症はない。 

③ 適切な感染対策とは、手洗いや個人防護具の着用等の標準予防策（スタンダード・

プリコーション）の徹底、ゾーニング、コホーティング、感染者以外の入所者も含めた

健康観察等を指し、具体的な感染対策の方法については、「介護現場における感染対策

の手引き（第３版）」を参考とすること。 

 

 

（46）生産性向上推進体制加算  ＜令和６年度：新設＞ 

 

（１） 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００単位／月 

（２） 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０単位／月 

 

● 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に対し届

出を行った介護老人保健施設において、入所者に対して介護保健施設サービスを行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき上記の所定単位数を加算する。 

 

● 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定は不可。 

イ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を行

い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 

（一）業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下「介

護機器」という。）を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確

保 

（二）職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

（三）介護機器の定期的な点検 

（四）業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 
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（２）（１）の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並

びに職員の負担軽減に関する実績があること。 

（３）介護機器を複数種類活用していること。 

（４）（１）の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及

びケアの質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏ま

え、必要な取組を実施し、及び当該取組の実施を定期的に確認すること。 

（５）事業年度ごとに（１）、（３）及び（４）の取組に関する実績を厚生労働省

に報告すること。 

 

ロ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） イ（１）に適合していること。 

（２） 介護機器を活用していること。 

（３） 事業年度ごとに（２）及びイ（１）の取組に関する実績を厚生労働省に報

告すること。 

 

※生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知「生産性向上推進体制加算に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」を参照すること。 

【問１２】加算（Ⅰ）（※100 単位/月）の算定開始に当たっては、加算（Ⅱ）の要件

となる介護機器の導入前後の状況を比較し、生産性向上の取組の成果の確

認が求められているが、例えば、数年前又は新規に介護施設を開設し、開

設当初より、加算（Ⅰ）の要件となる介護機器を全て導入しているような

場合については、当該介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び

職員がいないなど、比較が困難となるが、導入前の状況の確認はどのよう

に考えるべきか。 

【答１２】介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいない場合にお

ける生産性向上の取組の成果の確認については、以下のとおり対応された

い。 

（利用者の満足度等の評価について） 

介護サービスを利用する利用者（５名程度）に、介護機器を活用することに起因す

る利用者の安全やケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い（※）、その結果

に基づき、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会において当該介護機器の導入による利用者の満足度等へ

の影響がないことを確認すること。 

（※）介護機器活用した介護サービスを受ける中での、利用者が感じる不安や困りご

と、介護サービスを利用する中での支障の有無、介護機器活用による効果等につ

いてヒアリングを実施することを想定している。また、事前調査が実施できない

場合であって、ヒアリング調査等を行う場合には、別添１の利用者向け調査票に

よる事後調査の実施は不要となる。 
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（総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査、年次有給休暇の取得状況

の調査について） 

加算（Ⅱ）の要件となる介護機器を導入した月（利用者の受入れを開始した月）を

事前調査の実施時期（※）とし、介護職員の１月当たりの総業務時間、超過勤務時間

及び年次有給休暇の取得状況を調査すること。また、事後調査は、介護機器の導入

後、生産性向上の取組を３月以上継続した以降の月における介護職員の１月当たりの

総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況を調査し、事前調査の勤務状

況と比較すること。 

（※） 介護施設を新たに開設し、利用者の受入開始月から複数月をかけて利用者の数

を拡大するような場合については、利用者数の変化が一定程度落ち着いたと考え

られる時点を事前調査の対象月とすること。この場合、利用者数の変化が一定程

度落ち着いた考えられる時点とは、事前調査及び事後調査時点における利用者数

と介護職員数の比に大きな差がないことをいう。 

（例） 例えば、令和６年１月に介護施設（定員 50 名とする）を新たに開設し、同年

１月に 15 人受け入れ、同年２月に 15 人受け入れ（合計 30 名）、同年３月に 

15 人受け入れ（合計 45 名）、同年４月に２名受け入れ（合計 47 名）、のよう

に、利用者の数を段階的に増加していく場合については、利用者の増加が落ち着

いたと考えられる同年４月を事前調査の実施時期とすること。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．５） 

 

 

（47） 

サービス提供体制強化加算 

１．サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２単位／日 

２．サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８単位／日 

３．サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  ６単位／日 

 

 

介護保健施設サービスにおけるサービス提供体制強化加算の基準 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）次のいずれかに適合すること。 

 （一）介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の

八十以上であること。 

 （二）介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の

占める割合が百分の三十五以上であること。 

（２）提供する介護保健施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること。 

（３）定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六

十以上であること。 

（２）イ（３）に該当するものであること。 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
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（１）次のいずれかに適合すること。 

 （一）介護老人保健施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の

五十以上であること。 

 （二）介護老人保健施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百

分の七十五以上であること。 

 （三）介護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、

勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。 

（２）イ（３）に該当するものであること。 

 

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除

く。）の平均を用いることとする。なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあって

は、利用者・入所者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含ま

れるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差

し支えない。 

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した

事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法によ

り算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した

事業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とする

こと。 

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員

の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合に

ついては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問

通所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならない。 

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経

営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直

接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。 

⑤ 提供する介護保険施設サービスの質の向上に資する取組については、サービスの質の

向上や利用者の尊厳の保持を目的として、事業所として継続的に行う取組を指すものと

する。 

（例） 

・ ＬＩＦＥを活用したＰＤＣＡサイクルの構築 
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・ ＩＣＴ・テクノロジーの活用 

・ 高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労

務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化 

・ ケアに当たり、居室の定員が２以上である場合、原則としてポータブルトイレを使

用しない方針を立てて取組を行っていること 

実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、適時のフォ

ローアップや職員間の意見交換等により、当該取組の意義・目的に則ったケアの実現

に向けて継続的に取り組むものでなければならない。 

 

＊介護保健施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援

相談員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとす

る。 

 

（48）介護職員等処遇改善加算  （Ｒ６改定）※Ｒ６年６月～ 

● 介護職員の賃金改善を実施している場合、指定権者である都道府県知事又は市町村

長に届け出た介護老人保健施設が、入居者に対しサービス提供を行った場合に、基準

に掲げる区分に従い、上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

 

介護職員処遇改善加算Ⅰ   所定単位数 × ７．５％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅱ   所定単位数  × ７．１％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅲ   所定単位数 × ５．４％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅳ   所定単位数 × ４．４％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ1  所定単位数 × ６．７％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ2  所定単位数 × ６．５％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ3  所定単位数 × ６．３％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ4  所定単位数 × ６．１％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ5  所定単位数 × ５．７％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ6  所定単位数 × ５．３％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ7  所定単位数 × ５．２％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ8  所定単位数 × ４．６％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ9  所定単位数 × ４．８％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ10  所定単位数 × ４．４％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ11  所定単位数 × ３．６％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ12  所定単位数 × ４．０％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ13  所定単位数 × ３．１％／月 

介護職員処遇改善加算Ⅴ14  所定単位数 × ２．３％／月 

 

※ 上記のうちいずれか一つを算定できる。 

※ 介護職員処遇改善加算Ⅴ1～Ⅴ14は令和７年３月３１日まで適用 
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※ 詳細については、以下を参照すること。 

・介護サービス事業者等集団指導≪共通編≫ 

・「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の

提示について」（令和６年３月１５日付け老発０３１５第２号） 

・県、市ホームページ 

 

熊本県ホームページ：ホーム＞健康・福祉・子育て＞高齢者・障がい者・介護＞高齢者  

支援課＞介護報酬改定＞介護職員等処遇改善加算（旧介護職員処遇改善加算、介護職員

等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算含む）について 

熊本市ホームページ：トップページ＞分類から探す＞しごと・産業・事業者向け＞届出

・証明・法令・規制＞介護・福祉＞介護職員等処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善

加算について 

 

※（ユニット型）介護療養型老人保健施設が算定する 

（49）特別療養費  

 

入所者に対して、指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣

が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に

１０円を乗じて得た額を所定単位数に加算する。 

   →「厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数」 

 

 

※（ユニット型）介護療養型老人保健施設が算定する 

（50）療養体制維持特別加算 

１．療養体制維持特別加算（Ⅰ）２７単位／日 

２．療養体制維持特別加算（Ⅱ）５７単位／日 

  ※併算定可 

 

１. 療養体制維持特別加算（Ⅰ）については、次の要件を満たす場合、１日につき   

２７単位を所定単位数に加算する。 

●次のいずれかに該当すること。 

 ①転換を行う直前において、療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）、療養型経過型

介護療養施設サービス費、ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット

型療養型経過型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費

（Ⅱ）、ユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費（Ⅱ）を算定する指定

介護療養型医療施設を有する病院であったこと。 

 ②転換を行う直前において、診療報酬の算定方法の別表第一医科診療報酬点数表に

規定する療養病棟入院基本料１の施設基準に適合する病棟、基本診療料の施設基
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準等（平成２０年厚生労働省告示第６２号）第５の３(2)イ②に規定する２０対１

配置病棟、新基本診療料の施設基準等（平成１８年厚生労働省告示第９３号）第

５の３(2)ロ①２に規定する２０対１配置病棟を有するものであったこと。 

●看護・介護職員の数のうち、介護職員の数が、常勤換算方法で入所者等の数が４又

はその端数を増すごとに１以上であること。 

●定員超過、人員基準違反でないこと。 

 

２.  療養体制維持特別加算（Ⅱ）については、次の要件を満たす場合、１日につき  

５７単位を所定単位数に加算する。 

次のいずれにも該当すること。 

● 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実

施された者の占める割合が１００分の２０以上であること。 

● 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状

又は重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が

１００分の５０以上であること。 

療養体制維持特別加算（Ⅰ） 

※療養体制維持特別加算（Ⅰ）は、介護療養型老人保健施設の定員のうち、転換前

に４：１の介護職員配置を施設基準上の要件とする介護療養施設サービス費を算

定する指定介護療養型医療施設又は医療保険の療養病棟入院基本料１の施設基準

に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟であったものの占める

割合が１／２以上である場合に、転換前の療養体制を維持しつつ、質の高いケア

を提供するための介護職員の配置を評価するもの。 

療養体制維持特別加算（Ⅱ） 

※療養体制維持特別加算（Ⅱ）にかかる施設基準第十八号ロ（２）の基準において

「著しい精神症状、周辺症状又は重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すよう

な症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症

高齢者」とあるのは、認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ又はＭに該当す

る者をいうものであること。 

 

 

 

 

※（ユニット型）介護老人保健施設サービス費（Ⅳ）を算定している場合算定不可 

（51）科学的介護推進体制加算  

（１）科学的介護推進体制加算（Ⅰ）４０単位/月    

（２）科学的介護推進体制加算（Ⅱ）６０単位/月  

※（Ⅰ）（Ⅱ）の併算定不可 

＜令和６年度：改定＞  

介護保健施設サービス及び介護医療院サービスにおける科学的介護推進体制加算の基準 
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イ 科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔（くう）機能、認知症の状況その他の入
所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

（２） 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、
（１）に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活
用していること。 

ロ 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） イ（１）に加えて、入所者ごとの疾病、服薬の状況等の情報を、厚生労働省に提
出していること。 

（２） 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、イ
（１）に規定する情報、（１）に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供す
るために必要な情報を活用していること。 

≪留意事項≫ 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに大臣
基準第 92 号の３に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定で
きるものであること。 

② 大臣基準第 92 号の３イ(１)及びロ(１)の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて
行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報シ
ステム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提
示について」を参照されたい。 

③ 施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくため、計画（Ｐｌ
ａｎ）、実行（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のサイクル（ＰＤ
ＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更
なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求められ
る。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならな
い。 

イ 入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するため
の施設サービス計画を作成する（Ｐｌａｎ）。 

ロ サービスの提供に当たっては、施設サービス計画に基づいて、入所者の自立支援や重
度化防止に資する介護を実施する（Ｄｏ）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、施設
の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Ｃｈｅｃｋ）。 

ニ 検証結果に基づき、入所者の施設サービス計画を適切に見直し、施設全体として、サ
ービスの質の更なる向上に努める（Ａｃｔｉｏｎ）。 



 149 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に
資するため、適宜活用されるものである。 

【問１６】 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出す

ること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合

か。 

【答１６】・ やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情

報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であった

が、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出

ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラ

ブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出 がで

きなかった場合がある。 

    ・ また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入

所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出

できなかった場合等であっても、事業所・施設の利用者又は入所者全員に

当該加算を算定することは可能である。 

    ・ ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記し

ておく必要がある。 

 

【問１７】 ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の

個人情報が含まれるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

【答１７】 ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情

報を入力いただくが、ＬＩＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情報

が送られるため、個人情報を収集するものではない。そのため、加算の算

定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利用者

の同意は必要ない。 

【問１８】 加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加

算の算定に係る同意が取れない場合には算定できないのか。 

【答１８】 加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっ

ても、当該者を含む原則全ての利用 者又は入所者に係る情報を提出すれ

ば、加算の算定に係る同意が得られた利用者又は入所者について算定が可

能である。 

【問１９】 科学的介護推進体制加算、ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支

援促進加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加

算(Ａ)ロ若しくは(Ｂ)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加

算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、

Barthel Index（ＢＩ）のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業に

おいてＩＣＦ等事業において一定の読み替え精度について検証されている

ＩＣＦステージングから読み替えたものを提出してもよいか。 
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【答１９】 ＢＩの提出については、通常、ＢＩを評価する場合に相当する読み替え

精度が内容の妥当性を含め客観的に検証された指標について、測定者が、 

・ ＢＩに係る研修を受け、 

・ ＢＩへの読み替え規則を理解し、 

・ 読み替え精度等を踏まえ、必要に応じて、読み替えの際に、正確な BI を

別途評価する 

等の対応を行い、提出することが必要である。 

令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．３） 

 

【問４】 ＬＩＦＥに提出すべき情報は「 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ ）関

連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て 」（令和３年３月 16 日老老発 0316 第４号）の各加算の様式例において

示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必

ず用いる 必要があるのか。 

【答４】・ 「 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について 」（令和３年３月 16 日老

老発 0316 第４号） においてお示しをしているとおり 、評価等が算定要

件において求められるものについては、それぞれの加算で求められる項目

（様式で定められた項目）についての評価等が必要である。 

    ・ ただし、 同通知はあくまでもＬＩＦＥへの提出項目をお示ししたもので

あり、利用者又は入所者の評価等において 各加算における 様式と同一のも

のを用いることを求めるものではない 。 

令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．５） 

 

【問２】 サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった

場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 

【答２】・ これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した

日の属する月や、サービスの提供を終了する日の属する月の翌月 10 日ま

でに、ＬＩＦＥへの情報提出を行っていただくこととしている。 

・ 当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院 

等による 30 日未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当

該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用

終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えな

い。 

・ 一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場

合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要である

とともに、その後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要

件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。 
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※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、

自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算 

※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算 

【問３】 サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場

合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 

【答３】 当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報とし

て提出する必要はあるが、死亡により、把握できない項目があった場合

は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。 

令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１０） 

 

※【問１７１】【問１７２】【問１７３】【問１７４】については、褥瘡マネジメン

ト加算に記載の【問１７１】【問１７２】【問１７３】【問１７４】と同様の内容

の為、あわせてご確認ください。 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）） 

 

【問１７５】科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも６か月

に１回から３か月に１回に見直されたが、令和６年４月又は６月以降の

いつから少なくとも３か月に１回提出すればよいか。 

【答１７５】・科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報

について、令和６年４月又は６月以降は、少なくとも３か月に１回提出

することが必要である。 

・例えば、令和６年２月に提出した場合は、６か月後の令和６年８月ま

でに少なくとも１回データ提出し、それ以降は３か月後の令和６年 11 

月までに少なくとも１回のデータ提出が必要である。 

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

３ 加算の留意点 

●留意点 

 １．ミスによる報酬返還を防止するため、単位数表・解釈通知・関連する告示・厚生

労働省が発したＱ＆Ａ等をよく確認すること。 

  ◎「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」、◎「指定居宅サ

ービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居

者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する

基準の制定に伴う実施上の留意事項について」、◎「厚生労働大臣が定める基準に

適合する利用者等」、◎「厚生労働大臣が定める基準」、◎「厚生労働大臣が定め

る利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方

法」、◎「厚生労働大臣が定める施設基準」、◎「厚生労働大臣が定める夜勤を行

う職員の勤務条件に関する基準」、◎厚生労働省が発した各種Ｑ＆Ａ」、連絡事項 
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など 

２．加算には複数の要件と必須とされる記録がある。要件等は、単位数表、解釈

通知その他の通知類及びＱ＆Ａ等に分散しているため注意すること。 

 ３．明文上必須とされている要件や記録については、加算算定要件を満たしているこ

とが事後的に確認できなければならない。事後調査等で、加算算定時点に要件に合

致していないことが判明した場合は、加算全体が無効になる。 

   これらの要件や記録は、行政機関等の監査のために作成するものではなく、介護

報酬を請求するための根拠であるので、請求にあたっては、これらの書類に基

づいて行うことになる。 

●説明と同意 

 １．個別的なサービスに係る加算については、基本的に、入所者又はその家族に対す

る説明と同意が必須である。 

 ２．他の算定要件が満たされていても、同意がなければ算定できない。 

●サービス提供と加算 

 １．各種加算には一定の必要要件があるが、これは加算算定を行うための要件に過ぎ

ない。よって、これらの要件を満たさないという理由で、各種サービスの提供がで

きないということではない。単に、加算算定ができないというだけである。この場

合、各種該当サービスは基本報酬の範疇で行われると考えられる。 

 ２．原則として入所者全員に算定するものとされている加算については、入所者全員

について算定要件を満たすよう努める必要がある。個々に算定要件を満たしていな

い場合は当該入所者については算定できない。 

●加算の届出と算定開始月 

 １．加算等については、届出受理日の翌月（受理日が１日の場合はその月）

から算定を開始する。加算等の体制届出については直接県の高齢者支援課介護サ

ービス班（熊本市内の施設は熊本市の介護事業指導課）に届け出る。 

 ２．施設の体制等が加算等の基準に該当しなくなった場合は、その日から加算の算定

はできない。また、その旨を速やかに届け出なければならない。 

 

第３章 その他留意事項等 

 

１ 介護保険法遵守義務 

・変更許可（法第９４条第２項） 

・管理者の承認（法第９５条） 

・変更届（法第９９条） 

 

変更許可 
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第９４条 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ

により、都道府県知事の許可を受けなければならない。  

２ 介護老人保健施設を開設した者（以下「介護老人保健施設の開設者」という。）

が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しよ

うとするときも、前項と同様とする。 

●入所定員、敷地の面積及び平面図、建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示す

る）並びに施設及び構造設備の概要、施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画、

運営規程の従業者の職種・員数・職務内容・入所定員に係る部分、協力病

院を変更するときは、熊本県知事又は熊本市長の許可が必要。 

 ただし、入所定員・療養室の定員数を減少させようとするときは、許可は不要。 

 

管理者の承認 

第９５条 介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介

護老人保健施設を管理させなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を

受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。 

 

●介護老人保健施設の管理者になるには、熊本県知事又は熊本市長の承認が必要。 

管理者を変更する場合も、同様に熊本県知事又は熊本市長の承認が必要。 

 

変更届 

第９９条 介護老人保健施設の開設者は、第９４条第２項の規定による許可に係る事

項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事

項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚

生労働省令で定めるところにより、１０日以内に、その旨を都道府県知事に届け出

なければならない。 

 

 

 

２ 入所者についての診療報酬 
  入所者の症状からみて、施設では必要な医療を提供することが困難な場合は、保

険医療機関の医療をうける（他科受診）ことができるが、不必要な往診・通院は認め

られない。 

   →・「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院（対診）について」 

     （平成１２年老企第５９号） 

        ・「『医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保

険の相互に関連する事項等について』の一部改正について」(平成 26 年 3 月

28 日保医発第 0328 第 1 号） 

  



 154 

 

 

 （介護予防） 

短期入所療養介護事業所（老健） 

の手引き 
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第１章 （介護予防）短期入所療養介護とは 

 

介護保険法の定義 

 

 

 

第８条第１０項 

 この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者（その治療の必要の程度

につき厚生労働省令で定めるものに限る。）について、介護老人保健施設、介護医療院そ

の他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管

理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うこ

とをいう。 

 

 

 

 

 

 

第８条の２第８項 

 この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者（その治療の必

要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。）について、介護老人保健施設、介

護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的と

して、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下に

おける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。 
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１ 人員に関する基準 

 

・本体施設となる介護老人保健施設が、施設として必要な人員基準を満たしていれば足

りる。 

                                   介護老人保健施設の手引き 

                          「◆人員に関する基準」参照 

 

 

２ 運営に関する基準 

 

◆運営規程 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（第１５３条、第１５５条の１０） 

次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(運営規程)を定めておかなけ

ればならない。 

 

１ 事業の目的及び運営の方針 

２ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

３ 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

４ 通常の送迎の実施地域 

５ 施設利用に当たっての留意事項 

６ 非常災害対策 

７ 虐待の防止のための措置に関する事項（令和６年４月１日より義務化） 

８ その他運営に関する重要事項（身体的拘束等を行う際の手続等） 

 

 

◆秘密保持等 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（第１５５条により準用） 

第３３条 指定短期入所療養介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は、当該指定短期入所療養介護事業所の従業者であっ

た者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報

を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の

同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 
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◆短期入所サービスの連続利用 

 

 利用者が連続して３０日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合において

は、３０日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、短期入所療養介

護費は、算定しない。 

 短期入所サービスは、あらかじめ期間を定めて利用するものであり、介護報酬では３

０日を連続算定日数の上限としている。(連続３０日を超えた利用は、全額利用者負担と

なる。）また、在宅生活を継続していくうえで利用するものであり、居宅サービス計画

では、特に必要な場合を除き、保険対象の利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超

えないことを目安とする。 
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第２章 介護報酬算定に関する基準 

 

１ 短期入所療養介護費（老健） 

 

※「①～⑤」は要介護度を示し、その横の数字は所定単位数を示す。 

老  健 

（非ユニット型） 
従来型個室 多床室 

介護老人保健施設 

短期入所療養介護 

（基本型） 

Ⅰ 

サービス費（ⅰ） 

① 753 
② 801  

③ 864 

④ 918 

⑤ 971 

サービス費（ⅲ） 

① 830 
② 880 

③ 944 

④ 997 

⑤ 1,052 

介護老人保健施設 

短期入所療養介護 

（在宅強化型） 

Ⅰ 

サービス費（ⅱ） 

① 819 
② 893 

③ 958 

④ 1,017 

⑤ 1,074 

サービス費（ⅳ） 

① 902 
② 979 

③ 1,044 

④ 1,102 

⑤ 1,161 

介護療養型老人保健施設 

短期入所療養介護 
Ⅱ 

サービス費（ⅰ） 

① 790 

② 874 
③ 992 

④ 1,071 

⑤ 1,150 

サービス費（ⅱ） 

①   870 

② 956 
③ 1,074 

④ 1,154 

⑤ 1,231 

介護療養型老人保健施設 

短期入所療養介護 

（入所者等の合計数が４０以下

） 

Ⅲ 

サービス費（ⅰ） 

① 790 
② 868 

③ 965 
④ 1,043 
⑤ 1,121 

サービス費（ⅱ） 

① 870 

② 949 

③ 1,046 
④ 1,124 
⑤ 1,203 

介護老人保健施設 

短期入所療養介護 

（その他型） 
Ⅳ 

サービス費（ⅰ） 

①  738 
② 784 

③ 848 

④ 901 
⑤  953 

サービス費（ⅱ） 

①  813 
②  863 
③  925 

④  977 
⑤  1,031 
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※「①～⑤」は要介護度を示し、その横の数字は所定単位数を示す。 

ユニット型老健 
ユニット型 

個室 

経過的ユニット型 

個室的多床室 

介護老人保健施設 

短期入所療養介護 

（基本型） 
Ⅰ 

サービス費（ⅰ） 

① 836 
② 883 

③ 948 

④ 1,003 

⑤ 1,056 

サービス費（ⅰ） 

① 836 
② 883 

③ 948 

④ 1,003 

⑤ 1,056 

介護老人保健施設 

短期入所療養介護 

（在宅強化型） 

Ⅰ 

サービス費（ⅱ） 

① 906 
② 983 

③ 1,048 

④ 1,106 

⑤ 1,165 

サービス費（ⅱ） 

① 906 
② 983 

③ 1,048 

④ 1,106 

⑤ 1,165 

介護療養型老人保健施設 

短期入所療養介護 
Ⅱ 

サービス費 

① 959 

② 1,043 
③ 1,162 
④ 1,242 

⑤ 1,319 

サービス費 

① 959 

② 1,043 
③ 1,162 
④ 1,242 

⑤ 1,319  

介護療養型老人保健施設 

短期入所療養介護 

（入所者等の合計数が４０以下

） 

Ⅲ 

サービス費 

① 959 
② 1,037 

③ 1,135 

④ 1,213 
⑤ 1,291 

サービス費 

① 959 

② 1,037 

③ 1,135 

④ 1,213 
⑤ 1,291 

介護老人保健施設 

短期入所療養介護 

（その他型） 
Ⅳ 

サービス費 

① 818 
② 866 

③ 929 
④ 983 
⑤ 1,035 

サービス費 

① 818 
② 866 

③ 929 
④ 983 
⑤ 1,035 
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【介護老人保健施設における短期入所療養介護費の算定要件】 

 

Ⅰ 介護老人保健施設（基本型）に係る施設基準（ⅰ、ⅲ）  

Ⅰ 介護老人保健施設（在宅強化型）に係る施設基準（ⅱ、ⅳ）  

Ⅱ 介護療養型介護老人保健施設に係る施設基準（ⅰ、ⅱ）  

Ⅲ 介護療養型介護老人保健施設に係る施設基準（ⅰ、ⅱ） 

Ⅳ 介護老人保健施設（その他型）に係る施設基準（ⅰ、ⅱ）  

          介護老人保健施設の手引き 

          【介護保健施設サービス費の算定要件】 参照 

 

●算定要件を満たさなくなった場合 

 

          介護老人保健施設の手引き 

          【介護保健施設サービス費の算定要件】  参照 

 

●次のいずれかに該当する場合は、個室であっても、「従来型個室：定員１人」ではな

く、「多床室：定員２人以上」を算定する。（ユニット型老健は対象外） 

 

 ・感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

 ・８㎡以下の従来型個室に入所する者 

 ・著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすお

それがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

 

◆特定介護老人保健施設短期入所療養介護費 

・３時間以上４時間未満       ６６４単位 

・４時間以上６時間未満              ９２７単位 

・６時間以上８時間未満          １，２９６単位 

 

 利用者（難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の利用者であって、サービスの

提供に当たり、常時看護師による観察を必要とする者）に対して、日中のみの指定短期

入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置

付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定

単位数を算定する。 
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※利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供するに当たり常時 

看護職員による観察を必要とする難病等を有する重度者又はがん末期の利用者を

想定している。 

※所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画 

に位置づけられた内容の短期入所療養介護を行うための標準的な時間によること。 

単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が

通常の時間を超えて事業所にいる場合は、短期入所療養介護のサービスが提供され

ているとは認められない。したがって、この場合は当初計画に位置づけられた所要

時間に応じた所定単位数が算定される。（このような家族等の出迎え等までの間の

「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収しても差し支えない

が、別途運営規程等に定める必要がある。） 

また、ここでいう短期入所療養介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間 

は含まれない。これに対して、短期入所療養介護計画上、６時間以上８時間未満の 

短期入所療養介護を予定していたが、当日の利用者の心身の状況から、５時間の短 

期入所療養介護を行った場合には、６時間以上８時間未満の短期入所療養介護の単 

位数を算定できる。 

特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定する場合、 

・「夜勤職員基準未満の減算」、「夜勤看護職員数基準未満の減算」、「定員超過利用の減算」、「人員基準欠如

の減算」の適用有り。 

・「ユニットにおける職員に係る減算」、「夜勤職員配置加算」、「認知症ケア加算」、「認知症行動・心理症状

緊急対応加算」、「特別療養費」、「療養体制維持特別加算」の適用無し。 

 

 

◆短期入所療養介護費と居住費等について 

                     介護老人保健施設の手引き                   

           【◆居住費と食費について】  P51 参照 
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２ 介護報酬に係る加算及び減算 
 

夜勤職員基準未満の減算 
 

夜勤看護職員数基準未満の減算 
 

定員超過利用の減算 
 

人員基準欠如の減算 
 

ユニットにおける職員に係る減算 
 

夜勤職員配置加算  

 

認知症ケア加算 ※予防を除く 

（※特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合は、算定できない。） 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算  

（※（ユニット型）介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）を算定する場合のみ） 

療養食加算  
 

認知症専門ケア加算  
 

緊急時施設療養費 
 

特別療養費 

（※（ユニット型）介護療養型老人保健施設短期入所療養介護施設が算定する） 

療養体制維持特別加算  

（※（ユニット型）介護療養型老人保健施設短期入所療養介護施設が算定する） 

生産性向上推進体制加算 
 

 
 

サービス提供体制強化加算  

（※区分支給限度基準額の算定対象外） 

介護職員等処遇改善加算 

（※区分支給限度基準額の算定対象外） 

                           介護老人保健施設の手引き 

                                 該当箇所参照  
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※短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを利用して行われるものであ

ることから、定員超過利用・人員基準欠如・夜勤体制基準未満の減算、認知症ケア

加算、緊急時施設療養費については、介護老人保健施設の本体部分と一体的な取扱

いが行われる。 

 

※(ユニット型)介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)を算定している場合算定不可 

（１）個別リハビリテーション実施加算 ２４０単位／日 

 

 医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個

別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、個別

リハビリテーションを２０分以上実施した場合に算定するものである。 

 

 

（２）送迎加算 １８４単位／片道 

 

 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利

用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片

道につき１８４単位を所定単位数に加算する。 

 

 

（３）若年性認知症利用者受入加算  

・「短期入所療養介護費（老健）」「短期入所療養介護費（ユニット型老健）」を算定

している場合                     ・・・・１２０単位／日 

・「特定介護老人保健施設短期入所療養介護費」を算定している場合 

                             ・・・・６０単位／日 

 

 若年性認知症利用者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期における認知

症によって要介護者又は要支援者となった者）に対して指定短期入所療養介護を行った

場合に所定単位数に加算する。 

 ただし、「認知症行動・心理症状緊急対応加算」を算定している場合は算定しない。 

 

※受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利

用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 
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（４）認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００単位／日   

 

 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊

急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対しサービスを

行った場合、利用を開始した日から起算して７日を限度として、１日につき２０

０単位を所定単位数に加算する。 

 

※「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・

興奮・暴言等の症状を指す。 

※利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期入所療養介護が必要であ

ると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、

利用者又は家族の同意の上、指定短期入所療養介護の利用を開始した場合に算定可。 

医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定可。 

  この際、短期入所療養介護ではなく、医療機関における対応が必要であると判断され

る場合は、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が

受けられるように取り計らう必要がある。 

※次に掲げる者が、直接、短期入所療養介護の利用を開始した場合には、当該加算は算定

できない。 

  ・病院又は診療所に入院中の者 

  ・介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

  ・認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者

生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活

介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生

活介護を利用中の者 

※判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所

も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計

画書に記録しておくこと。 

※７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が

認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利

用開始後８日目以降の短期入所療養介護の利用の継続を妨げるものではないことに留

意すること。 
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（５）緊急短期入所受入加算 ９０単位／日  ※予防を除く 

 
利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、

緊急に指定短期入所療養介護を受けることが必要と認めた利用者に対し、居宅サービス
計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場
合は、利用を開始した日から起算して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾
病等やむを得ない事情がある場合は、１４日）を限度として１日につき９０単位を所定
単位数に加算する。 
 
●「認知症行動・心理症状緊急対応加算」を算定している場合は算定しない。 
 

※緊急短期入所受入加算について 

① 本加算は、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由によ
り短期入所が必要となった場合であって、かつ、居宅サービス計画において当該日
に短期入所を利用することが計画されていない居宅要介護者に対して、居宅サービ
ス計画を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、その必要性を認め緊急
に短期入所療養介護が行われた場合に算定できる。 

② やむを得ない事情により、当該介護支援専門員との事前の連携が図れない場合
に、利用者又は家族の同意の上、短期入所療養介護事業所により緊急に短期入所療
養介護が行われた場合であって、事後に当該介護支援専門員によって、当該サービ
ス提供が必要であったと判断された場合についても、当該加算を算定できる。 

③ 本加算の算定対象期間は原則として７日以内とし、その間に緊急受入れ後に適切
な介護を受けられるための方策について、担当する指定居宅介護支援事業所の介護
支援専門員と密接な連携を行い、相談すること。ただし、利用者の介護を行う家族
等の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことにより在宅への復帰が困難とな
ったこと等やむを得ない事情により、７日以内に適切な方策が立てられない場合に
は、その状況を記録した上で 14 日を限度に引き続き加算を算定することができる
こと。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的に加算算
定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代替手段の確保等につ
いて、十分に検討すること。 

④ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記
録しておくこと。また、緊急利用者にかかる変更前後の居宅介護サービス計画を保
存するなどして、適正な緊急利用に努めること。 

⑤ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定した場合には、当該加算は算定できな
いものであること。 

⑥ 緊急受入に対応するため、居宅介護支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に
努め、緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化すること。また、空床
の有効活用を図る観点から、情報公表システム、当該事業所のホームページ又は地
域包括支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表するよう努めること。 
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※（（ユニット型）介護老人保健施設の短期入所療養介護費、又は、「特定介護老人保

健施設短期入所療養介護費」を算定している施設が算定する） 

（６）重度療養管理加算   ※予防を除く 

・（ユニット型）介護老人保健施設の短期入所療養介護費（Ⅰのⅰ～ⅳ）を算定してい

る場合                        ・・・・１２０単位／日 

・「特定介護老人保健施設短期入所療養介護費」を算定している場合 

・・・・６０単位／日 

 

要介護状態区分が要介護４又は要介護５の利用者に対して、計画的な医学的管

理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合に所定単位数に加算する。 

 

●利用者の状態が次のいずれかに該当すること。 

①常時頻回の喀痰吸引を実施している状態 

②呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

③中心静脈注射を実施している状態 

④人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態 

⑤重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

⑥膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第５号に掲げ

る身体障害者障害程度等級表の４級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施

している状態 

⑦経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

⑧褥瘡に対する治療を実施している状態 

⑨気管切開が行われている状態 

 

※当該加算を算定する場合は、当該医学的管理の内容等を診療録に記載しておくこ

と。 

※重度療養管理加算を算定できる利用者は、次のいずれかについて、当該状態が一

定の期間や頻度で継続している者であること。 

なお、請求明細書の摘要欄に該当する状態（上記①から⑨まで）を記載すること。

複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載すること。 

・①の「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」とは、当該月において１日当

たり８回（夜間を含め約３時間に１回程度）以上実施している日が２０日を超

える場合。 

・②の「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」とは、当該月におい

て１週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。 
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・③の「中心静脈注射を実施している状態」とは、中心静脈注射により薬剤の投

与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者。 

・④の「人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態」とは、人

工腎臓を各週２日以上実施しているものであり、かつ、下記に掲げるいずれか

の合併症をもつもの。 

・透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿

病 

・常時低血圧（収縮期血圧が９０mmHg 以下） 

・透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの 

・出血性消化器病変を有するもの 

・骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの 

・うっ血性心不全（ＮＹＨＡⅢ度以上）のもの 

・⑤の「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している

状態」とは、持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状

態、収縮期血圧９０mmHg 以下が持続する状態、又は、酸素吸入を行っても動

脈血酸素飽和度９０％以下の状態で常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度の

いずれかを含むモニタリングを行っていること。 

・⑥の「膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第５

号に掲げる身体障害者障害程度等級表の４級以上に該当し、かつ、ストーマの

処置を実施している状態」については、当該利用者に対して、皮膚の炎症等に

対するケアを行った場合に算定できる。 

・⑦の「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」については、経口摂

取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行っ

た場合に算定できる。 

・⑧の「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、以下の分類で第３

度以上に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。 

・第１度：皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失

しない（皮膚の損傷はない） 

・第２度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるも

の） 

・第３度：皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして

表れ、隣接組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこと

もある 

・第４度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している 

・⑨の「気管切開が行われている状態」については、気管切開が行われている利

用者について、気管切開の医学的管理を行った場合に算定できる。 
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（７）総合医学管理加算   ２７５単位／日 

 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。 

ロ 診療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を

診療録に記載すること。 

ハ 利用者の主治の医師に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用者の診療状況を

示す文書を添えて必要な情報の提供を行うこと。 

 

① 本加算は、居宅要介護者に対して、居宅サービス計画を担当する居宅介護支援事業

所の介護支援専門員と連携し、利用者又は家族の同意の上、治療管理を目的として、

指定短期入所療養介護事業所により短期入所療養介護が行われた場合に１０日を限度

として算定できる。 

  利用にあたり、医療機関における対応が必要と判断される場合にあっては、速やかに

医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取りは

からう必要がある。 

② 利用にあたり、診断等に基づき、診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注

射、処置等を行うこと。 

③ 算定する場合にあっては、診療方針、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検

査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 

④ 利用終了日から７日以内に、利用者の主治の医師に対して、利用者の同意を得て、

診療状況を示す文書を交付すること。また、交付した文書の写しを診療録に添付する

とともに、主治の医師からの当該利用者に係る問合せに対しては、懇切丁寧に対応す

るものとする。 

⑤ 主治の医師への文書の交付がない場合には、利用期間中を通じて、算定できなくな

ることに留意すること。ただし、利用者又はその家族の同意が得られない場合は、こ

の限りではない。 
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⑥ 利用中に入院することとなった場合は、医療機関に診療状況を示す文書を添えて必

要な情報提供を行った場合に限り、入院した日を除いて算定できる。 

⑦ 緊急時施設療養費を算定した場合には、本加算は算定できないものであること。 

 

＊緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。 

 

令和 3年Ｑ＆Ａ（Vol.2）（令和 3 年 3 月 23 日最新情報 vol.948） 

【問 38】短期入所療養介護利用中に発熱等の状態変化等により利用を延長することとな

った場合であって、当該延長が居宅サービス計画において計画的に行うこととなっ

ていない場合は、治療管理を開始した日以降、当該加算を算定することは可能か。 

（答）算定可能である。 

 

 

（８）口腔連携強化加算 ５０単位／回 ＜令和６年度：新設＞ ※予防も同様 

 

● 口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機

関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携

強化加算として、１月に１回に限り５０単位を加算する。 

 

イ 指定短期入所療養介護事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行

うに当たって、歯科診療報酬点数表の区分番号Ｃ０００に掲げる歯科訪問診療料の

算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士

に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。 

 

ロ 次のいずれにも該当しないこと。 

（１）他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリ

ーニングを行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定している場合を除

き、口腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。 

（２）当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要

であると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除

き、指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理

指導費を算定していること。 

（３）当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連

携強化加算を算定していること。 

 

≪留意事項≫ 
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① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口

腔管理につなげる観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行

われることに留意すること。 

 

② 口腔の健康状態の評価の実施に当たっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める

基準における歯科医療機関（以下「連携歯科医療機関」という。）の歯科医師又は歯

科医師の指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提

供等について相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。 

 

③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれ利用者について行い、評価した情報を歯科医療機

関及び当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、別紙様式 11 等により提供する

こと。 

 

④ 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向及び当該利用者

を担当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医

等のいずれか又は両方に情報提供を行うこと。 

 

⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチ

については、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。 

イ 開口の状態 

ロ 歯の汚れの有無 

ハ 舌の汚れの有無 

ニ 歯肉の腫れ、出血の有無 

ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 

ヘ むせの有無 

ト ぶくぶくうがいの状態 

チ 食物のため込み、残留の有無 

 

⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個

別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）及び「入院（所）中及び

在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え

方」（令和６年３月日本歯科医学会）等を参考にすること。 

 

⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応

じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。 

 

⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等を活用し

決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評

価を継続的に実施すること。 
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（９）身体拘束廃止未実施減算   ＜令和６年度：新設＞   

 

施設において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、身体拘束等を行う場合の記

録を行っていない場合及び必要な措置を講じていない場合に、利用者全員について所定

単位数の１％を減算する。 

 具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委

員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備して

いない又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた

場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改

善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月か

ら改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算す

る。 

※経過措置として令和 7 年 3 月 31 日までは適用しない 

 

（10）高齢者虐待防止措置未実施減算   ＜令和６年度：新設＞  

 

 ● 高齢者虐待防止措置未実施減算については、利用者の人権の擁護、虐待の防止等

をより推進する観点から、施設において高齢者虐待が発生した場合ではなく、 

 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していな場合 

・虐待の防止のための指針を整備していない場合 

・虐待の防止のための研修を年１回以上実施していない場合 

・これらを適切に実施するための担当者を置いていない場合 

 

に、利用者全員について所定単位数から所定単位数の１％に相当する単位数を減算。 

 

● 上記の事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が

生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算することとする。 

 

（11）業務継続計画未策定減算  ＜令和６年度：新設＞  
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● 業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第 155条（指定居宅

サービス等基準第 155 条の 12 において準用する場合を含む。）において準用する指定居

宅サービス等基準第 30条の２第 1 項に規定する以下の基準を満たさない事実が生じた場

合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）か

ら基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員につい

て、所定単位数から所定単位数の１％に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

（指定居宅サービス等基準第 30 条の２第 1 項） 

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を

策定すること。 

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。 

 

※経過措置として、令和７年３月３１日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用し

ないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること 

 

第３章 その他留意事項等 

 

１ 施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について 

 

 介護老人保健施設の退所日、短期入所療養介護のサービス終了日については、訪問看

護費・訪問リハビリテーション費・居宅療養管理指導費・通所リハビリテーション費は

算定できない。 

 訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、施設サービスや短期入所サービス

でも、機能訓練やリハビリテーションを行えるので、退所日に通所介護サービスを機械

的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。 

 入所当日であっても当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただ

し、入所前に通所介護・通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった居宅サー

ビス計画は適正でない。 

 また、施設入所者の外泊時や試行的退所を行っている場合には居宅サービスは算定で

きない。 

 

２ 「通院等乗降介助」と短期入所サービスの「送迎」の区分 

 

 利用者の居宅と当該事業所との間の送迎を行う場合、当該利用者の心身の状況により

事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない限り、短期入所サービ

スの送迎体制加算を算定することとし、指定訪問介護事業所の「通院等乗降介助」は算

定できない。 
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第４章 介護報酬算定に関する基準 

 

１ 介護予防短期入所療養介護費（老健） 

 

※「①～②」は要介護度を示し、その横の数字は所定単位数を示す。 

老  健 

（非ユニット型） 
従来型個室 多床室 

介護老人保健施設 

介護予防短期入所療養介護 

（基本型） 
Ⅰ 

サービス費（ⅰ） 

① 579 
② 726 

 

サービス費（ⅲ） 

① 613 
② 774 

 

介護老人保健施設 

介護予防短期入所療養介護 

（在宅強化型） 

Ⅰ 

サービス費（ⅱ） 

① 632 
② 778 

 

サービス費（ⅳ） 

① 672 
② 834 

 

介護療養型老人保健施設 

介護予防短期入所療養介護 
Ⅱ 

サービス費（ⅰ） 

① 583 

② 730 

 

サービス費（ⅱ） 

① 622 

② 785 

 

介護療養型老人保健施設 

介護予防短期入所療養介護 

（入所者等の合計数が４０以下

） 

Ⅲ 

サービス費（ⅰ） 

① 583 
② 730 

 

サービス費（ⅱ） 

① 622 
② 785 

 

介護老人保健施設 

介護予防短期入所療養介護 

（その他型） 
Ⅳ 

サービス費（ⅰ） 

① 566 
② 711 

 

サービス費（ⅱ） 

① 601 
② 758 
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※「①～②」は要介護度を示し、その横の数字は所定単位数を示す。 

ユニット型老健 
ユニット型 

個室 

経過的ユニット型 

個室的多床室 

介護老人保健施設 

介護予防短期入所療養介護 

（基本型） 
Ⅰ 

サービス費（ⅰ） 

① 624 
② 789 

 

サービス費（ｉ） 

① 624 
② 789 

 

介護老人保健施設 

介護予防短期入所療養介護 

（在宅強化型） 

Ⅰ 

サービス費（ⅱ） 

① 680 
② 846 

 

サービス費（ⅱ） 

① 680 
② 846 

 

 

介護療養型老人保健施設 

介護予防短期入所療養介護 
Ⅱ 

サービス費 

① 653 

② 817 
 

サービス費 

① 653 

② 817 
 

介護療養型老人保健施設 

介護予防短期入所療養介護 

（入所者等の合計数が４０以下

） 

Ⅲ 

サービス費 

① 653 

② 817 

 

サービス費 

① 653 

② 817 

 

介護老人保健施設 

介護予防短期入所療養介護 

（その他型） 

Ⅳ 

サービス費 

① 611 
② 770 

 

サービス費 

① 611 
② 770 

 

 

※基準や加算の要件等は短期入所療養介護（老健）に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


